
 

 

第４回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 ２４ ２９ ５ ５８ 

 

  議案の名称 

＜予算＞ 

（平成３０年度予算） 

議案第 １号  平成３０年度尼崎市一般会計予算 

議案第 ２号  平成３０年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費予算 

議案第 ３号  平成３０年度尼崎市特別会計地方卸売市場事業費予算 

議案第 ４号  平成３０年度尼崎市特別会計育英事業費予算 

議案第 ５号  平成３０年度尼崎市特別会計農業共済事業費予算 

議案第 ６号  平成３０年度尼崎市特別会計公共用地先行取得事業費予算 

議案第 ７号  平成３０年度尼崎市特別会計公害病認定患者救済事業費予算 

議案第 ８号  平成３０年度尼崎市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算 

議案第 ９号  平成３０年度尼崎市特別会計青少年健全育成事業費予算 

議案第１０号  平成３０年度尼崎市特別会計介護保険事業費予算 

議案第１１号  平成３０年度尼崎市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

議案第１２号  平成３０年度尼崎市水道事業会計予算 

議案第１３号  平成３０年度尼崎市工業用水道事業会計予算 

議案第１４号  平成３０年度尼崎市下水道事業会計予算 

議案第１５号  平成３０年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算 

（平成２９年度補正予算） 

議案第１６号  平成２９年度尼崎市一般会計補正予算（第６号） 

議案第１７号  平成２９年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第３号） 

議案第１８号  平成２９年度尼崎市特別会計農業共済事業費補正予算（第１号） 

議案第１９号  平成２９年度尼崎市特別会計公共用地先行取得事業費補正予算（第
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１号） 

議案第２０号  平成２９年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算（第２号） 

議案第２１号  平成２９年度尼崎市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第１

号） 

議案第２２号  平成２９年度尼崎市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第２３号  平成２９年度尼崎市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第２４号  平成２９年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第２５号  尼崎市特別会計条例の一部を改正する条例について 

議案第２６号  尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について 

議案第２７号  尼崎市事務分掌条例の一部を改正する条例について 

議案第２８号  尼崎市債権管理条例について 

議案第２９号  尼崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例について 

議案第３０号  尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第３１号  尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について 

議案第３２号  尼崎市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例について 

議案第３３号  尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第３４号  尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について 

議案第３５号  尼崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 

議案第３６号  尼崎市災害派遣手当等の支給に関する条例及び尼崎市旅館業に関す

る条例の一部を改正する条例について 

議案第３７号  尼崎市住宅宿泊事業に関する条例について 

議案第３８号  尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第３９号  尼崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第４０号  尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

議案第４１号  尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等

の推進に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第４２号  尼崎市産業振興基本条例の一部を改正する条例について 

議案第４３号  尼崎市農業共済条例の一部を改正する条例について 

議案第４４号  尼崎市産業廃棄物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第４５号  尼崎市道意町７丁目北地区再開発地区計画の区域内における建築物
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の制限に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第４６号  尼崎市昭和通２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例等の一部を改正する条例について 

議案第４７号  尼崎市下坂部川出地区防災街区整備地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例について 

議案第４８号  尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について 

議案第４９号  尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第５０号  尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

議案第５１号  尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第５２号  尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例等の一部を改正する条例について 

議案第５３号  尼崎市工業用水道条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第５４号  包括外部監査契約の締結について 

議案第５５号  工事請負契約について（潮小学校校舎増築等工事） 

議案第５６号  尼崎市農業共済事業特別積立金の取崩しについて 

議案第５７号  尼崎市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価について 

議案第５８号  市道路線の変更について 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    １件   １９４，４００円 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市教育委員会の委員の任命 

・ 尼崎市監査委員の選任 

・ 人権擁護委員の候補者の推薦 
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第４回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１号～第１５号 所 管 ― 

件 名 平成３０年度 当初予算 

内       容 

（単位：千円）  

区 分 当初予算額 前年度比 

一 般 会 計 ２０６，６００，０００ １０２．４％ 

特 別 会 計 ９９，４６９，６６８ ８８．９％ 

 国民健康保険事業費 ４８，７２９，９０２ ７７．６％ 

 地方卸売市場事業費 ３０３，９９１ ８０．８％ 

 育英事業費 ８，３８０ １０４．５％ 

 農業共済事業費 １８，３２７ １１０．２％ 

 公共用地先行取得事業費 ２，２４３，４７０ ７８．３％ 

 公害病認定患者救済事業費 ２７，１７４ ８９．２％ 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ２３，４７７ ８７．３％ 

 青少年健全育成事業費 ９，５７６ ９９．０％ 

 介護保険事業費 ４２，２８６，１２８ １０５．４％ 

 後期高齢者医療事業費 ５，８１９，２４３ １０４．４％ 

企 業 会 計 ７６，３７２，０２３ １１３．９％ 

 水道事業 １２，３７１，４７７ １００．８％ 

 工業用水道事業 ２，０２３，２２９ ８２．８％ 

 下水道事業 ２１，３４０，４４２ １０４．１％ 

 モーターボート競走事業 ４０，６３６，８７５ １２７．６％ 

合      計 ３８２，４４１，６９１ １００．５％ 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１６号～第２４号 所 管 ― 

件 名 平成２９年度 補正予算 

内       容 

（単位：千円）  

区 分 補正予算額 

一 般 会 計 （第６号） △６９３，８５３ 

特 別 会 計 １，２９２，８７９ 

 国民健康保険事業費（第３号） ４４０，６６０ 

 農業共済事業費（第１号） １，９３７ 

 公共用地先行取得事業費（第１号） － 

 介護保険事業費（第２号） ６４２，３４７ 

 後期高齢者医療事業費（第１号） ２０７，９３５ 

企 業 会 計 ２，３０６，０３１ 

 水道事業（第２号） ４１０，６７７ 

 工業用水道事業（第１号） △１８４，８５３ 

 モーターボート競走事業（第１号） ２，０８０，２０７ 
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平成29年度　2月補正の概要

○　一般会計補正予算（補正6号）

（補正予算の内容）

（歳入の主なもの）
①　市税の増 百万円

②　税外諸収入の増 百万円

③　実質的な地方交付税の減 百万円
　

④　寄付金の増 百万円

（歳出の主なもの）
①　人件費の増 百万円
　

②　税外収入還付金の増 百万円

③　減債基金積立金の減 百万円

④　介護保険事業費会計繰出金の減 百万円

⑤　公債費の減 百万円

⑥　投資的経費、経常経費の執行差金、契約差金、不用見込みとなる経費の減額補正

1　補正予算の規模
（単位：千円）

246

580

△ 542

△ 109

△ 110

　歳入において、地方交付税と臨時財政対策債をあわせた実質的な地方交付税が約１
億円の減となるものの、市税が約４億円、税外諸収入が約１億円の増となった。ま
た、歳出においては、税外収入還付金が約６億円の増となったものの、公債費が約１
億円、介護保険事業費会計繰出金が約１億円の減となり、そのほか入札差金や執行残
など、歳入・歳出全般にわたり決算見込みに基づき整理を行った。

452

110

△ 132

126

（単位：千円）

2　歳入歳出補正予算額
（単位：千円）

市債 △ 549,877

合　計 △ 693,853 合　計 △ 693,853

繰入金 △ 5,912諸支出金 △ 279

諸収入 △ 369,614

財産収入 △ 174,211教育費 △ 161,749

寄付金 126,712公債費 △ 109,242

国庫支出金 △ 833,994土木費 55,075

県支出金 △ 270,347消防費 21,176

分担金及び負担金 △ 1,628農林水産業費 12,904

使用料及び手数料 466商工費 △ 318,512

地方特例交付金 10,000衛生費 △ 145,086

地方交付税 822,552労働費 8,916

地方譲与税 30,000総務費 425,181

自動車取得税交付金 70,000民生費 △ 466,405

補正予算額 款 補正予算額

市税 452,000議会費 △ 15,832

現在予算額 補正予算額 補正後予算額

203,200,655 △ 693,853 202,506,802

歳　　　入 歳　　　出

款
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3　主な事業（50,000千円以上の増減のあるもの）
（単位：千円）

16尼崎城址公園整備事業費 △ 58,295

13児童扶養手当給付関係事業費 △ 102,413

14後期高齢者医療療養給付費負担金 △ 75,957

10特別養護老人ホーム等整備事業費

12市債利子 △ 104,836

11介護保険事業費会計繰出金 △ 109,770

9 庄下川都市基盤河川改修事業費 △ 132,627

△ 118,800

8 施設型給付費（教育費） △ 145,085

△ 279,163

6 保育の量確保事業

7

△ 260,381

保育環境改善事業 △ 154,699

4 中小企業資金融資制度関係事業費 △ 319,799

5 臨時福祉給付金給付関係事業費

3 地域介護・福祉空間整備等事業費 △ 346,778

△ 542,678

№ 事　項 補 正 額

2 長洲久々知線等道路整備事業費 △ 502,145

減債基金積立金1

△ 59,29815公害病補償事業費

28障害児通所支援等給付費

31道路橋りょう維持管理事業費 62,997

30市税還付金 67,000

27道路橋りょう新設改良事業費 97,315

92,629

24障害者（児）自立支援事業費

26地域型保育給付費 105,310

25公共用地先行取得事業費会計繰出金 108,000

22施設型給付費（民生費） 242,810

23公共施設整備基金積立金

124,581

228,144

19税外収入還付金

21人件費 246,121

20生活保護扶助費 328,948

18尼崎宝塚線ほか２路線県施行街路事業地元負担金 638,000

17小学校施設維持管理事業 △ 51,100

16尼崎城址公園整備事業費 △ 58,295

580,000

29みんなの尼崎城基金積立金 70,000
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4　繰越明許費の補正

（追　加） （単位：千円）

15住宅市街地総合整備事業 107,159

14市営住宅建替事業 1,257,989

13市営住宅維持整備事業 100,000

12長洲久々知線等道路整備事業 9,325

11競馬場周辺道路整備事業 8,400

9 尼崎城址公園整備事業 188,500

8 庄下川浄化施設維持管理事業 7,400

7 庄下川都市基盤河川改修事業 82,270

6 道路橋りょう新設改良事業 206,597

5 道路橋りょう維持管理事業 93,897

4 保健福祉センター整備事業 45,124

3 保育環境改善事業 241,108

2 （支所）施設整備事業 70,637

1 地区会館等施設整備事業 129,864

№ 事　業　名 補 正 額

10有料公園施設整備事業 13,000

5　債務負担行為の補正

（追　加） （単位：千円）

（廃　止） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　度　額

阪神福祉事業団が行う
ななくさ育成園移転改
築整備工事に係る損失
補償

平成30年度以降平成50年度までに融資機関に損失が生じ
た場合203,935千円以内の補償をするものとする。

斎場整備事業 平成30年度まで 190,000

中学校給食準備事業 平成30年度まで 31,000

事　　項 期　　間 限　度　額

あまがさき・ひと咲き
プラザ整備事業

平成30年度まで 235,000

合　計 2,575,375

16 （公民館）施設整備事業 14,105

15住宅市街地総合整備事業 107,159
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6　市債の補正

（変　更） （単位：千円）

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

○　特別会計補正予算（5会計） 千円

1　国民健康保険事業費（補正3号） 千円
（単位：千円）

人件費

前期高齢者納付金等

4,749

3 228

2 総務管理費（人件費除く）

1 3,862

1,292,879

440,660

№ 事　項 補 正 額

社会体育施設整備事業費 27,200限度額 28,300

社会教育施設整備事業費 216,100限度額 221,900

住宅建設事業費 1,832,700限度額 2,200,100

消防施設整備事業費 95,200限度額 101,200

清掃施設整備事業費 138,100限度額 145,600

道路等整備事業費 936,700限度額 1,519,800

地区会館等整備事業費 37,500限度額 63,000

防災対策事業費 51,300限度額 52,200

起　債　の　目　的 補　正　前 補　正　後

前期高齢者納付金等

療養給付費負担金等返還金

2　農業共済事業費（補正1号） 千円
（単位：千円）

人件費

3　公共用地先行取得事業費（補正1号） 千円

（単位：千円）

不動産売払収入

他会計繰入金2 108,000

1 △ 108,000

0

№ 事　項 補 正 額

1 1,937

1,937

№ 事　項 補 正 額

4 431,821

3 228
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4　介護保険事業費（補正2号） 千円

（単位：千円）

人件費

総務管理費（人件費除く）
介護サービス等給付費
審査支払手数料

高額介護サービス費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援等事業費

介護給付費準備基金積立金

第１号被保険者還付金及び還付加算金

5　後期高齢者医療事業費（補正1号） 千円
（単位：千円）

保険料等負担金
保険基盤安定拠出金

○　企業会計補正予算（3会計） 千円

1　水道事業会計（補正2号） 千円
（単位：千円）

職員給与費
物件費その他
施設整備工事費

2　工業用水道事業会計（補正1号） 千円
（単位：千円）

△ 184,853

3 △ 320,030
2 38,074
1 692,633

410,677

№ 事　業　名 補 正 額

2 7,506

2,306,031

1 200,429

207,935

№ 事　項 補 正 額

8 534,121

9 844,972

6 △ 194,352

7 △ 11,763

4 △ 5,120

5 △ 184,628

2 △ 37,263
3 △ 308,360

1 4,740

642,347

№ 事　項 補 正 額

（単位：千円）

物件費その他
配水設備工事費

3  モーターボート競走事業会計（補正1号） 千円
（単位：千円）

物件費その他
建設改良費2 △ 153,325

1 2,233,532

2,080,207

№ 事　業　名 補 正 額

2 △ 44,424
1 △ 140,429
№ 事　業　名 補 正 額
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２５号 所 管 財政課 

件 名 尼崎市特別会計条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  尼崎市特別会計駐車場事業費は、平成３年に設置し、阪神尼崎駅前駐車場の管理運

営に係る経理を行っているが、平成２９年度をもって駐車場事業に係る市債償還が満

了することに合わせ、平成３０年度以降は一般会計で経理を行うこととするため、当

該特別会計を廃止するもの。 

 

２ 改正内容 

 第７号「駐車場事業 尼崎市特別会計駐車場事業費」を削る。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日。 

  ただし、駐車場事業に係る平成２９年度の収入及び支出並びに同年度の決算につい

ては、なお従前の例による。 
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尼崎市特別会計条例 

改正後 現 行 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 第２

０９条第２項の規定により、次の各号に掲げる

事業の円滑な運営とその経理の適正を図るた

め、当該各号に定める特別会計を設置する。 

  ～  略 

（削る） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 第２

０９条第２項の規定により、次の各号に掲げる

事業の円滑な運営とその経理の適正を図るた

め、当該各号に定める特別会計を設置する。 

  ～  略 

  駐車場事業 尼崎市特別会計駐車場事業費 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２６号 所 管 行政管理課 

件 名 尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  事務事業の執行体制の整備等により、職員定数の増減を行うための規定の整備を行

うもの。 

２ 主な改正内容 

  第２条第１項の職員の定数を次の表のとおり改める。 

部局 改正 現行 増減 

市長の事務部局の職員 

［うち社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４

条第１項に規定する福祉に関する事務所の職員］ 

1,957 

[223] 

2,019 

[213] 

△ 62 

[10] 

教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機

関の事務部局の職員 
  288   292  △ 4 

教育委員会の所管に属する学校の校長及び教員   227   238 △ 11 

消防部局の職員 

 消防職員 
  437   436   1 

公営企業局の職員   296    －  296 

水道局の職員    －   164 △ 164 

公営事業局の職員    －    26 △ 26 

  （参考） 

その他改正を行わなかった部局   40   40   0 

条例定数の総数 3,245 3,215  30 

３ 職員定数増減（＋３０）の主な内訳 

市長事務部局（△62） ・地域振興体制の再構築への対応 

・子どもの育ちに係る支援センター設置への対応 

・市税収入率の向上への対応 

・下水道事業の移管 など 

教育委員会事務部局（△4） ・適正規模・適正配置推進事業等の終息 など 

教育委員会教員（△11） ・市立全日制高等学校の見直し など 

消防部局（＋1） ・消防指令管制システム整備への対応 

公営企業局（＋296） ・公営企業局の新設 

水道局（△164） ・水道局の廃止 

公営事業局（△26） ・公営事業局の廃止 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市職員定数条例 

改正後 現 行 

（定義） 

第１条 この条例において「職員」とは、地方

公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条

第２項に規定する一般職に属する本市の職員

で市長、尼崎市議会(以下「議会」という。)、

尼崎市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)及びその所管に属する学校その他の教育

機関、尼崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理

委員会」という。)、尼崎市監査委員(以下「監

査委員」という。)、尼崎市公平委員会(以下

「公平委員会」という。)並びに尼崎市農業委

員会(以下「農業委員会」という。)の各事務

部局並びに本市の消防部局(以下「消防部局」

という。)及び尼崎市公営企業局（以下「公営

企業局」という。)に勤務するもの並びに教育

委員会の所管に属する学校の校長及び教員

(これらの者のうち臨時又は非常勤の職にあ

る者を除く。)並びに消防部局に勤務する尼崎

市消防団員(以下「消防団員」という。)をい

う。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

   市長の事務部局の職員 １，９５７人 

うち社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号）第１４条第１項に規定する福祉に

関する事務所の職員 ２２３人 

   略 

   教育委員会及びその所管に属する学校そ

の他の教育機関の事務部局の職員 ２８８

人 

   教育委員会の所管に属する学校の校長及

び教員 ２２７人 

  ～  略 

   消防部局の職員 

    消防職員 ４３７人 

    消防団員 １，０００人 

（定義） 

第１条 この条例において「職員」とは、地方

公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条

第２項に規定する一般職に属する本市の職員

で市長、尼崎市議会(以下「議会」という。)、

尼崎市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)及びその所管に属する学校その他の教育

機関、尼崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理

委員会」という。)、尼崎市監査委員(以下「監

査委員」という。)、尼崎市公平委員会(以下

「公平委員会」という。)並びに尼崎市農業委

員会(以下「農業委員会」という。)の各事務

部局並びに本市の消防部局(以下「消防部局」

という。)、尼崎市水道局(以下「水道局」と

いう。)及び尼崎市公営事業局(以下「公営事

業局」という。)に勤務するもの並びに教育委

員会の所管に属する学校の校長及び教員(こ

れらの者のうち臨時又は非常勤の職にある者

を除く。)並びに消防部局に勤務する尼崎市消

防団員(以下「消防団員」という。)をいう。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

   市長の事務部局の職員 ２，０１９人 

うち社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号）第１４条第１項に規定する福祉に

関する事務所の職員 ２１３人 

   略 

   教育委員会及びその所管に属する学校そ

の他の教育機関の事務部局の職員 ２９２

人 

   教育委員会の所管に属する学校の校長及

び教員 ２３８人 

  ～  略 

   消防部局の職員 

    消防職員 ４３６人 

    消防団員 １，０００人 
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       計 １，４３７人 

   公営企業局の職員 ２９６人 

 

 (職員の定数の配分) 

第４条 前条の規定により職員が置かれる場合

の当該職員の定数の第２条第１項第１号から

第３号まで及び第５号から第１０号までの各

部局(同項第９号の消防部局にあっては、消防

職員に限られたものをいう。)並びに同項第４

号の学校(以下「各部局等」という。)に対す

る配分は、市長が定める。 

２ 第２条第１項各号に定める職員の定数及び

前項の規定により市長が定めた職員の定数の

各部局等内における配分は、同条第１項第１

号及び第９号の各部局(同号の消防部局にあ

っては、消防団員に限られたものをいう。)

については市長が、同項第２号、第５号から

第８号まで及び第１０号の各部局については

それぞれ尼崎市議会議長、選挙管理委員会、

尼崎市代表監査委員、公平委員会、農業委員

会及び尼崎市公営企業管理者が、同項第３号

の各部局及び同項第４号の各学校については

教育委員会が、同項第９号の消防部局(消防職

員に限られたものをいう。)については尼崎市

消防長が定める。 

       計 １，４３６人 

   水道局の職員 １６４人 

   公営事業局の職員 ２６人 

 (職員の定数の配分) 

第４条 前条の規定により職員が置かれる場合

の当該職員の定数の第２条第１項第１号から

第３号まで及び第５号から第１１号までの各

部局(同項第９号の消防部局にあっては、消防

職員に限られたものをいう。)並びに同項第４

号の学校(以下「各部局等」という。)に対す

る配分は、市長が定める。 

２ 第２条第１項各号に定める職員の定数及び

前項の規定により市長が定めた職員の定数の

各部局等内における配分は、同条第１項第１

号、第９号及び第１１号の各部局(同項第９号

の消防部局にあっては、消防団員に限られた

ものをいう。)については市長が、同項第２号、

第５号から第８号まで及び第１０号の各部局

についてはそれぞれ尼崎市議会議長、選挙管

理委員会、尼崎市代表監査委員、公平委員会、

農業委員会及び尼崎市水道事業管理者が、同

項第３号の各部局及び同項第４号の各学校に

ついては教育委員会が、同項第９号の消防部

局(消防職員に限られたものをいう。)につい

ては尼崎市消防長が定める。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２７号 所 管 行政管理課 

件 名 尼崎市事務分掌条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  新たな行政課題への的確な対応及び時宜に応じた組織体制の構築を行うため、規定

の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

   契約に関する事項の移管 

   現在、資産統括局において担っている調達事業について、法務的な視点のもとに

適正な契約の締結に向けた取組の強化を図るため、総務局に移管する。 

   公営企業局の新設に伴う規定の整理 

   現在、都市整備局において担っている下水道事業について、公営企業の経営の効

率化を図るため、地方公営企業法の全部を適用し、地方公営企業となることから、

本条例から下水道事業に係る規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市事務分掌条例 

改正後 現 行 

（部局の設置及び分掌事務） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５８条第１項の規定に基づき、次に掲げ

る部局を設け、その分掌する事務は、次のと

おりとする。 

秘書室 

   秘書に関する事項 

   広報に関する事項 

危機管理安全局 

   防災その他の危機管理に関する事項 

   消費生活に関する事項 

   交通安全対策に関する事項 

企画財政局 

   議会に関する事項 

   国際交流に関する事項 

   市政の総合企画及び総合調整に関する事

項 

   予算その他財政に関する事項 

   文化に関する事項 

   都市の魅力の創造及び発信に関する事項 

総務局 

   法制その他市の行政一般に関する事項 

   職員の人事、給与、厚生福利及び研修に

関する事項 

   行政管理に関する事項 

   情報及び統計に関する事項 

   契約に関する事項 

   他の部局の主管に属しない事項 

資産統括局 

   公有財産に関する事項 

   検査に関する事項 

   市税に関する事項 

市民協働局 

   協働のまちづくりに関する事項 

   男女共同参画に関する事項 

   広聴に関する事項 

（部局の設置及び分掌事務） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５８条第１項の規定に基づき、次に掲げ

る部局を設け、その分掌する事務は、次のと

おりとする。 

秘書室 

   秘書に関する事項 

   広報に関する事項 

危機管理安全局 

   防災その他の危機管理に関する事項 

   消費生活に関する事項 

   交通安全対策に関する事項 

企画財政局 

   議会に関する事項 

   国際交流に関する事項 

   市政の総合企画及び総合調整に関する事

項 

   予算その他財政に関する事項 

   文化に関する事項 

   都市の魅力の創造及び発信に関する事項 

総務局 

   法制その他市の行政一般に関する事項 

   職員の人事、給与、厚生福利及び研修に

関する事項 

   行政管理に関する事項 

   情報及び統計に関する事項 

 

   他の部局の主管に属しない事項 

資産統括局 

   公有財産に関する事項 

   契約及び検査に関する事項 

   市税に関する事項 

市民協働局 

   協働のまちづくりに関する事項 

   男女共同参画に関する事項 

   広聴に関する事項 
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   人権啓発等及び国際化に関する事項 

   支所に関する事項 

   戸籍、住民基本台帳等に関する事項 

   社会保険等に関する事項 

健康福祉局 

   保健衛生に関する事項 

   社会福祉に関する事項 

   介護保険に関する事項 

こども青少年本部事務局 

   子どもの育成支援に関する事項 

   青少年の育成支援に関する事項 

経済環境局 

   産業経済に関する事項 

   労働に関する事項 

   公害及び環境に関する事項 

   廃棄物の処理その他都市の美化及び清潔

の保特に関する事項 

都市整備局 

   都市計画に関する事項 

   建築に関する事項 

   用地に関する事項 

   道路及び橋りょうに関する事項 

   河川及び港湾に関する事項 

   公園及び緑地に関する事項 

 

   都市の再開発に関する事項 

   土地区画整理に関する事項 

   住宅に関する事項 

   人権啓発等及び国際化に関する事項 

   支所に関する事項 

   戸籍、住民基本台帳等に関する事項 

   社会保険等に関する事項 

健康福祉局 

   保健衛生に関する事項 

   社会福祉に関する事項 

   介護保険に関する事項 

こども青少年本部事務局 

   子どもの育成支援に関する事項 

   青少年の育成支援に関する事項 

経済環境局 

   産業経済に関する事項 

   労働に関する事項 

   公害及び環境に関する事項 

   廃棄物の処理その他都市の美化及び清潔

の保特に関する事項 

都市整備局 

   都市計画に関する事項 

   建築に関する事項 

   用地に関する事項 

   道路及び橋りょうに関する事項 

   河川及び港湾に関する事項 

   公園及び緑地に関する事項 

   下水道に関する事項 

   都市の再開発に関する事項 

   土地区画整理に関する事項 

   住宅に関する事項 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２８号 所 管 行政管理課 

件 名 尼崎市債権管理条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  市の債権に関する事務処理の一般的な基準として、債権徴収手続の基本ルールや債

権放棄などの事項を定めることにより、債権管理の更なる適正化とともに、公正かつ

公平な市民負担の確保と健全な行財政運営に資することを目指し条例を制定する。 

２ 主な制定内容 

  定義（第２条） 

ア 公債権とは、市の債権のうち、地方自治法第２３１条の３第１項に規定する分

担金等に係る債権をいう。 

イ 強制徴収債権とは、公債権のうち、地方自治法第２３１条の３第３項に規定す

る分担金等に係る債権をいう。 

 ウ 私債権とは、市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。 

 エ 非強制徴収債権とは、強制徴収債権以外の公債権及び私債権をいう。 

  債権管理者の責務等（第４条及び第５条） 

債権管理者（市長及び公営企業管理者）は、法令又は条例の定めるところにより、

市の債権を適正に管理しなければならない。また、そのために、別に定めるところ

により、台帳を整備しなければならない。 

  債権徴収手続等（第６条、第９条及び第１０条） 

債権管理者は、納付の期限を指定したうえで、納付期限内に納付がされない場合

には、督促しなければならない。また、督促後において期限までに納付がなされな

い場合には、強制徴収債権にあっては滞納処分の着手、非強制徴収債権にあっては

強制執行の措置をとらなければならない。 

  延滞金及び遅延損害金（第７条及び第８条） 

滞納があった場合には、延滞金又は遅延損害金の徴収を原則とする。 

  債権の放棄（第１１条） 

債権管理者は、非強制徴収債権について、一定の要件に該当する場合にその債権

を放棄することができる。 

  市議会への報告（第１２条） 

債権を放棄したときは、その概要を市議会に報告しなければならない。 

３ 本条例制定に伴う所要の整備 

本条例の施行により、「尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例」を廃

止する。 

４ 施行期日 平成３０年４月１日 
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尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例 

現 行 

（督促） 

第１条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の税外収入金（以下「税外収入金」

という。）を納期限までに完納しない者があるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の３第１項の規定により、納期限経過後２０日以内に督促状を発する。 

２ 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発した日から起算して１１日目とする。 

（督促手数料） 

第２条 督促状を発した場合においては、督促手数料として１通について８０円を滞納金と同時

に徴収する。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認める場合においては、これを

徴収しない。 

（延滞金） 

第３条 税外収入金の納付義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当

該税外収入金の金額が２，０００円以上（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）であるときは、当該金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

年１４．６パーセント（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第７３条第２項及び都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第７５条第４項の規定に基づく延滞金にあっては、年１４．５

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。ただし、当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パー

セントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年当たりの割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間についても

３６５日当たりの割合とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、延滞金の端数計算については、市税の例による。 

（滞納処分） 

第４条 地方自治法第２３１条の３第３項に規定する税外収入金につき、第１条第１項の規定に

よる督促を受けた者が同条第２項の規定により指定された期限までにその納付すべき税外収入

金並びに当該税外収入金に係る督促手数料及び延滞金を完納しないときは、地方税法(昭和２５

年法律第２２６号)の規定による滞納処分の例により、滞納処分に着手する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２９号 所 管 給与課、職員課 

件 名 尼崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第７９号）の施行

に伴い、国家公務員の退職手当の水準が見直されたことから、国家公務員の取扱いに

準じ、退職手当制度の改正を行うもの。 

 

２ 改正する条例 

   尼崎市職員退職手当支給条例 

   尼崎市教育職員の退職手当に関する条例 

   尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例（平成１９年尼崎市条例第６号） 

 

３ 改正内容 

官民の均衡を図るために設けられている調整率について、現行の「１００分の８７」

を「１００分の８３．７」に改める。（定年退職に係る支給率は裏面） 

 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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定年退職に係る支給率新旧比較表（H30.4.1以降）

H30.4.1以降 現行

83.7/100 87/100 増減

(A) (B) (A)-(B)

1 0.837000 0.87000 ▲ 0.03300

2 1.674000 1.74000 ▲ 0.06600

3 2.511000 2.61000 ▲ 0.09900

4 3.348000 3.48000 ▲ 0.13200

5 4.185000 4.35000 ▲ 0.16500

6 5.022000 5.22000 ▲ 0.19800

7 5.859000 6.09000 ▲ 0.23100

8 6.696000 6.96000 ▲ 0.26400

9 7.533000 7.83000 ▲ 0.29700

10 8.370000 8.70000 ▲ 0.33000

11 11.613375 12.07125 ▲ 0.45788

12 12.764250 13.26750 ▲ 0.50325

13 13.915125 14.46375 ▲ 0.54863

14 15.066000 15.66000 ▲ 0.59400

15 16.216875 16.85625 ▲ 0.63938

16 17.890875 18.59625 ▲ 0.70538

17 19.564875 20.33625 ▲ 0.77138

18 21.238875 22.07625 ▲ 0.83738

19 22.912875 23.81625 ▲ 0.90338

20 24.586875 25.55625 ▲ 0.96938

21 26.260875 27.29625 ▲ 1.03538

22 27.934875 29.03625 ▲ 1.10138

23 29.608875 30.77625 ▲ 1.16738

24 31.282875 32.51625 ▲ 1.23338

25 33.270750 34.58250 ▲ 1.31175

26 34.777350 36.14850 ▲ 1.37115

27 36.283950 37.71450 ▲ 1.43055

28 37.790550 39.28050 ▲ 1.48995

29 39.297150 40.84650 ▲ 1.54935

30 40.803750 42.41250 ▲ 1.60875

31 42.310350 43.97850 ▲ 1.66815

32 43.816950 45.54450 ▲ 1.72755

33 45.323550 47.11050 ▲ 1.78695

34 46.830150 48.67650 ▲ 1.84635

35 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

36 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

37 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

38 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

39 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

40 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

41 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

42 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

43 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

44 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

45 47.709000 49.59000 ▲ 1.88100

勤続
年数

30



尼崎市職員退職手当支給条例 

  改正後 現 行 

附 則 

３ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第２条から

第４条の３までの規定により計算した額にそ

れぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とす

る。この場合において、第５条の５第１項中「並

びに前条」とあるのは、「、前条並びに附則第

３項」とする。 

附 則 

３ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第２条から

第４条の３までの規定により計算した額にそ

れぞれ１００分の８７を乗じて得た額とする。

この場合において、第５条の５第１項中「並び

に前条」とあるのは、「、前条並びに附則第３

項」とする。 
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尼崎市教育職員の退職手当に関する条例 

  改正後 現 行 

付 則 

６ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第３条から

第５条の３までの規定により計算した額にそ

れぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とす

る。この場合において、第６条の５第１項中「並

びに前条」とあるのは、「、前条並びに付則第

６項」とする。 

付 則 

６ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第３条から

第５条の３までの規定により計算した額にそ

れぞれ１００分の８７を乗じて得た額とする。

この場合において、第６条の５第１項中「並び

に前条」とあるのは、「、前条並びに付則第６

項」とする。 
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尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平

成１９年尼崎市条例第６号） 

  改正後 現 行 

付 則 

（職員の退職手当に関する経過措置） 

２ 職員（尼崎市職員退職手当支給条例第１条第

１項に規定する職員をいう。以下この項から付

則第４項までにおいて同じ。）が新制度適用職

員（職員であって、その者がこの条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に退職する

ことにより第１条の規定による改正後の尼崎

市職員退職手当支給条例（以下「改正後の職員

退職手当条例」という。）の規定による退職手

当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。）として退職した場合において、その者が

施行日の前日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額

を基礎として、第１条の規定による改正前の尼

崎市職員退職手当支給条例（以下「改正前の職

員退職手当条例」という。）第２条から第４条

の２まで、第５条及び附則第３項から附則第５

項まで並びに付則第１９項の規定による改正

前の尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市

教育職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例（平成１６年尼崎市条例第１４号。

以下この項及び付則第１９項において「平成１

６年改正条例」という。）（付則第４項、付則第

９項及び付則第１１項において「改正前の平成

１６年改正条例」という。）付則第３項の規定

により計算した額（当該勤続期間が４３年又は

４４年の者であって、傷病若しくは死亡によら

ずにその者の都合により又は公務によらない

傷病により退職したものにあっては、その者が

改正前の職員退職手当条例第４条の規定に該

当する退職をしたものとみなし、かつ、その者

の当該勤続期間を３５年として改正前の職員

退職手当条例附則第３項の規定の例により計

付 則 

（職員の退職手当に関する経過措置） 

２ 職員（尼崎市職員退職手当支給条例第１条第

１項に規定する職員をいう。以下この項から付

則第４項までにおいて同じ。）が新制度適用職

員（職員であって、その者がこの条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に退職する

ことにより第１条の規定による改正後の尼崎

市職員退職手当支給条例（以下「改正後の職員

退職手当条例」という。）の規定による退職手

当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。）として退職した場合において、その者が

施行日の前日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額

を基礎として、第１条の規定による改正前の尼

崎市職員退職手当支給条例（以下「改正前の職

員退職手当条例」という。）第２条から第４条

の２まで、第５条及び附則第３項から附則第５

項まで並びに付則第１９項の規定による改正

前の尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市

教育職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例（平成１６年尼崎市条例第１４号。

以下この項及び付則第１９項において「平成１

６年改正条例」という。）（付則第４項、付則第

９項及び付則第１１項において「改正前の平成

１６年改正条例」という。）付則第３項の規定

により計算した額（当該勤続期間が４３年又は

４４年の者であって、傷病若しくは死亡によら

ずにその者の都合により又は公務によらない

傷病により退職したものにあっては、その者が

改正前の職員退職手当条例第４条の規定に該

当する退職をしたものとみなし、かつ、その者

の当該勤続期間を３５年として改正前の職員

退職手当条例附則第３項の規定の例により計
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算して得られる額）に１００分の８３．７（当

該勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の者

で傷病又は死亡によらずにその者の都合によ

り退職したもの及び３７年以上４２年以下の

者で公務によらない傷病により退職したもの

を除く。）にあっては、１０４分の８３．７）

を乗じて得た額が、尼崎市職員退職手当支給条

例第１条第２項、第２条から第４条の３まで、

第５条から第５条の５まで及び附則第３項か

ら附則第５項まで並びに平成１６年改正条例

付則第３項の規定により計算した退職手当の

額（以下「改正後の職員退職手当条例等退職手

当額」という。）よりも多いときは、これらの

規定にかかわらず、その多い額をもってその者

に支給すべきこれらの規定による退職手当の

額とする。 

（教育職員の退職手当に関する経過措置） 

９ 教育職員（尼崎市教育職員の退職手当に関す

る条例第１条に規定する教育職員をいう。以下

この項から付則第１１項までにおいて同じ。）

が新制度適用教育職員（教育職員であって、そ

の者が施行日以後に退職することにより第２

条の規定による改正後の尼崎市教育職員の退

職手当に関する条例（以下「改正後の教育職員

退職手当条例」という。）の規定による退職手

当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。）として退職した場合において、その者が

施行日の前日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額

を基礎として、第２条の規定による改正前の尼

崎市教育職員の退職手当に関する条例（以下

「改正前の教育職員退職手当条例」という。）

第３条から第５条の２まで、第６条及び付則第

６項から付則第８項まで並びに改正前の平成

１６年改正条例付則第５項の規定により計算

した額（当該勤続期間が４３年又は４４年の者

であって、傷病若しくは死亡によらずにその者

算して得られる額）に１００分の８７（当該勤

続期間が２０年以上の者（４２年以下の者で傷

病又は死亡によらずにその者の都合により退

職したもの及び３７年以上４２年以下の者で

公務によらない傷病により退職したものを除

く。）にあっては、１０４分の８７）を乗じて

得た額が、尼崎市職員退職手当支給条例第１条

第２項、第２条から第４条の３まで、第５条か

ら第５条の５まで及び附則第３項から附則第

５項まで並びに平成１６年改正条例付則第３

項の規定により計算した退職手当の額（以下

「改正後の職員退職手当条例等退職手当額」と

いう。）よりも多いときは、これらの規定にか

かわらず、その多い額をもってその者に支給す

べきこれらの規定による退職手当の額とする。 

 

（教育職員の退職手当に関する経過措置） 

９ 教育職員（尼崎市教育職員の退職手当に関す

る条例第１条に規定する教育職員をいう。以下

この項から付則第１１項までにおいて同じ。）

が新制度適用教育職員（教育職員であって、そ

の者が施行日以後に退職することにより第２

条の規定による改正後の尼崎市教育職員の退

職手当に関する条例（以下「改正後の教育職員

退職手当条例」という。）の規定による退職手

当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。）として退職した場合において、その者が

施行日の前日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額

を基礎として、第２条の規定による改正前の尼

崎市教育職員の退職手当に関する条例（以下

「改正前の教育職員退職手当条例」という。）

第３条から第５条の２まで、第６条及び付則第

６項から付則第８項まで並びに改正前の平成

１６年改正条例付則第５項の規定により計算

した額（当該勤続期間が４３年又は４４年の者

であって、傷病若しくは死亡によらずにその者
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の都合により又は公務によらない傷病により

退職したものにあっては、その者が改正前の教

育職員退職手当条例第５条の規定に該当する

退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該

勤続期間を３５年として改正前の教育職員退

職手当条例付則第６項の規定の例により計算

して得られる額）に１００分の８３．７（当該

勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の者で

傷病又は死亡によらずにその者の都合により

退職したもの及び３７年以上４２年以下の者

で公務によらない傷病により退職したものを

除く。）にあっては、１０４分の８３．７）を

乗じて得た額が、尼崎市教育職員の退職手当に

関する条例第２条の２第２項、第３条から第５

条の３まで、第６条から第６条の５まで及び付

則第６項から付則第８項まで並びに平成１６

年改正条例付則第５項の規定により計算した

退職手当の額（以下「改正後の教育職員退職手

当条例等退職手当額」という。）よりも多いと

きは、これらの規定にかかわらず、その多い額

をもってその者に支給すべきこれらの規定に

よる退職手当の額とする。 

の都合により又は公務によらない傷病により

退職したものにあっては、その者が改正前の教

育職員退職手当条例第５条の規定に該当する

退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該

勤続期間を３５年として改正前の教育職員退

職手当条例付則第６項の規定の例により計算

して得られる額）に１００分の８７（当該勤続

期間が２０年以上の者（４２年以下の者で傷病

又は死亡によらずにその者の都合により退職

したもの及び３７年以上４２年以下の者で公

務によらない傷病により退職したものを除

く。）にあっては、１０４分の８７）を乗じて

得た額が、尼崎市教育職員の退職手当に関する

条例第２条の２第２項、第３条から第５条の３

まで、第６条から第６条の５まで及び付則第６

項から付則第８項まで並びに平成１６年改正

条例付則第５項の規定により計算した退職手

当の額（以下「改正後の教育職員退職手当条例

等退職手当額」という。）よりも多いときは、

これらの規定にかかわらず、その多い額をもっ

てその者に支給すべきこれらの規定による退

職手当の額とする。 

 

35



36



（議案説明資料） 

 

 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３０号 所 管 給与課 

件 名 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  職員を降格させる場合の降格後の号給の決定方法について、昇格時と降格時との不

均衡を解消するため、降格時号給対応表により決定する方法に改めるもの。 

 

２ 改正内容 

  職員を降格させる場合、降格前に受けていた号給の額と同額（同額がない場合は当

該額の直近下位の額）の号給に決定するものとしている現行の取扱いについて、昇格

時の増額分と同等の額の減額を基本とするよう、国の降格時号俸対応表に準じた降格

時号給対応表により決定するものに改める。 

  降格時号給対応表を導入する給料表は、行政職給料表、消防職給料表及び医療職給

料表とする。 

 

３ 施行期日 

  平成３１年４月１日 
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尼崎市職員の給与に関する条例 

改正後 

（昇格） 

第５条 略 

２ 行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員（第７条第３項において「行政職員等」

という。）でその等級が４級であるもの及び教育職給料表（一）の適用を受ける職員でその等級

が２級であるもの（市長の承認を得て尼崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定

する職員に限る。以下「特定２級教育職員」という。）について昇格をさせる場合における前項

の規定の適用については、同項中「１級」とあるのは、「２級」とする。 

３ 略 

（降格） 

第７条 職員（教育職給料表の適用を受ける職員（以下「教育職員」という。）を除く。）につい

て降格をさせた場合における当該職員の号給は、当該降格の日の前日に受けていた当該職員に

適用される給料表に係る別表第１１アからオまでのいずれかに定める降格時号給対応表の左欄

に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる号給（その降格後の等級におけるも

のに限る。）とする。 

２ 教育職員について降格をさせた場合における当該教育職員の号給は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める号給とする。 

  当該降格の日の前日に受けていた号給（以下「降格前号給」という。）の額と同じ額の号給

が当該降格後の等級における号給のうちにあるとき 当該額の号給 

  降格前号給の額が、当該降格後の等級における最高の号給の額に達せず、かつ、当該降格

後の等級における号給の額のうちにないとき 当該降格前号給の額の直近下位の額の号給 

  降格前号給の額が、当該降格後の等級における最高の号給の額を超えているとき 当該等

級における最高の号給 

３ 職員について降格（２級以上下位の等級に異動するものに限る。）をさせた場合（行政職員等

でその等級が６級であるものについて４級に降格をさせた場合を除く。）における前２項の規定

の適用については、１級下位の等級への降格（行政職員等について当該１級下位の等級が５級

であるときは、４級への降格（以下「特定降格」という。））が順次行われたものとして取り扱

うものとする。 

４ 第１項又は第２項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると

認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。 

（教員特別手当） 

第２１条の４ 教育職員（教育職給料表（二）の適用を受ける職員にあっては、市長の承認を得

て教育委員会が指定する者に限る。）には、月額８，２００円を超えない範囲内で、等級及び号

給（再任用職員にあっては、等級）の別に応じて、市長の承認を得て教育委員会規則で定める

額の教育特別手当を支給する。 

２ 略 

別表第１０ 

 ア 行政職給料表昇格時号給対応表  

昇格の日の
前日に受け
ていた号給 

 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

        
        
        

備考 略 
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現 行 

（昇格） 

第５条 略 

２ 行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員でその等級が４級であるもの及び教育職

給料表（一）の適用を受ける職員でその等級が２級であるもの（市長の承認を得て尼崎市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する職員に限る。以下「特定２級教育職員」とい

う。）について昇格をさせる場合における前項の規定の適用については、同項中「１級」とある

のは、「２級」とする。 

３ 略 

（降格） 

第７条 職員について降格をさせた場合における当該職員の号給は、次のとおりとする。 

   当該降格をした日（以下「降格日」という。）の前日に受けていた号給の額と同じ額の号給

が、当該降格後の等級における号給のうちにあるときは、その額の号給 

   降格日の前日に受けていた号給の額が、降格後の等級における最高の号給の額に達せず、

かつ、当該降格後の等級における号給の額のうちにないときは、当該受けていた号給の額の

直近下位の額の号給 

   降格日の前日に受けていた号給の額が、当該降格後の等級における最高の号給の額を超え

ているときは、当該等級における最高の号給 

２ 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められると

きは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教員特別手当） 

第２１条の４ 教育職給料表の適用を受ける職員（教育職給料表（二）の適用を受ける職員にあ

っては、市長の承認を得て教育委員会が指定する者に限る。）には、月額８，２００円を超えな

い範囲内で、等級及び号給（再任用職員にあっては、等級）の別に応じて、市長の承認を得て

教育委員会規則で定める額の教育特別手当を支給する。 

２ 略 

別表第１０ 

 ア 行政職給料表昇格時号給対応表  

昇格をした
日の前日に
受けていた
号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

        
        
        

備考 略 
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イ 行政職給料表昇格時号給対応表  

昇格の日の前日に
受けていた号給 
 

昇格後の号給 

 
 

備考 略 

ウ 教育職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格の日の前日に
受けていた号給 
 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

 

    

備考 この表は、教育職給料表（一）の適用を受ける職員の等級が第５条第１項（同条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により決定される場合について適用す

る。 

エ 教育職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格の日の前日に
受けていた号給 

 

昇格後の号給 

２級 ３級 

   
   

   

備考 略 

オ 消防職給料表昇格時号給対応表  

昇格の日の前日に
受けていた号給 

 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

      
      
      

備考 略 

カ 消防職給料表昇格時号給対応表  

昇格の日の前日に
受けていた号給 
 

昇格後の号給 

  

備考 略 

キ 医療職給料表昇格時号給対応表 

昇格の日の前日に
受けていた号給 

 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 

    
    

    

備考 略 
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イ 行政職給料表昇格時号給対応表  

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

 
 

備考 略 

ウ 教育職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

 

    

備考 この表は、教育職給料表（一）の適用を受ける職員の等級が第５条第１項の規定により決

定される場合及び特定２級教育職員の等級が同条第２項の規定により読み替えて適用する同

条第１項の規定により４級に決定される場合について適用する。 

エ 教育職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

   
   

   

備考 略 

オ 消防職給料表昇格時号給対応表  

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

      
      
      

備考 略 

カ 消防職給料表昇格時号給対応表  

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

  

備考 略 

キ 医療職給料表昇格時号給対応表 

昇格をした日の前
日に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 

    
    

    

備考 略 
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別表第１１ 

 ア 行政職給料表降格時号給対応表  

降格の日の前日に受

けていた号給 

降格後の号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

1 21 19 1 33 9 9 9 

2 22 20 2 34 10 10 10 

3 22 20 2 35 11 11 11 

4 23 21 3 36 12 12 12 

5 24 22 4 37 13 13 13 

6 25 23 5 38 14 14 14 

7 25 24 6 39 15 15 15 

8 26 25 7 40 16 16 16 

9 28 26 8 41 17 17 17 

10 29 28 9 42 18 18 18 

11 30 29 10 43 19 19 19 

12 31 30 11 44 20 20 20 

13 32 31 12 45 21 21 21 

14 33 32 13 46 22 22 22 

15 34 33 14 47 23 23 23 

16 35 34 16 48 24 24 24 

17 36 35 17 49 25 25 25 

18 38 36 18 50 26 26 26 

19 39 37 19 51 27 27 27 

20 40 38 20 52 28 28 28 

21 41 39 21 53 29 29 29 

22 42 40 22 54 30 30 30 

23 43 41 23 55 31 31 31 

24 44 42 24 56 32 32 32 

25 45 43 25 57 33 33 33 

26 46 44 26 58 34 34 34 

27 47 45 27 59 35 35 35 

28 48 46 28 60 36 36 36 

29 49 47 29 61 37 37 37 

30 50 48 30 62 38 38 38 

31 51 49 31 63 39 39 39 

32 52 50 32 64 40 40 40 

33 53 52 33 65 41 41 41 

34 54 54 34 66 42 42 42 

35 55 56 35 67 43 43 43 

36 56 58 36 68 44 44 44 

37 58 59 37 69 45 45 45 

38 60 60 38 70 46 46 46 
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39 62 61 39 71 47 47 47 

40 64 62 40 72 48 48 48 

41 66 64 41 73 49 49 50 

42 68 66 42 74 50 50 52 

43 70 68 43 75 51 51 54 

44 72 70 44 76 52 52 56 

45 75 74 45 77 54 54 58 

46 78 78 46 78 56 56 60 

47 81 82 47 79 58 58 62 

48 84 86 48 80 60 60 64 

49 87 90 49 81 62 62 66 

50 90 94 50 82 64 64 68 

51 93 98 51 83 66 66 70 

52 93 102 52 84 68 68 72 

53 93 106 53 86 71 71 74 

54 93 110 54 88 75 75 76 

55 93 114 55 90 79 79 77 

56 93 117 56 92 83 82 77 

57 93 117 57 95 87 85 77 

58 93 117 58 98 91 87 77 

59 93 117 59 101 94 89 77 

60 93 117 60 104 97 91 77 

61 93 117 61 108 99 93 77 

62 93 117 62 112 101 95 77 

63 93 117 63 116 103 97 77 

64 93 117 64 120 105 99 77 

65 93 117 66 122 107 101 77 

66 93 117 68 124 108 103 77 

67 93 117 70 126 109 105 77 

68 93 117 72 128 110 107 77 

69 93 117 75 130 111 109 77 

70 93 117 78 131 112 109   

71 93 117 81 132 113 109   

72 93 117 84 133 114 109   

73 93 117 88 134 115 109   

74 93 117 92 135 116 109   

75 93 117 96 136 117 109   

76 93 117 100 137 117 109   

77 93 117 104 138 117 109   

78 93 117 108 139 117     

79 93 117 113 140 117     

80 93 117 119 141 117     
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81 93 117 125 142 117     

82 93 117 131 143 117     

83 93 117 137 144 117     

84 93 117 143 145 117     

85 93 117 145 146 117     

86 93 117 145 147 117     

87 93 117 145 148 117     

88 93 117 145 149 117     

89 93 117 145 150 117     

90 93 117 145 151 117     

91 93 117 145 152 117     

92 93 117 145 154 117     

93 93 117 145 156 117     

94 93 117 145 158 117     

95 93 117 145 160 117     

96 93 117 145 161 117     

97 93 117 145 161 117     

98 93 117 145 161 117     

99 93 117 145 161 117     

100 93 117 145 161 117     

101 93 117 145 161 117     

102 93 117 145 161 117     

103 93 117 145 161 117     

104 93 117 145 161 117     

105 93 117 145 161 117     

106 93 117 145 161 117     

107 93 117 145 161 117     

108 93 117 145 161 117     

109 93 117 145 161 117     

110 93 117 145 161       

111 93 117 145 161       

112 93 117 145 161       

113 93 117 145 161       

114 93 117 145 161       

115 93 117 145 161       

116 93 117 145 161       

117 93 117 145 161       

118   117 145         

119   117 145         

120   117 145         

121   117 145         

122   117 145         
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123   117 145         

124   117 145         

125   117 145         

126   117 145         

127   117 145         

128   117 145         

129   117 145         

130   117 145         

131   117 145         

132   117 145         

133   117 145         

134   117 145         

135   117 145         

136   117 145         

137   117 145         

138   117 145         

139   117 145         

140   117 145         

141   117 145         

142   117 145         

143   117 145         

144   117 145         

145   117 145         

146     145         

147     145         

148     145         

149     145         

150     145         

151     145         

152     145         

153     145         

154     145         

155     145         

156     145         

157     145         

158     145         

159     145         

160     145         

161     145         

備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員について降格をさせた場合（行政 

職給料表降格時号給対応表 の適用を受ける場合を除く。）について適用する。 

 イ 行政職給料表降格時号給対応表  
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６級における号給 
４級への降格後の号

給 

1 41 

2 42 

3 43 

4 44 

5 45 

6 46 

7 47 

8 48 

9 49 

10 50 

11 51 

12 52 

13 53 

14 54 

15 55 

16 56 

17 57 

18 58 

19 59 

20 60 

21 61 

22 62 

23 63 

24 64 

25 65 

26 66 

27 67 

28 68 

29 69 

30 70 

31 71 

32 72 

33 73 

34 74 

35 75 

36 76 

37 77 

38 78 

39 79 

50
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40 80 

41 81 

42 82 

43 83 

44 84 

45 86 

46 88 

47 92 

48 96 

49 102 

50 108 

51 116 

52 124 

53 130 

54 136 

55 140 

56 144 

57 148 

58 152 

59 155 

60 160 

61 161 

62 161 

63 161 

64 161 

65 161 

66 161 

67 161 

68 161 

69 161 

70 161 

71 161 

72 161 

73 161 

74 161 

75 161 

76 161 

77 161 

78 161 

79 161 

80 161 

81 161 

52
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82 161 

83 161 

84 161 

85 161 

86 161 

87 161 

88 161 

89 161 

90 161 

91 161 

92 161 

93 161 

94 161 

95 161 

96 161 

97 161 

98 161 

99 161 

100 161 

101 161 

102 161 

103 161 

104 161 

105 161 

106 161 

107 161 

108 161 

109 161 

備考 この表は、次に掲げる場合について適用 

する。 

  行政職給料表の適用を受ける職員でそ 

の等級が６級であるものについて４級に 

降格をさせた場合 

  行政職給料表の適用を受ける職員でそ 

の等級が６級から８級までのいずれかで 

あるものについて１級から４級までのい 

ずれかに降格をさせた場合（ に該当す 

る場合を除く。）において特定降格が行 

われるとき。 

 ウ 消防職給料表降格時号給対応表  

降格の日の前日に受

けていた号給 

降格後の号給 

1級 2級 3級 4級 5級 

1 19 9 5 21 9 
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2 20 10 6 22 10 

3 21 11 7 23 11 

4 22 12 8 24 12 

5 23 13 9 25 13 

6 24 14 10 26 14 

7 25 15 11 27 15 

8 26 15 12 28 16 

9 27 16 13 29 17 

10 28 17 14 30 18 

11 29 18 15 31 19 

12 30 19 16 32 20 

13 31 19 17 33 21 

14 32 20 18 34 22 

15 33 21 19 35 23 

16 34 23 20 36 24 

17 35 24 21 37 25 

18 36 25 22 38 26 

19 37 26 23 39 27 

20 38 27 24 40 28 

21 39 29 25 41 29 

22 40 30 26 42 30 

23 41 31 27 43 31 

24 42 32 28 44 32 

25 43 33 29 45 33 

26 44 34 30 46 34 

27 45 35 31 47 35 

28 46 36 32 48 36 

29 47 37 33 49 37 

30 48 38 34 50 38 

31 49 39 35 51 39 

32 50 40 36 52 40 

33 51 41 37 53 41 

34 52 42 38 54 42 

35 53 43 39 55 43 

36 54 44 40 56 44 

37 56 45 41 57 45 

38 58 46 42 58 46 

39 60 47 43 59 47 

40 62 48 44 60 48 

41 64 49 45 61 49 

42 66 50 46 62 50 

43 68 51 47 63 51 
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44 70 52 48 64 52 

45 72 53 49 65 54 

46 74 54 50 66 56 

47 76 55 51 67 58 

48 78 56 52 68 60 

49 81 57 53 69 62 

50 84 58 54 70 64 

51 87 59 55 71 66 

52 90 60 56 72 68 

53 94 61 57 74 71 

54 98 62 58 76 75 

55 102 63 59 78 79 

56 106 64 60 80 83 

57 108 65 61 83 87 

58 110 66 62 86 91 

59 112 67 63 89 94 

60 113 68 64 92 97 

61 113 70 65 96 99 

62 113 72 66 100 101 

63 113 74 67 104 103 

64 113 76 68 108 105 

65 113 78 69 110 107 

66 113 80 70 112 108 

67 113 82 71 114 109 

68 113 84 72 116 109 

69 113 88 73 118 109 

70 113 92 74 119 109 

71 113 96 75 120 109 

72 113 100 76 121 109 

73 113 103 78 122 109 

74 113 106 80 123 109 

75 113 109 82 124 109 

76 113 112 84 125 109 

77 113 115 87 126 109 

78 113 119 90 127 109 

79 113 123 93 128 109 

80 113 126 96 129 109 

81 113 129 98 130 109 

82 113 131 100 131 109 

83 113 134 103 132 109 

84 113 136 107 133 109 

85 113 138 110 134 109 
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86 113 140 113 135 109 

87 113 142 114 136 109 

88 113 145 116 137 109 

89 113 145 117 138 109 

90 113 145 117 139 109 

91 113 145 117 140 109 

92 113 145 117 142 109 

93 113 145 117 144 109 

94 113 145 117 145 109 

95 113 145 117 145 109 

96 113 145 117 145 109 

97 113 145 117 145 109 

98 113 145 117 145 109 

99 113 145 117 145 109 

100 113 145 117 145 109 

101 113 145 117 145 109 

102 113 145 117 145 109 

103 113 145 117 145 109 

104 113 145 117 145 109 

105 113 145 117 145 109 

106 113 145 117 145 109 

107 113 145 117 145 109 

108 113 145 117 145 109 

109 113 145 117 145 109 

110 113 145 117     

111 113 145 117     

112 113 145 117     

113 113 145 117     

114 113 145 117     

115 113 145 117     

116 113 145 117     

117 113 145 117     

118 113   117     

119 113   117     

120 113   117     

121 113   117     

122 113   117     

123 113   117     

124 113   117     

125 113   117     

126 113   117     

127 113   117     
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128 113   117     

129 113   117     

130 113   117     

131 113   117     

132 113   117     

133 113   117     

134 113   117     

135 113   117     

136 113   117     

137 113   117     

138 113   117     

139 113   117     

140 113   117     

141 113   117     

142 113   117     

143 113   117     

144 113   117     

145 113   117     

備考 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員について降格をさ 

せた場合（消防職給料表降格時号給対応表 の適用を受ける場合 

を除く。）について適用する。 

 エ 消防職給料表降格時号給対応表  

６級における号給 
４級への降格後の号

給 

1 29 

2 30 

3 31 

4 32 

5 33 

6 34 

7 35 

8 36 

9 37 

10 38 

11 39 

12 40 

13 41 

14 42 

15 43 

16 44 

17 45 

62
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18 46 

19 47 

20 48 

21 49 

22 50 

23 51 

24 52 

25 53 

26 54 

27 55 

28 56 

29 57 

30 58 

31 59 

32 60 

33 61 

34 62 

35 63 

36 64 

37 65 

38 66 

39 67 

40 68 

41 69 

42 70 

43 71 

44 72 

45 74 

46 76 

47 80 

48 84 

49 90 

50 96 

51 104 

52 112 

53 118 

54 124 

55 128 

56 132 

57 136 

58 140 

59 143 
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60 145 

61 145 

62 145 

63 145 

64 145 

65 145 

66 145 

67 145 

68 145 

69 145 

70 145 

71 145 

72 145 

73 145 

74 145 

75 145 

76 145 

77 145 

78 145 

79 145 

80 145 

81 145 

82 145 

83 145 

84 145 

85 145 

86 145 

87 145 

88 145 

89 145 

90 145 

91 145 

92 145 

93 145 

94 145 

95 145 

96 145 

97 145 

98 145 

99 145 

100 145 

101 145 
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102 145 

103 145 

104 145 

105 145 

106 145 

107 145 

108 145 

109 145 

備考 この表は、消防職給料表の適用を受ける 

職員でその等級が６級であるものについて 

次のいずれかに該当する場合について適用 

する。 

  ４級に降格をさせた場合 

  １級から３級までのいずれかに降格を 

させた場合において特定降格が行われる 

とき。 

 オ 医療職給料表降格時号給対応表 

降格の日の前日に受

けていた号給 

降格後の号給 

1級 2級 3級 

1 21 17 25 

2 22 18 26 

3 23 19 27 

4 24 20 28 

5 25 21 29 

6 26 22 30 

7 27 23 31 

8 28 24 32 

9 29 25 33 

10 30 26 34 

11 31 27 35 

12 32 28 36 

13 33 29 37 

14 34 30 38 

15 35 31 39 

16 36 32 40 

17 37 33 41 

18 38 34 42 

19 39 35 43 

20 40 36 44 

21 41 37 45 

22 42 38 46 

23 43 39 47 
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24 44 40 48 

25 45 41 49 

26 46 42 50 

27 47 43 51 

28 50 44 52 

29 53 45 53 

30 56 46 54 

31 59 47 55 

32 62 48 56 

33 65 49 57 

34 65 50 58 

35 65 51 59 

36 65 52 60 

37 65 54 62 

38 65 56 64 

39 65 58 66 

40 65 60 68 

41 65 62 70 

42 65 64 74 

43 65 66 78 

44 65 68 82 

45 65 71 86 

46 65 74 88 

47 65 77 89 

48 65 82 89 

49 65 87 89 

50 65 92 89 

51 65 97 89 

52 65 97 89 

53 65 97 89 

54 65 97 89 

55 65 97 89 

56 65 97 89 

57 65 97 89 

58 65 97 89 

59 65 97 89 

60 65 97 89 

61 65 97 89 

62 65 97 89 

63 65 97 89 

64 65 97 89 

65 65 97 89 
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66 65 97   

67 65 97   

68 65 97   

69 65 97   

70 65 97   

71 65 97   

72 65 97   

73 65 97   

74 65 97   

75 65 97   

76 65 97   

77 65 97   

78 65 97   

79 65 97   

80 65 97   

81 65 97   

82 65 97   

83 65 97   

84 65 97   

85 65 97   

86 65 97   

87 65 97   

88 65 97   

89 65 97   

90 65     

91 65     

92 65     

93 65     

94 65     

95 65     

96 65     

97 65     

備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員 

について降格をさせた場合について適用する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３１号 所 管 給与課 

件 名 
尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  引き続き厳しい財政状況にあることを勘案し、平成３０年度より５年間、市長及び

副市長の給料月額及び期末手当について、一定割合を減じるもの。 

 

２ 改正内容 

   給料 

 削減率 削減前 削減後 削減額 

市 長 △10％ 1,177,000円 1,059,300円 △117,700円 

副市長 △10％ 942,000円 847,800円 △94,200円 

   期末手当 

 削減率 削減前 削減後 削減額 

市 長 △25％ 5,631,944円 4,223,956円 △1,407,988円 

副市長 △20％ 4,507,469円 3,605,976円 △901,493円 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

改正後 現 行 

付 則 

１８ 平成３０年４月１日から平成３５年３月

３１日までの間に限り、市長及び副市長に係

る別表の規定の適用については、同表中「１,

１７７,０００円」とあるのは「１,１７７,

０００円に１００分の９０を乗じて得た金

額」と、「９４２,０００円」とあるのは「９

４２,０００円に１００分の９０を乗じて得

た金額」とする。ただし、市長及び副市長の

退職手当に関する条例第４条第１項の規定を

適用する場合は、この限りでない。 

１９～２２ 略 

２３ 平成３０年４月１日から平成３５年３月

３１日までの間に限り、市長及び副市長に支

給する第３条第２項の規定による期末手当の

額の算定に係る付則第１８項の規定の適用に

ついては、同項中「１,１７７,０００円に１

００分の９０」とあるのは「１,１７７,００

０円に１００分の７５」と、「９４２,０００

円に１００分の９０」とあるのは「９４２,

０００円に１００分の８０」とする。 

付 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８～２１ 略 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３２号 所 管 給与課 

件 名 尼崎市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  平成３０年４月１日から水道事業、工業用水道事業、下水道事業及びモーターボー

ト競走事業の４事業を通じて１人の公営企業管理者を設置することを踏まえて、当該

管理者の給与等を整備するため、尼崎市公営企業の管理者の給与及び旅費に関する条

例の全部を改正するもの。 

 

２ 主な改正内容 

  現行、行政職給料表８級に準じている管理者の給与水準について、次のとおり改め

る。 

   給料 

   月額８０５，０００円 

   期末手当 

   市長等に準じて支給（支給月数：年間３．３月） 

   退職手当 

   給料月額×在職月数（上限：４８月）×０．２１ 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市公営企業の管理者の給与及び旅費に関する条例 

改正後 現 行 

尼崎市公営企業管理者の給与及び旅費に関する

条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０４条第２項及び第３項

の規定に基づき、尼崎市公営企業管理者（以

下「管理者」という。）の給与及び旅費につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（給与） 

第２条 管理者に支給する給料は、月額８０５，

０００円とする。 

 

 

 

 

２ 前項の規定による給料のほか、管理者に対

しては、尼崎市職員の給与に関する条例（昭

和３２年尼崎市条例第２４号。以下「給与条

例」という。）の適用を受ける者の例に準じて

手当（期末手当を除く。）を、尼崎市特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例（昭和３６年尼崎市条例第１１号）の適用

を受ける者の例に準じて期末手当を支給する

ことができる。 

３ 前２項に規定するもののほか、管理者の給

与の支給に関しては、給与条例の規定を準用

する。 

（旅費） 

第３条 管理者が公務のため旅行したときは、

旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、

尼崎市職員等の旅費に関する条例（昭和３６

年尼崎市条例第４号）の規定を準用する。 

（退職手当） 

第４条 管理者が任期満了その他の理由により

退職したときは、その者（死亡による退職の

場合にあっては、その遺族）に対し、退職手

尼崎市公営企業の管理者の給与及び旅費に関す

る条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０４条第３項の規定に基

づき、本市公営企業の管理者（以下「管理者」

という。）の給与及び旅費について必要な事項

を定めるものとする。 

（給与） 

第２条 管理者の給料月額は、尼崎市職員の給

与に関する条例（昭和３２年尼崎市条例第２

４号。以下「給与条例」という。）第３条第１

項第１号に規定する行政職給料表の８級の職

務にある者の例に準じ、市長が定める額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に定めるもののほか、管理者の給与に

ついては、給与条例の規定を準用する。 

 

（旅費） 

第３条 管理者の旅費は、尼崎市職員等の旅費

に関する条例（昭和３６年尼崎市条例第４号）

の規定を準用して同条例中８級の職務にある

者に対する額を支給する。 
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当を支給する。 

２ 退職手当の額は、第２条第１項に規定する

額に在職月数を乗じて得た額に１００分の２

１を乗じて得た額とする。 

３ 前項の在職月数は、管理者となった日の属

する月から退職した日の属する月までの月数

（その数が４８を超えるときは、４８）とす

る。 

４ 前各項に規定するもののほか、管理者の退

職手当の支給に関しては、市長及び副市長の

退職手当に関する条例（昭和５４年尼崎市条

例第２４号）の規定を準用する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３３号 所 管 給与課 

件 名 
尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

内       容 

１ 改正理由 

観光による「地域の稼ぐ力の向上」「まちの魅力と価値の向上」「シビックプライド

の醸成」に向けて、尼崎ならではの観光地域づくりを推進していくことを目的とする

「一般社団法人あまがさき観光局」を設立することに伴い、その施策の推進に向け、

当該団体に本市職員を派遣することができるようにするための規定整備を行うもの。 

併せて、本市職員を派遣することができる団体の１つとして規定している「公益財

団法人尼崎市総合文化センター」の名称変更に対応するため、所要の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

   本市職員を派遣することができる団体に「一般社団法人あまがさき観光局」を加

える。 

   「公益財団法人尼崎市総合文化センター」を「公益財団法人尼崎市文化振興財団」

へ改める。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 

改正後 現 行 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次の各号に掲げる団体と

の間の取決めに基づき、当該団体の業務にそ

の役職員として専ら従事させるため、職員（次

項に定める職員を除く。）を派遣することがで

きる。 

  ～  略 

   公益財団法人尼崎市文化振興財団 

  ～  略 

   一般社団法人あまがさき観光局 

  ～  略 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次の各号に掲げる団体と

の間の取決めに基づき、当該団体の業務にそ

の役職員として専ら従事させるため、職員（次

項に定める職員を除く。）を派遣することがで

きる。 

  ～  略 

   公益財団法人尼崎市総合文化センター 

  ～  略 

  

  ～  略 

 

 

82



（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３４号 所 管 職員課 

件 名 尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  本市教育職員の給与については、従前より兵庫県等に準拠しているが、この度、県

において公立学校教職員の特殊勤務手当の支給額が改定されたため、当該改定内容に

合わせて、本市教育職員の特殊勤務手当についても同様の改定を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  次表に掲げる業務に従事した教育職員に対する特殊勤務手当について改定を行う。 

業務 
支給額（日額） 

改定後 現行 

修学旅行等において生徒を引率して行う指導業

務で宿泊を伴うもの 
５,１００円 ４,２５０円 

教育長が指定する対外運動競技等において生徒

を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は

勤務を要しない日等におけるもの 

５,１００円 ４,２５０円 

学校管理下において行われる部活動において生

徒に対して行う指導業務で勤務を要しない日等

におけるもの 

３,６００円 ３,０００円 

 

３ 施行期日 

  公布の日。 

なお、改正内容については平成３０年１月１日から適用する。 
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尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例 

改正後 現 行 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、市長の承認

を得て教育委員会規則で定める。 

別表 

手

当 

業務 支給額 

（日額） 

特
殊
業
務
手
当 

略 

修学旅行等（学校が計画

し、実施するものに限

る。）において生徒を引率

して行う指導業務（宿泊

を伴うものに限る。） 

５，１００円 

尼崎市教育委員会教育長

が指定する対外運動競技

等において生徒を引率し

て行う指導業務（宿泊を

伴うもの又は勤務を要し

ない日等におけるものに

限る。） 

５，１００円 

学校の管理下において行

われる部活動（正規の教

育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）

において生徒に対して行

う指導業務（勤務を要し

ない日等におけるものに

限る。） 

３，６００円 

略 

摘要 

１ 略 

２ 「教務部長」、「生徒指導部長」及び「進

路指導部長」とは尼崎市立高等学校の管理

運営に関する規則（昭和３６年尼崎市教育

委員会規則第２号）第５条第１項の規定に

より置かれる教務部長、生徒指導部長及び

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、教育委員会

規則で定める。 

別表 

手

当 

業務 支給額 

（日額） 

特
殊
業
務
手
当 

略 

修学旅行等（学校が計画

し、実施するものに限

る。）において生徒を引率

して行う指導業務（宿泊

を伴うものに限る。） 

４，２５０円 

尼崎市教育委員会教育長

が指定する対外運動競技

等において生徒を引率し

て行う指導業務（宿泊を

伴うもの又は勤務を要し

ない日等におけるものに

限る。） 

４，２５０円 

学校の管理下において行

われる部活動（正規の教

育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）

において生徒に対して行

う指導業務（勤務を要し

ない日等におけるものに

限る。） 

３，０００円 

略 

摘要 

１ 略 

２ 「教務部長」、「生徒指導部長」及び「進

路指導部長」とは尼崎市立高等学校の管理

運営に関する規則（昭和３６年尼崎市教育

委員会規則第２号）第５条第１項の規定に

より置かれる教務部長、生徒指導部長及び
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進路指導部長を、「学年主任」とは同規則第

５条の２第１項の規定により置かれる学年

主任を、「学科長」とは同規則第５条の３第

１項の規定により置かれる学科長をいう。 

 
 

進路指導部長をいい、「学年主任」とは同規

則第５条の２第１項の規定により置かれる

学年主任をいい、「学科長」とは同規則第５

条の３第１項の規定により置かれる学科長

をいう。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３５号 所 管 介護保険事業担当       

件 名 尼崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  平成３０年度から３２年度までの３年間を運営期間とする第７期介護保険事業計

画の策定に伴い、平成３０年度からの保険料の所得段階及び保険料率を設定するとと

もに、介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３０７号）の施行

に合わせて、特別控除に係る規定の整備を行うもの。 

併せて、本市の債権に関する事務処理の一般的な基準を定める「尼崎市債権管理条

例」の制定に伴い、所要の整備を行う。 

また、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第５２号）の制定による介護保険法の改正により、被保険者に係る

市町村の質問検査権の範囲が拡大されるため、当該改正内容に合わせた所要の整備を

行うもの。 

２ 主な改正内容 

   介護保険料の変更 

  ア 所得段階 

第６期の計画期間に限定した取扱であった第７段階と第８段階を統合すると

ともに、負担能力に応じた所得段階とするため、新たに合計所得金額が１，２０

０万円以上の所得段階を設定する。 

  イ 保険料算出に係る基準額 

    「５，９２２円」から「６，４１２円」に改める。 

  ウ 特別控除の適用 

介護保険料の所得段階の判定について、現行の所得指標である合計所得金額か

ら、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いること

ができることとする。 

  尼崎市債権管理条例の制定に伴う整備 

尼崎市債権管理条例の施行後においては、介護保険料にも同条例の効力が及ぶこ

ととなるため、同条例に同様の定めがある督促及び延滞金に係る規定を本条例から

削除する。 

   被保険者に係る質問検査権の範囲の拡大 

   第２０条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

87



尼崎市介護保険条例 

改正後 現 行 

（保険料率） 

第５条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、当該年度分の保

険料の賦課期日における次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

   介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第１

項第１号に掲げる者 ３８，４７２円 

   令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５

２，７０７円 

   令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５

７，７０８円 

   令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６

９，２５０円 

   令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７

６，９４４円 

   次のいずれかに該当する者 ９２，３３

３円 

  ア 合計所得金額（令第３８条第１項第１

号ハに規定する合計所得金額をいう。以

下同じ。） 

 

 

 イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法  

律第１４４号）第６条第２項に規定する

要保護者をいう。以下同じ。）であって、

この号の額が賦課されたならば保護（同

法第２条に規定する保護をいう。以下同

じ。）を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（(2)に該当する

者に限る。次号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ及

び第１３号イにおいて同じ。）、次号イ、

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１

１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該

（保険料率） 

第５条 平成２７年度から平成２９年度までの

各年度における保険料率は、当該年度分の保

険料の賦課期日における次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

  介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第１

項第１号に掲げる者 ３５，５３２円 

   令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４

８，６７９円 

   令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５

３，２９８円 

   令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６

３，９５８円 

   令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７

１，０６４円 

    次のいずれかに該当する者 ８５，２７

７円 

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいう。以

下同じ。）が１２０万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法  

律第１４４号）第６条第２項に規定する

要保護者をいう。以下同じ。）であって、

この号の額が賦課されたならば保護（生

活保護法第２条に規定する保護をいう。

以下同じ。）を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（(2)に該

当する者に限る。次号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１

２号イ及び第１３号イにおいて同じ。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３
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当する者を除く。） 

   次のいずれかに該当する者 １００，０

２７円 

  ア 合計所得金額が１２０万円以上２００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

 (削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   次のいずれかに該当する者 １１５，４

１６円 

  ア 合計所得金額が２００万円以上３００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１

２号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

   次のいずれかに該当する者 １３０，８

０５円 

  ア 合計所得金額が３００万円以上４００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第

１３号イに該当する者を除く。） 

号イに該当する者を除く。） 

   次のいずれかに該当する者 ８８，８３

０円 

  ア 合計所得金額が１２０万円以上１２５

万円以下であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

   次のいずれかに該当する者 ９２，３８

３円 

  ア 合計所得金額が１２５万円を超え１９

０万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１

２号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

   次のいずれかに該当する者 １０６，５

９６円 

  ア 合計所得金額が１９０万円以上２９０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第

１３号イに該当する者を除く。） 

  

  次のいずれかに該当する者 １２０，８

０９円 

  ア 合計所得金額が２９０万円以上４００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１２号イ又は第１３号イに該

当する者を除く。） 
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   次のいずれかに該当する者 １４０，４

２３円 

  ア 略 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ、第１２号イ又は第１３号イに該

当する者を除く。） 

   次のいずれかに該当する者 １５０，０

４１円 

  ア 合計所得金額が６００万円以上８００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

   次のいずれかに該当する者 １５９，６

５９円 

  ア 合計所得金額が８００万円以上１，０

００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ又

は次号イに該当する者を除く。） 

   次のいずれかに該当する者 １６９，２

７７円 

  ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，

２００万円未満であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イに

該当する者を除く。） 

   前各号のいずれにも該当しない者 １７

８，８９５円 

   次のいずれかに該当する者 １２９，６

９２円 

  ア 略 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ、

次号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

   次のいずれかに該当する者 １３８，５

７５円 

  ア 合計所得金額が６００万円以上８００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ又

は次号イに該当する者を除く。） 

 

   次のいずれかに該当する者 １４７，４

５８円 

  ア 合計所得金額が８００万円以上１，０

００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者 

  イ 要保護者であって、この号の額が賦課

されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イに

該当する者を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   前各号のいずれにも該当しない者 １５

６，３４１円 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条～第１３条 略 

（手数料の減免等） 

第１４条 市長は、災害その他特別の理由があ

る場合において、特に必要があると認めると

きは、第１０条から前条までの手数料を減免

することができる。 

２ 略 

（罰則） 

第１５条・第１６条 略 

（督促） 

第１０条 保険料を納期限までに納付しない者

があるときは、市長は、納付の期限を指定し

て督促状を発する。 

２ 前項の督促状により指定する納付の期限

は、その督促状を発した日から起算して１１

日目とする。 

（督促手数料） 

第１１条 前条第１項の規定により督促状を発

したときは、１通について８０円の督促手数

料を徴収する。 

（延滞金） 

第１２条 保険料の納付義務者は、納期限後に

その保険料を納付する場合においては、当該

保険料の金額が２，０００円以上（１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。）であるときは、当該金額に、その納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（当該納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。ただし、延滞金の額

に１００円未満の端数があるとき、又はその

全額が１，０００円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年

当たりの割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間につい

ても３６５日当たりの割合とする。 

第１３条～第１６条 略 

（手数料の減免等） 

第１７条 市長は、災害その他特別の理由があ

る場合において、特に必要があると認めると

きは、第１３条から前条までの手数料を減免

することができる。 

２ 略 

（罰則） 

第１８条・第１９条 略 
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第１７条 被保険者、被保険者の配偶者若しく

は被保険者の属する世帯の世帯主又はこれら

であった者が正当な理由なしに、法第２０２

条第１項の規定により文書その他の物件の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は同項の規定による当該職員の質問に対し

て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

は、その者に対し、１００，０００円以下の

過料を科する。 

第１８条 略 

第１９条 第１５条から前条までの規定により

科する過料の額は、あらかじめ、その過料を

科す者の弁明を聴き、情状により、市長が定

める。ただし、その者が正当な理由なくして

弁明をしない場合においては、この限りでな

い。 

２ 第１５条から前条までの規定による過料を

徴収する場合において発する納入通知書によ

り指定する納付の期限は、その納入通知書を

発した日から起算して１０日以上を経過した

日とする。 

第２０条・第２１条 略 

付 則 

（削る） 

 

第２０条 被保険者、第１号被保険者の配偶者

若しくは第１号被保険者の属する世帯の世帯

主又はこれらであった者が正当な理由なし

に、法第２０２条第１項の規定により文書そ

の他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて

これに従わず、又は同項の規定による当該職

員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をしたときは、その者に対し、１００，

０００円以下の過料を科する。 

第２１条 略 

第２２条 第１８条から前条までの規定により

科する過料の額は、あらかじめ、その過料を

科す者の弁明を聴き、情状により、市長が定

める。ただし、その者が正当な理由なくして

弁明をしない場合においては、この限りでな

い。 

２ 第１８条から前条までの規定による過料を

徴収する場合において発する納入通知書によ

り指定する納付の期限は、その納入通知書を

発した日から起算して１０日以上を経過した

日とする。 

第２３条・第２４条 略 

付 則 

（延滞金の割合の特例） 

１６ 当分の間、第１２条第１項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、同項の規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の前年に

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項の規定により告示された割合

に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年１

４．６パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特
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例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該割合が年７．３パーセントの割

合を超える場合は、年７．３パーセントの割

合）とする。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３６号 所 管 生活衛生課、給与課 

件 名 
尼崎市災害派遣手当等の支給に関する条例及び尼崎市旅館業に関する条例の

一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  旅館業法の一部を改正する法律（平成２９年法律第８４号）の制定により、「ホテ

ル営業」及び「旅館営業」の営業種別が「旅館・ホテル営業」に統合されるため、当

該改正内容に合わせて、所要の規定整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別が「旅館・ホテル営業」へ統合される

ことに伴う文言整備を行うとともに、旅館業法施行令からの引用部分に係る項ずれへ

の対応のための規定整備を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年６月１５日 
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尼崎市災害派遣手当等の支給に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

利用施設の区分 

本市の 

区域内に 

滞在した期間 

公用の施設又

はこれに準ず

る施設（１日

につき） 

その他の施

設（１日につ

き） 

 

 

 

  

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」と

は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）

第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業の

施設以外の施設をいう。 

別表 

利用施設の区分 

本市の 

区域内に 

滞在した期間 

公用の施設又

はこれに準ず

る施設（１日

につき） 

その他の施

設（１日につ

き） 

 

 

 

  

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」と

は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）

第２条に規定するホテル営業及び旅館営業の

施設以外の施設をいう。 
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尼崎市旅館業に関する条例 

改正後 現 行 

（旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準） 

第３条 令第１条第１項第８号の条例で定める

構 造設備の基準は、次のとおりとする。 

  ・  略 

   排水設備には、機械排水設備を有する場

合を除き、適当な勾配を設けるとともに、

臭気の侵入を防止することができる排水ト

ラップ、通気管などが設けられていること。 

  ・  略 

   客室、玄関、玄関広間等及び玄関帳場、

浴室及びシャワー室、洗面設備、便所並び

に調理室及び食堂は、規則で定める基準に

適合するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第４条 令第１条第２項第７号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第５条 令第１条第３項第５号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（構造設備の基準の特例） 

第６条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行条例（昭和３９年兵庫県条

例第５５号）第２条第３号に規定する第３種

地域及び同条第４号に規定する第４種地域

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

８条第１項の規定により店舗型性風俗特殊営

業が禁止される区域を除く。）における同法第

（ホテル営業の施設の構造設備の基準） 

第３条 令第１条第１項第１１号の条例で定め

る構造設備の基準は、次のとおりとする。 

  ・  略 

   排水設備には、機械排水設備を有する場

合を除き、適当なこう配を設けるとともに、

臭気の侵入を防止することができる排水ト

ラップ、通気管などが設けられていること。 

  ・  略 

   客室、玄関、ロビー及び玄関帳場、浴室

及びシャワー室、洗面設備、便所並びに調

理室及び食堂は、規則で定める基準に適合

するものであること。 

（旅館営業の施設の構造設備の基準） 

第４条 令第１条第２項第１０号の条例で定め

る構造設備の基準は、次のとおりとする。 

   前条第１号から第５号までに掲げる基準

に適合するものであること。 

   客室、玄関、玄関広間等及び玄関帳場、

浴室、洗面設備、便所並びに調理室及び食

堂は、規則で定める基準に適合するもので

あること。 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第５条 令第１条第３項第７号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第６条 令第１条第４項第５号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（構造設備の基準の特例） 

第７条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行条例（昭和３９年兵庫県条

例第５５号）第２条第３号に規定する第３種

地域及び同条第４号に規定する第４種地域

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

８条第１項の規定により店舗型性風俗特殊営

業が禁止される区域を除く。）における同法第
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２条第６項第４号に掲げる営業の用に供する

施設に対する第３条及び第４条の規定の適用

については、規則で定める。 

（構造設備の基準の緩和） 

第７条 市長は、季節的状況、地理的状況その

他特別の事情を勘案して公衆衛生上支障がな

いと認めるときは、第２条から第５条第３条

から第５条までに規定する基準を緩和するこ

とができる。 

第８条～第１２条 略 

（遵守事項） 

第１３条 営業者は、次に掲げる事項を守らな

ければならない。 

   法第２条第２項から第４項までに規定す

る営業の種別を広告等に明確に表示するこ

と。 

   令第１条第１項第２号に規定する玄関帳

場その他これに類する設備の客の見やすい

場所に、宿泊料金を表示すること。 

 

第１４条・第１５条 略 

付 則 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項の

規定により許可を受けている者に係る旅館・

ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業の施

設については、当該施設の構造設備を変更す

る場合を除き、第３条から第５条までの規定

は、適用しない。 

２条第６項第４号に掲げる営業の用に供する

施設に対する第３条から第５条までの規定の

適用については、規則で定める。 

（構造設備の基準の緩和） 

第８条 市長は、季節的状況、地理的状況その

他特別の事情を勘案して公衆衛生上支障がな

いと認めるときは、第２条から第５条第３条

から第６条までに規定する基準を緩和するこ

とができる。 

第９条～第１３条 略 

（遵守事項） 

第１４条 営業者は、次に掲げる事項を守らな

ければならない。 

   法第２条第２項から第５項までに規定す

る営業の種別を広告等に明確に表示するこ

と。 

   令第１条第１項第４号又は第２項第４号

に規定する玄関帳場その他これに類する設

備の客の見やすい場所に、宿泊料金を表示

すること。 

第１５条・第１６条 略 

付 則 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項の

規定により許可を受けている者に係るホテル

営業、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業

の施設については、当該施設の構造設備を変

更する場合を除き、第３条から第６条までの

規定は、適用しない。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３７号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市住宅宿泊事業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業（いわゆる民泊）のルールを定め、国内

外からの宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的とした住宅宿泊事業法（平成

２９年法律第６５号）の制定に伴い、市民の生活環境の悪化や近隣住民とのトラブル

を防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、同法第１８条の規定に

基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間の設定を行うとともに、住宅宿

泊事業を営もうとする事業者に対する近隣住民への事前周知義務を盛り込んだ条例

を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

   住宅宿泊事業を制限する区域及び期間 

ア 小・中・高等学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所等児童福祉施設

及び図書館等社会教育施設などの１００ｍ以内の区域において、全ての期間を制

限する。ただし、該当する施設の長の同意がある場合は、期間を定めて事業を実

施することができることとする。 

イ 住居専用地域において、全ての期間を制限する。 

  住宅宿泊事業者等の周辺地域への配慮義務 

ア 住宅宿泊事業の届出をする前に、近隣住民に対し、商号、名称又は氏名、連絡

先及び事業開始予定日等について、書面により周知を図らなければならない。 

イ 届出に際しては、近隣住民への周知で用いた書面及び近隣住民から寄せられた

意見の内容等を添付しなければならない。 

ウ 近隣住民から意見又は要望があった場合は、適切かつ迅速に対応するよう努め

なければならない。  

エ 事前の説明事項に変更があった場合は近隣住民に対し、その変更事項について

書面により周知し、当該書面及び寄せられた意見の内容等を市長に報告しなけれ

ばならない。 

 

３ 施行期日 

公布の日の翌日から施行する。ただし、法附則第２条第１項の規定に基づき、法の

施行日前に届出をしようとする者に係る当該届出に関する規定については平成３０

年３月１５日から、制限区域の規定については平成３０年６月１５日から施行する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３８号 所 管 国保年金管理担当 

件 名 尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  国民健康保険制度改革により、平成３０年度から兵庫県に国民健康保険事業費納付

金を納める必要が生じることから、当該納付金の額を国民健康保険料賦課総額に含め

ることを中心とした規定の整備を行うもの。 

  また、国民健康保険料賦課限度額について、国民健康保険料制度改革後において兵

庫県内各市町の保険料水準の統一を目指す中で、国民健康保険法施行令に定める額と

条例に規定する額に乖離を生じさせない制度運用とするため、国民健康保険運営協議

会の答申を踏まえ、規定の整備を行う。 

  併せて、本市の債権に関する事務処理の一般的な基準を定める「尼崎市債権管理条

例」の制定に伴い、所要の整備を行う。 

 

２ 主な改正内容 

  国民健康保険料賦課総額の見直し 

一般被保険者に係る基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金

賦課総額の算定について、国民健康保険事業費納付金の額を賦課総額に含めるとと

もに、前期高齢者納付金等の額を削除するなど、国民健康保険制度改革に伴う規定

の整備を行う。 

   国民健康保険料賦課限度額の見直し 

国民健康保険料の基礎賦課限度額、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付

金賦課限度額について、現行の金額を直接規定する形式から国民健康保険法施行令

の該当条項を引用する形式に改める。 

   尼崎市債権管理条例の制定に伴う整備 

尼崎市債権管理条例の施行後においては、国民健康保険料にも同条例の効力が及

ぶこととなるため、同条例に同様の定めがある督促及び延滞金に係る規定を本条例

から削除する。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市国民健康保険条例 

改正後 現 行 

（尼崎市国民健康保険運営協議会） 

第２条 法第１１条第２項の規定により同項に

規定する協議会として設置される尼崎市国民

健康保険運営協議会（以下「協議会」という。

）の委員の定数は、次のとおりとする。 

 

２ 委員は、前項各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

３ 前２項に規定するもののほか、協議会の組

織及び運営について必要な事項は、規則で定

める。 

（保険料の賦課額） 

第９条 法第７６条第１項の規定により被保険

者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」と

いう。）から徴収する保険料の賦課額は、被

保険者である世帯主及びその世帯に属する被

保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。

以下「令」という。）第２９条の７第１項第

１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同

じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項

第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額

をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課

被保険者（同項第３号に規定する介護納付金

賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した介護納付金賦課額（同号に規定する介

護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算

額とする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（退職被保険者等（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等をいう。以下同じ。）

以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る

基礎賦課額（第１９条の２の規定により基礎

賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の

（協議会の設置及び委員の定数） 

第２条 国民健康保険事業の運営に関する重要

事項を審議するため、尼崎市国民健康保険運

営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員の定数は、次の各号に定める

ところによる。 

３ 委員は、市長が委嘱する。 

 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の議事

手続その他協議会に関して必要な事項は、別

に定める。 

（保険料の賦課額） 

第９条 法第７６条第１項の規定により被保険

者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」と

いう。）から徴収する保険料の賦課額は、被

保険者である世帯主及びその世帯に属する被

保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。

以下「令」という。）第２９条の７第１項に

規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及

び後期高齢者支援金等賦課額（同項に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同

じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同項

に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課

額（同項に規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。）の合算額とする。 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（退職被保険者等（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等をいう。以下同じ。）

以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る

基礎賦課額（第１９条の２の規定により基礎

賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の
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総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

  当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 一般被保険者に係る療養の給付に要す

る費用の額から当該給付に係る一部負担

金に相当する額を控除した額 

  イ 一般被保険者に係る入院時食事療養

費、入院時生活療養費、保険外併用療養

費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費、高額療養費及び高額介護合

算療養費の支給に要する費用の額 

  ウ 国民健康保険事業費納付金（法第７５

条の７第１項の規定により徴収される国

民健康保険事業費納付金をいう。以下同

じ。）の納付に要する費用（兵庫県が行う

国民健康保険（以下「県国保」という。）

の一般被保険者に係るものに限り、兵庫

県の国民健康保険に関する特別会計（以

下「県特別会計」という。）において負担

する高齢者医療確保法の規定による後期

高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援

金等」という。）及び介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の規定による納付金

（以下「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）の額 

  エ 法第８１条の２第４項の規定により徴

収される財政安定化基金拠出金の納付に

要する費用の額 

  オ 法第８１条の２第９項第２号に規定す

る財政安定化基金事業借入金の償還に要

する費用の額 

  カ 保健事業に要する費用の額 

  キ その他尼崎市特別会計国民健康保険事

業費（以下「市特別会計」という。）にお

いて負担する国民健康保険事業に要する

費用（国民健康保険の事務の執行に要す

総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

  当該年度における療養の給付に要する費

用（一般被保険者に係るものに限る。）の額

から当該給付に係る一部負担金に相当する

額を控除した額、入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高

額療養費及び高額介護合算療養費の支給に

要する費用（一般被保険者に係るものに限

る。）の額、高齢者医療確保法の規定による

前期高齢者納付金等（以下「前期高齢者納

付金等」という。）の納付に要する費用の額、

保健事業に要する費用の額、法第８１条の

２第１項第１号に掲げる交付金を交付する

事業に係る同条第２項の規定による拠出金

（当該事業に関する事務の処理に要する費

用に係るものを除く。）の納付に要する費用

の額、同条第１項第２号に掲げる交付金を

交付する事業に係る同条第２項の規定によ

る拠出金（当該事業に関する事務の処理に

要する費用に係るものを除く。）の納付に要

する費用の額の２分の１に相当する額並び

にその他の国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険の事務（前期高齢者納付金

等、高齢者医療確保法の規定による後期高

齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）及び高齢者医療確保法の規定によ

る病床転換支援金等（以下「病床転換支援

金等」という。）並びに介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の規定による納付金（以

下「介護納付金」という。）の納付に関する

事務を含む。次号において同じ。）の執行に

要する費用を除く。）の額（退職被保険者等

に係る療養の給付に要する費用の額から当

該給付に係る一部負担金に相当する額を控
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る費用を除く。）の額（次に掲げる額を除

く。） 

(ｱ) 退職被保険者等に係る療養の給付に

要する費用の額から当該給付に係る一

部負担金に相当する額を控除した額 

(ｲ) 退職被保険者等に係る入院時食事療

養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、特

別療養費、移送費、高額療養費及び高

額介護合算療養費の支給に要する費用

の額 

(ｳ) 国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（県特別会計において負担

する後期高齢者支援金等及び介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分で

あって、県国保の一般被保険者に係る

ものに限る。）及び国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県国保の

退職被保険者等に係るものに限る。)

（以下これらの費用を「納付金納付費

用」という。）の額 

  当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法第７４条の規定による補助金の額 

  イ 法第７５条の規定により交付される補

助金（納付金納付費用に係るものを除

く。）及び同条の規定により貸し付けられ

る貸付金（納付金納付費用に係るものを

除く。）の額 

  ウ 法第７５条の２第１項の規定により交

付される国民健康保険保険給付費等交付

金（以下「保険給付費等交付金」という。）

（退職被保険者等の療養給付等費用（法

第７０条第１項に規定する療養の給付等

に要する費用をいう。以下同じ。）に係る

ものを除く。）の額 

  エ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険の事務の執行に要する費用を除く。）

除した額、退職被保険者等に係る入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療

養費、移送費、高額療養費及び高額介護合

算療養費の支給に要する費用の額並びに後

期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び

介護納付金の納付に要する費用の額を除

く。）の合算額から法附則第７条第１項第２

号に規定する調整対象基準額に同号に規定

する退職被保険者等所属割合（以下「退職

被保険者等所属割合」という。）を乗じて得

た額を控除した額（高齢者医療確保法の規

定による前期高齢者交付金がある場合に

は、これを控除した額） 

 

 

 

 

 

 

 

  当該年度における法第７０条の規定によ

る負担金（高齢者医療確保法の規定による

後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援

金」という。）及び高齢者医療確保法の規定

による病床転換支援金（以下「病床転換支

援金」という。）並びに介護納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。）、法第７２

条の規定による調整交付金（後期高齢者支

援金及び病床転換支援金並びに介護納付金

の納付に要する費用に係るものを除く。）、

法第７２条の２の規定による都道府県調整

交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支

援金並びに介護納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）、法第７２条の５の規

定による負担金、法第７４条の規定による

補助金、法第７５条の規定による補助金（後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並
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のための収入（法附則第９条第１項の規

定により読み替えて適用する法第７２条

の３第１項の規定による繰入金及び保険

給付費等交付金（退職被保険者等の療養

給付等費用に係るものに限る。）を除く。）

の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１３条 略 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合に

おいて、小数点以下第４位未満の端数又は１

円未満の端数があるときは、これを切り上げ

るものとする。 

（基礎賦課限度額） 

第１５条の３ 第１１条又は第１４条の基礎賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第１１条の基礎

賦課額と第１４条の基礎賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第１項において同

じ。）は、令第２９条の７第２項第９号に規

定する額（他の法令の規定において基礎賦課

額の限度額の特例として定められている額が

ある場合には、その額。以下「基礎賦課限度

額」という。）を超えることができない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 

第１５条の３の２ 保険料の賦課額のうち一般

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

（第１９条の２の規定により後期高齢者支援

金等賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

びに介護納付金の納付に要する費用に係る

ものを除く。）及び貸付金（後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに介護納付

金の納付に要する費用に係るものを除

く。）、法第８１条の２第１項の規定による

交付金並びにその他の国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用並びに後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用を除く。）のための収入（法第

７２条の３第１項の規定による繰入金及び

法附則第７条第１項の規定による療養給付

費等交付金（以下「療養給付費等交付金」

という。）を除く。）の額の合算額 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１３条 略 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合に

おいて、小数点以下第２位未満の端数又は１

円未満の端数があるときは、これを切り上げ

るものとする。 

（基礎賦課限度額） 

第１５条の３ 第１１条又は第１４条の基礎賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第１１条の基礎

賦課額と第１４条の基礎賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第１項において同

じ。）は、５４０，０００円を超えることが

できない。 

 

 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 

第１５条の３の２ 保険料の賦課額のうち一般

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

（第１９条の２の規定により後期高齢者支援

金等賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）
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の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

  当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（県特別会計にお

いて負担する後期高齢者支援金等の納付に

要する費用に充てる部分であって、県国保

の一般被保険者に係るものに限る。次号ア

及びイにおいて同じ。） 

  当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法第７５条の規定により交付される補

助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金

（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の３の１０ 第１５条の３の３又は第

１５条の３の６の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、第１５条の３の３の

後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の３の

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

  当該年度における後期高齢者支援金等及

び病床転換支援金等の納付に要する費用の

額から後期高齢者支援金及び病床転換支援

金の合計額に退職被保険者等所属割合を乗

じて得た額を控除した額 

 

  当該年度における法第７０条の規定によ

る負担金（後期高齢者支援金及び病床転換

支援金の納付に要する費用に係るものに限

る。）、法第７２条の規定による調整交付金

（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の

納付に要する費用に係るものに限る。）、法

第７２条の２の規定による都道府県調整交

付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援

金の納付に要する費用に係るものに限

る。）、法第７５条の規定による補助金（後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び

貸付金（後期高齢者支援金等及び病床転換

支援金等の納付に要する費用に係るものに

限る。）その他国民健康保険事業に要する費

用（後期高齢者支援金等及び病床転換支援

金等の納付に要する費用（後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等の納付に関する

事務の執行に要する費用を除く。）に係るも

のに限る。）のための収入（法第７２条の３

第１項の規定による繰入金及び療養給付費

等交付金を除く。）の額の合算額 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の３の１０ 第１５条の３の３又は第

１５条の３の６の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、第１５条の３の３の

後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の３の
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６の後期高齢者支援金等賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第３項において読

み替えて準用する同条第１項において同じ。）

は、令第２９条の７第３項第８号に規定する

額（他の法令の規定において後期高齢者支援

金等賦課額の限度額の特例として定められて

いる額がある場合には、その額。以下「後期

高齢者支援金等賦課限度額」という。）を超

えることができない。 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の４ 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額（第１９条の２の規定により介護納

付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

  当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（県特別会計にお

いて負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。次号ア及びイにお

いて同じ。） 

  当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法第７５条の規定により交付される補

助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金

（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

 

６の後期高齢者支援金等賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第３項において読

み替えて準用する同条第１項において同じ。）

は、１９０，０００円を超えることができな

い。 

 

 

 

 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の４ 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額（第１９条の２の規定により介護納

付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

  当該年度における介護納付金の納付に要

する費用の額 

 

 

 

  当該年度における法第７０条の規定によ

る負担金（介護納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）、法第７２条の規定に

よる調整交付金（介護納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）、法第７２条の

２の規定による都道府県調整交付金（介護

納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）、法第７５条の規定による補助金（介

護納付金の納付に要する費用に係るものに

限る。）及び貸付金（介護納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）その他国民健

康保険事業に要する費用（介護納付金の納

付に要する費用（介護納付金の納付に関す

る事務の執行に要する費用を除く。）に係る

ものに限る。）のための収入（法第７２条の
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（介護納付金賦課限度額） 

第１５条の８ 第１５条の５の介護納付金賦課

額は、令第２９条の７第４項第８号に規定す

る額（他の法令の規定において介護納付金賦

課額の限度額の特例として定められている額

がある場合には、その額。以下「介護納付金

賦課限度額」という。）を超えることができ

ない。 

（保険料の減額賦課等） 

第１９条の２ 次の各号に掲げる納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１１条又は第１４条の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して

得た額（その額が基礎賦課限度額を超える場

合は、当該基礎賦課限度額）とする。 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１１条又

は第１４条」とあるのは「第１５条の３の３

又は第１５条の３の６」と、「基礎賦課限度

額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課限

度額」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１１条又は第１４

条」とあるのは「第１５条の５」と、「基礎

賦課限度額」とあるのは「介護納付金賦課限

度額」と読み替えるものとする。 

（保険料の減免等） 

第２２条 市長は、保険料の納付義務者につい

て災害により被害を受けた場合その他規則で

定める特別の事情がある場合において、特に

必要があると認めるときは、当該保険料の納

３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

の合算額 

（介護納付金賦課限度額） 

第１５条の８ 第１５条の５の介護納付金賦課

額は、１６０，０００円を超えることができ

ない。 

 

 

 

 

（保険料の減額賦課等） 

第１９条の２ 次の各号に掲げる納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１１条又は第１４条の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して

得た額（その額が５４０，０００円を超える

場合は、５４０，０００円）とする。 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１１条又

は第１４条」とあるのは「第１５条の３の３

又は第１５条の３の６」と、「５４０，００

０円」とあるのは「１９０，０００円」と読

み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１１条又は第１４

条」とあるのは「第１５条の５」と、「５４

０，０００円」とあるのは「１６０，０００

円」と読み替えるものとする。 

（保険料の減免） 

第２２条 市長は、保険料の納付義務者のうち、

災害その他特別の理由があると認められるも

のについて、特に必要がある場合においては、

その納付義務者の申請によって、保険料及び
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付義務者からの申請により、保険料若しくは

延滞金を減免し、又は６月以内の期間を限っ

てその徴収を猶予することができる。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

第２３条～第２６条 略 

（委任） 

第２７条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、規則で定

延滞金を減免し、又は６月をこえない限度に

おいてその納付期限の延長をすることができ

る。 

（延滞金） 

第２３条 保険料の納付義務者は、納付期限（納

付期限の延長のあったときは、その延長され

た納付期限とする。以下同じ。）後にその保

険料を納付する場合においては、当該保険料

額に、その納付期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、当該金額が２，０００

円以上（１，０００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）であるときは、当

該金額につき年１４．６パーセント（当該納

付期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納付しなければならない。ただし、

延滞金の額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てる。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年

当たりの割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間につい

ても３６５日当たりの割合とする。 

（督促） 

第２４条 納付期限を過ぎて保険料を納付し

ない者があるときは、市長は、期限を指定し

てこれを督促しなければならない。 

２ 前項の期限は、その督促の日から起算して

１１日目とする。 

（督促手数料） 

第２５条 督促状を発したときは、１通につき

８０円の督促手数料を徴収する。 

第２６条 削除 

第２７条～第３０条 略 

（委任事項） 

第３１条 この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が、別に定める。 
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める。 

付 則 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 略 

 

付 則 

（延滞金の割合の特例） 

１４ 当分の間、第２３条第１項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の前

年に租税特別措置法第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が

年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準割合適用年」と

いう。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．３パー

セントの割合にあっては当該特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該割合が年７．３パーセントの割合を超える

場合は、年７．３パーセントの割合）とする。 

（平成２１年１０月１日から平成２３年３月３

１日までの間の出産に係る出産育児一時金の額

の特例） 

１５ 略 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３９号 所 管 後期高齢者医療制度担当 

件 名 尼崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法

律（平成２７年法律第３１号）の制定による高齢者の医療の確保に関する法律の改正

に伴い、後期高齢者医療の保険料を徴収すべき被保険者に係る規定の整備を行うも

の。 

併せて、本市の債権に関する事務処理の一般的な基準を定める「尼崎市債権管理条

例」の制定に伴い、所要の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

  保険料を徴収すべき被保険者の見直し 

  国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法の規定により住所地特例の適

用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が後期高齢者医療制

度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の被保険

者となるため、国民健康保険法の住所地特例により本市内に住所を有するとみなさ

れた国民健康保険の被保険者で、後期高齢者医療制度に加入した者について、後期

高齢者医療の保険料を徴収すべき被保険者に追加する。 

   尼崎市債権管理条例の制定に伴う整備 

  尼崎市債権管理条例の施行後においては、後期高齢者医療保険料にも同条例の効

力が及ぶこととなるため、同条例に同様の定めがある督促及び延滞金に係る規定を

本条例から削除する。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市後期高齢者医療に関する条例 

改正後 現 行 

(保険料を徴収すべき被保険者) 

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者

は、次のとおりとする。 

  本市内に住所を有する被保険者 

  法第５５条第１項(法第５５条の２第２

項において読み替えて準用する場合を含

む。)の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、病院等(法第５５条第１項に規定する病

院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に

規定する入院等をいう。以下同じ。)をした

際本市内に住所を有していたもの 

  法第５５条第２項第１号(法第５５条の

２第２項において読み替えて準用する場合

を含む。)の規定の適用を受ける被保険者で

あって、継続して入院等をしている 2以上

の病院等のうち最初の病院等に入院等をし

た際本市内に住所を有していたもの 

  法第５５条第２項第２号(法第５５条の

２第２項において読み替えて準用する場合

を含む。)の規定の適用を受ける被保険者で

あって、最後に行った特定住所変更（同号

に規定する特定住所変更をいう。）に係る継

続入院等（同号に規定する継続入院等をい

う。）の際本市内に住所を有していたもの 

  法第５５条の２第１項の規定の適用を受

ける被保険者であって、国民健康保険法(昭

和３３年法律第１９２号)第１１６条の２

第１項又は第２項の規定により本市内に住

所を有するものとみなされたことにより尼

崎市国民健康保険の被保険者であったもの 

（削る） 

 

 

 

 

 

(保険料を徴収すべき被保険者) 

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者

は、次のとおりとする。 

  本市に住所を有する被保険者 

  法第５５条第１項の規定の適用を受ける

被保険者であって、病院等(同項に規定する

病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項

に規定する入院等をいう。以下同じ。)をし

た際本市に住所を有していたもの 

 

 

  法第５５条第２項第１号の規定の適用を

受ける被保険者であって、継続して入院等

をしている２以上の病院等のうち最初の病

院等に入院等をした際本市に住所を有して

いたもの 

 

  法第５５条第２項第２号の規定の適用を

受ける被保険者であって、最後に行った同

号に規定する特定住所変更に係る継続入院

等の際本市に住所を有していたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（督促） 

第５条 保険料を納期限までに納付しない者が

あるときは、市長は、納付の期限を指定して

督促状を発する。 

２ 前項の督促状により指定する納付の期限

は、その督促状を発した日から起算して１１
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（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条～第８条 略 

付 則 

（削る） 

日目とする。 

（督促手数料） 

第６条 前条第１項の規定により督促状を発し

たときは、１通について８０円の督促手数料

を徴収する。 

（延滞金） 

第７条 被保険者又はその連帯納付義務者は、

納期限後にその保険料を納付する場合におい

ては、当該保険料の金額が２，０００円以上

(１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。)であるときは、当該金額に、

その納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント(当該納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント)の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。ただし、延滞金

の額に１００円未満の端数があるとき又はそ

の全額が１，０００円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算に係る年

当たりの割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間につい

ても３６５日当たりの割合とする。 

第８条～第１１条 略 

付 則 

（延滞金の割合の特例） 

４ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金

の年１４．６パーセントの割合及び年７．３

パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下同じ。）が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年（以下「特例

基準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に
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年７．３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合は、年７．３パーセント

の割合）とする。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４０号 所 管 経済活性対策課 

件 名 尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

本市では、平成１６年１０月に本条例を制定し、市内外からの工場等移転や企業の

設備更新などに対する支援を行う中で、尼崎市民の雇用創出など、一定の成果を収め

てきたところである。 

その中で、現行規定においては、平成３０年３月３１日に期限を迎えることとなる

支援制度について、引き続き、企業の投資活動を促進することで、市税収入の増加や

雇用の維持創出につなげるため、現行制度の延長を基本に継続するとともに、社会情

勢の変化に対応し、制度利用をより促進する観点から一部見直しを行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  条例名称の変更 

条例の名称を「尼崎市企業立地促進条例」から「尼崎市企業投資活動促進条例」

に改める。 

  雇用要件の緩和 

制度の利用要件のうち雇用要件について、製造業等における新規雇用の１/３以

上を市内居住者とする義務規定を努力規定に改める。 

  条例期限の撤廃 

現行の支援制度については、期限を設けて運用を行っているが、これまでの制度

利用の実態等を踏まえ、今後は期限を設けず運用を行っていくため、本条例の失効

期限を撤廃する。 

  

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 
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尼崎市企業立地促進条例 

改正後 現 行 

（題名） 

尼崎市企業投資活動促進条例 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、本市内における企業投資

活動を促進するため奨励金を支給することに

より、本市産業の活性化及び雇用機会の拡大

を図り、もって本市地域経済の発展と市民生

活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該号に定めるところによる。 

  略 

  企業投資活動 別表第１に定める事業

（以下「対象事業」という。）を営むため、

会社等が本市内（工場その他これに類する

ものを設置して製造業を営む場合にあって

は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第８条第１項第１号に規定する工業専

用地域、工業地域又は準工業地域（規則で

定める区域を除く。）内）において、固定

資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３４１条第１号に規定する固定資産

をいう。以下同じ。）のうち、家屋を取得

し、新築し、増築し、若しくは賃借し、又

は償却資産を取得し、若しくは賃借して、

次のいずれかに掲げる行為（貨物運送を行

う事業、倉庫業又は卸売業（以下「貨物運

送事業等」という。）を営む場合にあって

は、アに掲げる行為に限る。）を行うこと

をいう。 

（企業投資活動事業計画の認定等） 

第３条 第１号及び第２号に掲げる要件を備え

る会社等で第３号から第５号までに掲げる要

件を備える企業投資活動を行おうとするもの

は、第６条の規定による奨励金の支給を受け

ようとするときは、当該企業投資活動に係る

（題名） 

尼崎市企業立地促進条例 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、本市内における企業立地

を促進するため奨励金を支給することによ

り、本市産業の活性化及び雇用機会の拡大を

図り、もって本市地域経済の発展と市民生活

の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該号に定めるところによる。 

  略 

  企業立地 別表第１に定める事業（以下

「対象事業」という。）を営むため、会社

等が本市内（工場その他これに類するもの

を設置して製造業を営む場合にあっては、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第１号に規定する工業専用地

域、工業地域又は準工業地域（規則で定め

る区域を除く。）内）において、固定資産

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第３４１条第１号に規定する固定資産をい

う。以下同じ。）のうち、家屋を取得し、

新築し、増築し、若しくは賃借し、又は償

却資産を取得し、若しくは賃借して、次の

いずれかに掲げる行為（貨物運送を行う事

業、倉庫業又は卸売業（以下「貨物運送事

業等」という。）を営む場合にあっては、

アに掲げる行為に限る。）を行うことをい

う。 

（企業立地事業計画の認定等） 

第３条 第１号及び第２号に掲げる要件を備え

る会社等で第３号から第５号までに掲げる要

件を備える企業立地を行おうとするものは、

第６条の規定による奨励金の支給を受けよう

とするときは、当該企業立地に係る計画（以
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計画（以下「企業投資活動事業計画」という。）

を作成し、規則で定めるところにより、これ

を市長に提出して、その認定を受けなければ

ならない。 

  ・  略 

  企業投資活動事業計画に基づく次に掲げ

る固定資産の取得等に要する費用の額の合

計額（本市内に事業所を有している会社等

が、公共事業の施行に伴いその損失の補償

を受けて当該事業所に係る家屋を除却する

場合において、その除却前に当該事業所に

おいて営んでいた対象事業と同一の対象事

業に係る企業投資活動を行おうとするとき

は、当該合計額から当該補償として当該公

共事業を施行する者から支払われる額を控

除した額）が１０億円（中小企業者にあっ

ては、３，０００万円）以上であること。 

  事業所において常時使用する従業員（以

下「常勤従業員」という。）について次に

掲げる要件を備えていること。 

ア・イ 略 

ウ 貨物運送事業等を営む会社等が対象事

業を開始する日において新たに事業所の

常勤従業員を雇用する場合にあっては、

当該常勤従業員に占める本市内に住所を

有する者（以下「市内居住者」という。）

の割合が２分の１以上であること。 

２ 企業投資活動事業計画には、次の各号に掲

げる事項を記載しなければならない。 

  企業投資活動に係る対象事業に関する

事項 

  企業投資活動に係る事業所及び設備の

概要に関する事項 

  企業投資活動を行う者に関する事項 

  企業投資活動を行う場所及び時期に関

する事項 

  企業投資活動に係る対象事業の用に供

する固定資産及びその取得等に要する費

下「企業立地事業計画」という。）を作成し、

規則で定めるところにより、これを市長に提

出して、その認定を受けなければならない。 

 

  ・  略 

  企業立地事業計画に基づく次に掲げる固

定資産の取得等に要する費用の額の合計額

（本市内に事業所を有している会社等が、

公共事業の施行に伴いその損失の補償を受

けて当該事業所に係る家屋を除却する場合

において、その除却前に当該事業所におい

て営んでいた対象事業と同一の対象事業に

係る企業立地を行おうとするときは、当該

合計額から当該補償として当該公共事業を

施行する者から支払われる額を控除した

額）が１０億円（中小企業者にあっては、

３，０００万円）以上であること。 

  事業所において常時使用する従業員（以

下「常勤従業員」という。）について次に

掲げる要件を備えていること。 

ア・イ 略 

ウ 会社等が対象事業を開始する日におい

て新たに事業所の常勤従業員を雇用する

場合にあっては、当該常勤従業員に占め

る本市内に居住する者の割合が３分の１

（貨物運送事業等を営む場合にあって

は、２分の１）以上であること。 

２ 企業立地事業計画には、次の各号に掲げる

事項を記載しなければならない。 

  企業立地に係る対象事業に関する事項 

 

  企業立地に係る事業所及び設備の概要

に関する事項 

  企業立地を行う者に関する事項 

  企業立地を行う場所及び時期に関する

事項 

  企業立地に係る対象事業の用に供する

固定資産及びその取得等に要する費用に
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用に関する事項 

  企業投資活動に係る事業所における従

業員に関する事項 

３ 市長は、第１項の規定による認定の申請が

あった場合において、当該申請をした会社等

が同項第１号及び第２号に掲げる要件を備

え、かつ、その企業投資活動事業計画が、同

項第３号から第５号までに掲げる要件を備

えるとともに、次の各号のいずれにも適合す

るものであると認めるときは、その認定を行

うものとする。 

  企業投資活動が本市地域経済の発展に

資するものであること。 

  企業投資活動に係る対象事業の実施に

向けて、環境の保全への配慮がなされてい

ること。 

  企業投資活動事業計画が当該会社等の

経営状況等に照らして適切であること。 

４ 前項の規定による認定（以下「企業投資活

動認定」という。）を受けた会社等（以下「認

定事業者」という。）は、規則で定める期間

内に当該企業投資活動認定を受けた企業投資

活動事業計画（以下「認定事業計画」という。）

に基づく企業投資活動に係る対象事業（以下

「認定事業」という。）を開始しなければな

らない。 

（認定事業者の地位の承継） 

第５条 相続、事業譲渡、合併、分割等の事由

により認定事業計画（前条第１項の変更の認

定があったときは、その変更後のもの。以下

同じ。）に基づく企業投資活動又は認定事業

を承継した者は、規則で定めるところによ

り、市長の承認を得て、当該認定事業者の地

位を承継することができる。 

（奨励金の支給） 

第６条 市長は、認定事業者に対し、予算の範

囲内で、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当

該号に定める額の奨励金を支給することが

関する事項 

  企業立地に係る事業所における従業員

に関する事項 

３ 市長は、第１項の規定による認定の申請が

あった場合において、当該申請をした会社等

が同項第１号及び第２号に掲げる要件を備

え、かつ、その企業立地事業計画が、同項第

３号から第５号までに掲げる要件を備える

とともに、次の各号のいずれにも適合するも

のであると認めるときは、その認定を行うも

のとする。 

  企業立地が本市地域経済の発展に資す

るものであること。 

  企業立地に係る対象事業の実施に向け

て、環境の保全への配慮がなされているこ

と。 

  企業立地事業計画が当該会社等の経営

状況等に照らして適切であること。 

４ 前項の規定による認定（以下「企業立地認

定」という。）を受けた会社等（以下「認定

事業者」という。）は、規則で定める期間内

に当該企業立地認定を受けた企業立地事業計

画（以下「認定事業計画」という。）に基づ

く企業立地に係る対象事業（以下「認定事業」

という。）を開始しなければならない。 

 

（認定事業者の地位の承継） 

第５条 相続、事業譲渡、合併、分割等の事由

により認定事業計画（前条第１項の変更の認

定があったときは、その変更後のもの。以下

同じ。）に基づく企業立地又は認定事業を承

継した者は、規則で定めるところにより、市

長の承認を得て、当該認定事業者の地位を承

継することができる。 

（奨励金の支給） 

第６条 市長は、認定事業者に対し、予算の範

囲内で、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当

該号に定める額の奨励金を支給することが
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できる。 

  企業投資活動奨励金 次に掲げる額の

合計額 

  従業員市内居住奨励金 次に掲げる額の

合計額 

ア 認定事業に係る事業所（以下「認定事

業所」という。）における常勤従業員（当

該認定事業に係る第３条第１項の規定に

よる認定の申請があった日から当該認定

事業が開始された日から起算して２年を

経過する日（以下「転入期限」という。）

までの間に本市外から本市内への転入

（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第２２条第１項に規定する転入を

いう。）（以下「市内転入」という。）

をした者で、当該市内転入をした日から

引き続き１年以上本市内に住所を有して

いるものに限る。以下「新規転入従業員」

という。）の属する世帯（新規転入従業

員と生計を同じくしている者の集まりを

いう。イにおいて同じ。）の数に５万円

を乗じて得た額 

（企業投資活動認定の取消し等） 

第９条 市長は、認定事業者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、企業投資活

動認定を取り消すことができる。 

  偽りその他不正の手段により企業投資活

動認定を受けたとき。 

  略 

  認定事業計画に従って企業投資活動を

行っていないとき。 

  略 

  次条第３項の規定に違反したとき。 

２ 市長は、認定事業計画が第３条第３項各号

のいずれかに適合しなくなったと認めるとき

は、当該認定事業計画の変更を指示し、又は

企業投資活動認定を取り消すことができる。 

３ 市長は、前２項の規定により企業投資活動

できる。 

  企業立地奨励金 次に掲げる額の合計額 

 

  従業員市内居住奨励金 次に掲げる額の

合計額 

ア 認定事業に係る事業所における常勤従

業員（当該認定事業に係る第３条第１項

の規定による認定の申請があった日から

当該認定事業が開始された日から起算し

て２年を経過する日（以下「転入期限」

という。）までの間に本市外から本市内

への転入（住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第２２条第１項に規定す

る転入をいう。）（以下「市内転入」と

いう。）をした者で、当該市内転入をし

た日から引き続き１年以上本市内に住所

を有しているものに限る。以下「新規転

入従業員」という。）の属する世帯（新

規転入従業員と生計を同じくしている者

の集まりをいう。イにおいて同じ。）の

数に５万円を乗じて得た額 

 

（企業立地認定の取消し等） 

第９条 市長は、認定事業者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、企業立地認

定を取り消すことができる。 

  偽りその他不正の手段により企業立地

認定を受けたとき。 

  略 

  認定事業計画に従って企業立地を行っ

ていないとき。 

  略 

  次条第２項の規定に違反したとき。 

２ 市長は、認定事業計画が第３条第３項各号

のいずれかに適合しなくなったと認めるとき

は、当該認定事業計画の変更を指示し、又は

企業立地認定を取り消すことができる。 

３ 市長は、前２項の規定により企業立地認定
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認定を取り消した場合において、その取消し

前に第６条の規定により支給した奨励金につ

いて、当該取消しの効力が及ぶ範囲を限定す

ることができる。 

４ 市長は、第１項の規定により企業投資活動

認定を取り消したときは、当該企業投資活動

認定を受けていた会社等に対し、第６条の規

定により支給した奨励金（その取消しの効力

が及ぶ範囲に限る。）の額の範囲内で規則で

定める額の返還を命ずることができる。 

（認定事業者の責務） 

第１０条 認定事業者は、認定事業所において

従業員を雇用しようとするとき（第３条第１

項第４号ウに規定する場合を除く。）は、市

内居住者を雇用するよう努めるとともに、地

域社会の構成員として、参画及び協働の理念

に基づき、その発展に協力するよう努めなけ

ればならない。 

２ 認定事業者は、前項の規定により認定事業

所において常勤従業員として市内居住者を

雇用しようとするときは、その際雇用しよう

とする当該認定事業所の常勤従業員に占め

る市内居住者の割合が３分の１以上となる

ように雇用するよう努めなければならない。 

３ 認定事業者は、通算して５年以上認定事業

所において製造、研究、開発、物品の集配又

は保管、卸売等（以下「製造等」という。）

を行わなければならない。ただし、災害、倒

産（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

第２３条第２項第１号に規定する倒産をい

う。）その他やむを得ない事由により通算し

て５年以上製造等を行うことが困難であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

 

４ 略 

（報告） 

第１１条 認定事業者は、規則で定めるところ

により、その認定事業の運営状況について、

を取り消した場合において、その取消し前に

第６条の規定により支給した奨励金につい

て、当該取消しの効力が及ぶ範囲を限定する

ことができる。 

４ 市長は、第１項の規定により企業立地認定

を取り消したときは、当該企業立地認定を受

けていた会社等に対し、第６条の規定により

支給した奨励金（その取消しの効力が及ぶ範

囲に限る。）の額の範囲内で規則で定める額

の返還を命ずることができる。 

（認定事業者の責務） 

第１０条 認定事業者は、認定事業に係る事業

所において従業員を雇用しようとするとき

（第３条第１項第４号ウに規定する場合を

除く。）は、本市内に住所を有する者を雇用

するよう努めるとともに、地域社会の構成員

として、参画及び協働の理念に基づき、その

発展に協力するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 認定事業者は、通算して５年以上認定事業

に係る事業所において製造、研究、開発、物

品の集配又は保管、卸売等（以下「製造等」

という。）を行わなければならない。ただし、

災害、倒産（雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）第２３条第２項第１号に規定する

倒産をいう。）その他やむを得ない事由によ

り通算して５年以上製造等を行うことが困難

であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

３ 略 

（報告） 

第１１条 認定事業者は、規則で定めるところ

により、認定事業の運営状況について、市長
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市長に報告しなければならない。 

（調査） 

第１２条 市長は、認定事業所において、その

認定事業に関し必要と認める事項を調査する

ことができる。 

（共同企業体に関する特例） 

第１３条 会社等及び当該会社等と規則で定

める資本関係を有する会社等により構成さ

れる団体でその結成を市長に届け出たもの

(以下「共同企業体」という。)については、

当該共同企業体を会社等と、規則で定める要

件を備える共同企業体を中小企業者とみな

して、第２条から前条まで、別表第１及び別

表第２の規定を適用する。この場合におい

て、第２条第１号中「がその」とあるのは「で

共同企業体(第１３条第１項に規定する共同

企業体をいう。次号、次条第１項、第３項及

び第４項、第９条第４項並びに別表第２にお

いて同じ。)を構成するもの(以下「構成企業」

という。)がその」と、同条第２号中「会社

等が」とあるのは「構成企業が」と、「次」

とあるのは「当該構成企業により構成される

共同企業体の他の構成企業が次」と、同号イ

中「中小企業者(中小企業基本法(昭和３８年

法律第１５４号)第２条第１項に規定する中

小企業者をいう。以下同じ。)」とあるのは

「第１３条第１項に規定する規則で定める

要件を備える共同企業体(次条第１項第３号

及び別表第２において「中小共同企業体」と

いう。)」と、「会社等」とあるのは「共同

企業体の構成企業」と、第３条第１項中「会

社等で」とあるのは「会社等により構成され

る共同企業体で」と、同項第３号中「会社等

が、」とあるのは「構成企業が」と、「前に」

とあるのは「前に当該構成企業が」と、「行

おう」とあるのは「当該構成企業により構成

される共同企業体が行おう」と、「中小企業

者」とあるのは「中小共同企業体」と、同項

に報告しなければならない。 

（調査） 

第１２条 市長は、認定事業に係る事業所にお

いて、当該認定事業に関し必要と認める事項

の調査をすることができる。 

（共同企業体に関する特例） 

第１３条 会社等及び当該会社等と規則で定

める資本関係を有する会社等により構成さ

れる団体でその結成を市長に届け出たもの

(以下「共同企業体」という。)については、

当該共同企業体を会社等と、規則で定める要

件を備える共同企業体を中小企業者とみな

して、第２条から前条まで、別表第１及び別

表第２の規定を適用する。この場合におい

て、第２条第１号中「がその」とあるのは「で

共同企業体(第１３条第１項に規定する共同

企業体をいう。次号、次条第１項、第３項及

び第４項、第９条第４項並びに別表第２にお

いて同じ。)を構成するもの(以下「構成企業」

という。)がその」と、同条第２号中「会社

等が」とあるのは「構成企業が」と、「次」

とあるのは「当該構成企業により構成される

共同企業体の他の構成企業が次」と、同号イ

中「中小企業者(中小企業基本法(昭和３８年

法律第１５４号)第２条第１項に規定する中

小企業者をいう。以下同じ。)」とあるのは

「第１３条第１項に規定する規則で定める

要件を備える共同企業体(次条第１項第３号

及び別表第２において「中小共同企業体」と

いう。)」と、「会社等」とあるのは「共同

企業体の構成企業」と、第３条第１項中「会

社等で」とあるのは「会社等により構成され

る共同企業体で」と、同項第３号中「会社等

が、」とあるのは「構成企業が」と、「前に」

とあるのは「前に当該構成企業が」と、「行

おう」とあるのは「当該構成企業により構成

される共同企業体が行おう」と、「中小企業

者」とあるのは「中小共同企業体」と、同項
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第４号ア中「現に」とあるのは「現にその構

成企業がいずれも」と、「会社等が」とある

のは「場合において、これらの構成企業のい

ずれかが」と、「場合にあっては」とあるの

は「ときは」と、「会社等の」とあるのは「共

同企業体の」と、同号イ中「現に」とあるの

は「現にその構成企業のいずれかが」と、「会

社等が」とあるのは「場合において、これら

の構成企業のいずれかが」と、「場合にあっ

ては」とあるのは「ときは」と、「会社等の」

とあるのは「共同企業体の」と、同号ウ中「貨

物運送事業等を営む会社等」とあるのは「そ

の構成企業のうち貨物運送事業等を営むも

の」と、同条第３項中「会社等が」とあるの

は「共同企業体の構成企業が」と、同項第３

号中「会社等」とあるのは「構成企業」と、

同条第４項中「会社等」とあるのは「共同企

業体」と、「いう。)は」とあるのは「いう。)

の構成企業(対象事業を行う会社等に限る。)

は」と、第６条第１号ア中「がその」とある

のは「の構成企業がその」と、「当該認定事

業者」とあるのは「当該構成企業」と、同号

イ中「が認定事業用家屋」とあるのは「の構

成企業が認定事業用家屋」と、「当該認定事

業者」とあるのは「当該構成企業」と、第９

条第１項第２号中「第３条第１項第１号」と

あるのは「その構成企業が第３条第１項第１

号」と、同項第４号中「第３条第４項」とあ

るのは「その構成企業(認定事業を行う会社

等に限る。次号及び次条において同じ。)が

第３条第４項」と、同項第５号中「次条第３

項」とあるのは「その構成企業が次条第３項」

と、同条第４項中「会社等」とあるのは「共

同企業体及びその構成企業」と、第１０条中

「認定事業者」とあるのは「認定事業者の構

成企業」と、別表第２中「会社等」とあるの

は「共同企業体」と、「中小企業者」とある

のは「中小共同企業体」とする。 

第４号ア中「現に」とあるのは「現にその構

成企業がいずれも」と、「会社等が」とある

のは「場合において、これらの構成企業のい

ずれかが」と、「場合にあっては」とあるの

は「ときは」と、「会社等の」とあるのは「共

同企業体の」と、同号イ中「現に」とあるの

は「現にその構成企業のいずれかが」と、「会

社等が」とあるのは「場合において、これら

の構成企業のいずれかが」と、「場合にあっ

ては」とあるのは「ときは」と、「会社等の」

とあるのは「共同企業体の」と、同号ウ中「会

社等」とあるのは「その構成企業」と、同条

第３項中「会社等が」とあるのは「共同企業

体の構成企業が」と、同項第３号中「会社等」

とあるのは「構成企業」と、同条第４項中「会

社等」とあるのは「共同企業体」と、「いう。)

は」とあるのは「いう。)の構成企業(対象事

業を行う会社等に限る。)は」と、第６条第

１号ア中「がその」とあるのは「の構成企業

がその」と、「当該認定事業者」とあるのは

「当該構成企業」と、同号イ中「が認定事業

用家屋」とあるのは「の構成企業が認定事業

用家屋」と、「当該認定事業者」とあるのは

「当該構成企業」と、第９条第１項第２号中

「第３条第１項第１号」とあるのは「その構

成企業が第３条第１項第１号」と、同項第４

号中「第３条第４項」とあるのは「その構成

企業(認定事業を行う会社等に限る。次号及

び次条において同じ。)が第３条第４項」と、

同項第５号中「次条第２項」とあるのは「そ

の構成企業が次条第２項」と、同条第４項中

「会社等」とあるのは「共同企業体及びその

構成企業」と、第１０条中「認定事業者」と

あるのは「認定事業者の構成企業」と、別表

第２中「会社等」とあるのは「共同企業体」

と、「中小企業者」とあるのは「中小共同企

業体」とする。 
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２ 市長は、共同企業体が認定事業者（会社等

に限る。以下この項において同じ。）及び他

の会社等を構成員として結成され、かつ、当

該認定事業者が事業譲渡、分割等の事由によ

り当該他の会社等に対しその認定事業計画

に基づく企業投資活動に係る固定資産又は

その認定事業のいずれか一方を承継させた

場合において、当該他の会社等が第３条第１

項第１号及び第２号に掲げる要件を備えて

いると認めるときは、当該共同企業体を認定

事業者とみなして、前項の規定の例により第

４条から前条までの規定を適用することが

できる。 

付 則 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

２ 市長は、共同企業体が認定事業者（会社等

に限る。以下この項において同じ。）及び他

の会社等を構成員として結成され、かつ、当

該認定事業者が事業譲渡、分割等の事由によ

り当該他の会社等に対しその認定事業計画

に基づく企業立地に係る固定資産又はその

認定事業のいずれか一方を承継させた場合

において、当該他の会社等が第３条第１項第

１号及び第２号に掲げる要件を備えている

と認めるときは、当該共同企業体を認定事業

者とみなして、前項の規定の例により第４条

から前条までの規定を適用することができ

る。 

付 則 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成３０年３月３１日（以下

「失効日」という。）限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

３ 失効日以前に第３条第１項の規定により企

業立地事業計画の認定を申請した者について

は、この条例の規定は、前項の規定にかかわ

らず、失効日後も、なおその効力を有する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４１号 所 管 経済活性対策課 

件 名 
尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に

関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

工場立地法は、工業の発展に伴う社会問題の発生を背景に制定され、一定規模以上

の工場に敷地面積の２０％以上の緑地面積を確保することを義務付けている。 

一方、後に制定された、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律においては、同法に基づく基本計画の策定及び条例規定により、

各市町村に対して、一定の範囲内での規制緩和を認めており、本市においても、平成

２２年４月に条例を制定し、一部規制の緩和を行う中で、工場緑化等の推進を図って

いる。 

その後、平成２４年に工場立地法が改正され、現在では、工場立地法の規定に基づ

く条例を制定することで、各市町村がその規制緩和を行うことが可能となっており、

今回、本市の基本計画の期限が平成３０年３月に到来する時期に合わせて、条例の根

拠法を工場立地法へと改めるもの。 

併せて、敷地をより有効に活用し、景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に取り

組むため、緑地面積に対する重複緑地の算入率を緩和する。 

 

２ 主な改正内容 

  根拠法の改正 

条例制定の根拠となる法律について、「企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律」から「工場立地法」に改める。 

 

  重複緑地の算入率の緩和 

緑地面積に対する重複緑地の算入率について、現行、国の定める基準である、「２

５％」としているところを、「５０％」へ緩和する。 

 

３ 施行期日 

公布の日。 

ただし、根拠法の改正については、平成３０年４月１日。 
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尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例（第１条

関係） 

改正後 現 行 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律（平成２９年

法律第４７号）附則第２条の規定によりなお

従前の例によることとされた同法による改正

前の企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律（平成

１９年法律第４０号）（以下「改正前の企業立

地促進法」という。）第１０条第１項の規定

に基づき、工場立地法（昭和３４年法律第２

４号）第４条第１項の規定により公表された

準則（工場立地に関する準則（平成１０年大

蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運

輸省告示第１号）をいう。以下「法準則」と

いう。）に代えて適用すべき基準を定めると

ともに、特定工場の緑化その他の景観と環境

に配慮した行為で第６条第１項に規定する工

場緑化等の推進基準に基づくもの（以下「工

場緑化等」という。）の推進を図ることによ

り、本市の景観と環境に配慮しつつ、本市の

産業集積の形成を促進し、もって地域経済の

活性化を図ることを目的とする。 

（適用区域） 

第３条 この条例の適用を受ける区域（以下「適

用区域」という。）は、本市における同意企

業立地重点促進区域（改正前の企業立地促進

法第１０条第１項に規定する同意企業立地重

点促進区域をいう。）とする。 

（他の施設の用に供する土地等が緑地である場

合の当該緑地の面積の制限） 

第４条の２ 前条第１項の緑地の面積（以下「緑

化面積」という。）の算定については、環境

施設以外の施設又は工場立地法施行規則(昭

和４９年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律（平成１９年法律第４０号。以下「企

業立地促進法」という。）第１０条第１項の

規定に基づき、工場立地法（昭和３４年法律

第２４号）第４条第１項の規定により公表さ

れた準則（工場立地に関する準則（平成１０

年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、

運輸省告示第１号）をいう。以下「法準則」

という。）に代えて適用すべき基準を定める

とともに、特定工場の緑化その他の景観と環

境に配慮した行為で第６条第１項に規定する

工場緑化等の推進基準に基づくもの（以下「工

場緑化等」という。）の推進を図ることによ

り、本市の景観と環境に配慮しつつ、本市の

産業集積の形成を促進し、もって地域経済の

活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

（適用区域） 

第３条 この条例の適用を受ける区域（以下「適

用区域」という。）は、本市における同意企

業立地重点促進区域（企業立地促進法第１０

条第１項に規定する同意企業立地重点促進区

域をいう。）とする。 
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省、運輸省令第１号)第４条第１号トに掲げる

施設の用に供する土地（緑地であるものに限

る。）の面積及び同令第３条に規定する建築

物屋上等緑化施設（緑地であるものに限る。）

の面積の合計面積は、緑化面積に１００分の

５０を乗じて得た面積を超えてはならない。 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の措置） 

第５条 敷地が次の各号に掲げる区域のうち２

以上の区域にわたる場合における第４条の規

定の適用については、当該敷地のそれぞれの

区域に存する部分の面積の敷地面積に対する

割合(以下「敷地割合」という。)につき、第

１号に掲げる区域(以下「甲区域」という。)

内に存する部分又は第２号に掲げる区域(以

下「乙区域」という。)内に存する部分が最も

高いときは当該敷地の全部がこれらの敷地割

合のうち最も高いものに係る区域に属してい

るものとみなして同条の規定を適用し、第３

号に掲げる区域内に存する部分が最も高いと

きは当該敷地の全部について同条の規定は適

用しない。 

付 則 

（緑地等の面積の算定の特例) 

２ 昭和４９年６月２８日までに設置され、又

は設置のための工事が着手され、同日以後に

完了していた製造業等に係る工場又は事業場

で、この条例の施行の日以後その生産施設の

面積の変更(規則で定めるものを含み、工場立

地法第６条第１項、第７条第１項若しくは第

８条第１項又は一部改正法附則第３条第１項

の規定による届出を要するものに限る。)が行

われるもの(以下「既存工場等」という。)に

おいて確保されるべき緑地の面積の算定につ

いては、第４条の２の規定を準用するほか、

規則で定める方法により行うものとする。こ

の場合において、同条中「緑化面積に」とあ

るのは、「付則第２項の緑地の面積に」と読み

替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の措置） 

第５条 敷地が次の各号に掲げる区域のうち

２以上の区域にわたる場合における前条の

規定の適用については、当該敷地のそれぞれ

の区域に存する部分の面積の敷地面積に対

する割合(以下「敷地割合」という。)につき、

第１号に掲げる区域(以下「甲区域」という。)

内に存する部分又は第２号に掲げる区域(以

下「乙区域」という。)内に存する部分が最

も高いときは当該敷地の全部がこれらの敷

地割合のうち最も高いものに係る区域に属

しているものとみなして同条の規定を適用

し、第３号に掲げる区域内に存する部分が最

も高いときは当該敷地の全部について同条

の規定は適用しない。 

付 則 

（緑地等の面積の算定の特例) 

２ 昭和４９年６月２８日までに設置され、又

は設置のための工事が着手され、同日以後に

完了していた製造業等に係る工場又は事業場

で、この条例の施行の日以後その生産施設の

面積の変更(規則で定めるものを含み、工場立

地法第６条第１項、第７条第１項若しくは第

８条第１項又は一部改正法附則第３条第１項

の規定による届出を要するものに限る。)が行

われるもの(以下「既存工場等」という。)に

おいて確保されるべき緑地の面積の算定は、

規則で定める方法により行うものとする。 
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３ 略 

４ 前２項の規定は、既存工場等において確保

されるべき環境施設について準用する。この

場合において、付則第２項中「第４条の２の

規定を準用するほか、規則」とあるのは「規

則」と、「する。この場合において、同条中

「緑化面積に」とあるのは、「付則第２項の

緑地の面積に」と読み替えるものとする」と

あるのは「する」と、前項中「前項」とある

のは「次項において読み替えて準用する前項」

と、「中欄」とあるのは「右欄」と読み替え

るものとする。 

３ 略 

４ 前２項の規定は、既存工場等において確保

されるべき環境施設について準用する。この

場合において、前項中「中欄」とあるのは、

「右欄」と読み替えるものとする。 
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尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例（第２条

関係） 

改正後 現 行（第１条改正後） 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年    

法律第２４号）第４条の２第１項の規定に基

づき、同法第４条第１項の規定により公表さ

れた準則（工場立地に関する準則（平成１０

年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、

運輸省告示第１号）をいう。以下「法準則」

という。）に代えて適用すべき基準を定める

とともに、特定工場の緑化その他の景観と環

境に配慮した行為で第６条第１項に規定する

工場緑化等の推進基準に基づくもの（以下「工

場緑化等」という。）の推進を図ることによ

り、本市の景観と環境に配慮しつつ、本市の

産業集積の形成を促進し、もって地域経済の

活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用区域） 

第３条 この条例の適用を受ける区域（以下「適  

用区域」という。）は、準工業地域（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第

１項第１号に規定する準工業地域をいう。以

下同じ。）、工業地域（同号に規定する工業

地域をいう。以下同じ。）及び工業専用地域

（同号に規定する工業専用地域をいう。以下

同じ。）とする。 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の措置） 

第５条 敷地が次の各号に掲げる区域のうち２

以上の区域にわたる場合における第４条の規

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律（平成２９年

法律第４７号）附則第２条の規定によりなお

従前の例によることとされた同法による改正

前の企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律（平成

１９年法律第４０号）（以下「改正前の企業立

地促進法」という。）第１０条第１項の規定

に基づき、工場立地法（昭和３４年法律第２

４号）第４条第１項の規定により公表された

準則（工場立地に関する準則（平成１０年大

蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運

輸省告示第１号）をいう。以下「法準則」と

いう。）に代えて適用すべき基準を定めると

ともに、特定工場の緑化その他の景観と環境

に配慮した行為で第６条第１項に規定する工

場緑化等の推進基準に基づくもの（以下「工

場緑化等」という。）の推進を図ることによ

り、本市の景観と環境に配慮しつつ、本市の

産業集積の形成を促進し、もって地域経済の

活性化を図ることを目的とする。 

（適用区域） 

第３条 この条例の適用を受ける区域（以下「適

用区域」という。）は、本市における同意企

業立地重点促進区域（改正前の企業立地促進

法第１０条第１項に規定する同意企業立地重

点促進区域をいう。）とする。 

 

 

 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の措置） 

第５条 敷地が次の各号に掲げる区域のうち２

以上の区域にわたる場合における第４条の規
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定の適用については、当該敷地のそれぞれの

区域に存する部分の面積の敷地面積に対する

割合(以下「敷地割合」という。)につき、第

１号に掲げる区域(以下「甲区域」という。)

内に存する部分又は第２号に掲げる区域(以

下「乙区域」という。)内に存する部分が最も

高いときは当該敷地の全部がこれらの敷地割

合のうち最も高いものに係る区域に属してい

るものとみなして同条の規定を適用し、第３

号に掲げる区域内に存する部分が最も高いと

きは当該敷地の全部について同条の規定は適

用しない。 

  適用区域のうち、準工業地域及び工業地

域（工業地域にあっては、規則で定める区

域に限る。） 

 

  適用区域のうち、工業地域（前号の規則

で定める区域を除く。）及び工業専用地域 

 

定の適用については、当該敷地のそれぞれの

区域に存する部分の面積の敷地面積に対する

割合(以下「敷地割合」という。)につき、第

１号に掲げる区域(以下「甲区域」という。)

内に存する部分又は第２号に掲げる区域(以

下「乙区域」という。)内に存する部分が最も

高いときは当該敷地の全部がこれらの敷地割

合のうち最も高いものに係る区域に属してい

るものとみなして同条の規定を適用し、第３

号に掲げる区域内に存する部分が最も高いと

きは当該敷地の全部について同条の規定は適

用しない。 

  都市計画法(昭和４３年法律第１００号)

第８条第１項第１号に規定する準工業地域

及び同号に規定する工業地域のうち規則で

定める区域 

  都市計画法第８条第１項第１号に規定す

る工業地域のうち規則で定める区域以外の

区域及び同号に規定する工業専用地域 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４２号 所 管 経済活性対策課 

件 名 尼崎市産業振興基本条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の

一部を改正する法律（平成２９年法律第４７号）の施行により、条例中に引用してい

る「企業立地」の定義規定が削除されたことから、所要の規定整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

現在、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律第３条第２項から引用している「企業立地」の定義について、「工場若しくは事業

場の新増設（既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。）を行うこと」と

定める。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市産業振興基本条例 

改正後 現 行 

（起業の促進） 

第５条 本市における起業の促進については、

何人も容易に起業に挑戦することができる環

境の整備及び事業者が新たな事業分野への事

業展開又は工場若しくは事業場の新増設（既

存の工場又は事業場の用途を変更することを

含む。）を行うことができる環境の整備に取

り組むことを基本として推進されなければな

らない。 

（起業の促進） 

第５条 本市における起業の促進については、

何人も容易に起業に挑戦することができる環

境の整備及び事業者が新たな事業分野への事

業展開又は企業立地（企業立地の促進等によ

る地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律（平成１９年法律第４０号）第３

条第２項に規定する企業立地をいう。）を行

うことができる環境の整備に取り組むことを

基本として推進されなければならない。 
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（議案説明資料） 

 

＜平成３０年２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案第４３号 所 管 農政課 

件 名 尼崎市農業共済条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

農業災害補償法の一部を改正する法律（平成２９年法律第７４号）の施行により、

平成３０年４月１日から、その法律名称が「農業保険法」に改正されるため、当該改

正に合わせて、所要の規定整備を行うもの。 

併せて、本市の債権に関する事務処理の一般的な基準を定める「尼崎市債権管理条

例」の制定に伴い、所要の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

  根拠法令の改正 

本条例の根拠法令について、現行の「農業災害補償法」から「農業災害補償法の

一部を改正する法律（平成２９年法律第７４号）による改正前の農業災害補償法」

に改めるとともに、同法施行規則からの引用部分についても同様の改正を行う。 

  尼崎市債権管理条例の制定に伴う整備 

尼崎市債権管理条例の施行後においては、農作物共済に係る加入者負担共済掛金

又は賦課金にも同条例の効力が及ぶこととなるため、同条例に同様の定めがある督

促、滞納処分等に係る規定を本条例から削除する。 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 
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尼崎市農業共済条例 

改正後 現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 本市が農業災害補償法の一部を改正す

る法律（平成２９年法律第７４号）による改

正前の農業災害補償法（昭和２２年法律第１

８５号）（以下「法」という。）に基づいて行

う共済事業については、法令等に定めるもの

のほか、この条例の定めるところによる。 

 

第６条 削除 

 

 

 

 

 

（共済金の支払額） 

第３２条 １～３ 略 

４ 第１項第２号の災害等による農作物の減収

又は品質の低下は、法第９８条の２の農林水

産大臣が定める準則に従って認定されたその

年における当該農作物共済加入者の当該農作

物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収

穫量にその年における当該農作物共済加入者

の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ

農業保険法施行規則（平成２９年農林水産省

令第６３号）による改正前の農業災害補償法

施行規則（昭和２２年農林省令第９５号）（以

下「省令」という。）第４７条の８第１項の

農林水産大臣が定める方法により一定の調整

を加えて得た数量（以下「特定農作物収穫量」

という。）が、当該農作物共済加入者の当該

農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収

穫量に達しない場合に限るものとする。 

（この条例の趣旨） 

第１条 本市が農業災害補償法（昭和２２年法

律第１８５号。以下「法」という。）に基づい

て行なう共済事業については、法令その他別

に定めがあるものを除くほか、この条例の定

めるところによる。 

 

（督促、滞納処分等） 

第６条 農作物共済に係る加入者負担共済掛金

又は賦課金についての督促及び滞納処分並び

に延滞金の徴収等に関しては、尼崎市税外収

入金の督促及び滞納処分に関する条例（昭和

３１年尼崎市条例第９号）の定めるところに

よる。 

（共済金の支払額） 

第３２条 １～３ 略 

４ 第１項第２号の災害等による農作物の減収

又は品質の低下は、法第９８条の２の農林水

産大臣が定める準則に従って認定されたその

年における当該農作物共済加入者の当該農作

物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収

穫量にその年における当該農作物共済加入者

の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ

農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省

令第９５号。以下「省令」という。）第４７

条の８第１項の農林水産大臣が定める方法に

より一定の調整を加えて得た数量（以下「特

定農作物収穫量」という。）が、当該農作物

共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種

類等に係る基準収穫量に達しない場合に限る

ものとする。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４４号 所 管 
産業廃棄物対策担当、 

環境保全課  

件 名 尼崎市産業廃棄物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成２９年法律第６１

号）の制定により、「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例（いわゆる

親子会社で一体的処理が行われる場合の特例）」制度が創設されることに伴い、当該

特例認定に係る申請に対する審査手数料を新たに設けるもの。 

  また、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく破砕業の事業の範囲の変更

の許可に対する審査手数料について、その標準とすべき額を定める地方公共団体の手

数料の標準に関する政令が改正されるため、当該改正内容に合わせた改正を行う。 

  さらに、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成２９年法律第３３号)の制定に

より、汚染土壌処理業の「譲渡及び譲受」、「合併及び分割」並びに「相続」の承認に

係る規定が創設されることに伴い、当該承認の申請に対する審査手数料を新たに設け

る。 

 

２ 主な改正内容 

  ２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料 

ア ２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審

査手数料について、１件につき１４７，０００円とする。 

イ ２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更

の認定の申請に対する審査手数料について、１件につき１３４，０００円とする。 

  破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査手数料について、１件につ

き６７，０００円（現行７５，０００円）に引き下げる。 

  汚染土壌処理業の譲渡及び譲受け等の承認の申請に対する審査手数料 

 ア 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受けの承認の申請に対する審査手数料について、

１件につき１００，０００円とする。 

 イ 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査手数

料について、１件につき１００，０００円とする。 

 ウ 汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査手数料について、１件につき

１００，０００円とする。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市産業廃棄物等関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の

額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手

数料の額は、次に掲げるとおりとす

る。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(昭和４５年法律第１３７号。

以下この号において「法」という。)

に基づく次に掲げる事務 

ア ２以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例の認定の申請に対する

審査 １件 １４７，０００円 

イ ２以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例の認定に係る事項の変

更の認定の申請に対する審査 １件 

１３４，０００円 

ウ～ト 略 

  使用済自動車の再資源化等に関す

る法律(平成１４年法律第８７号)に

基づく次に掲げる事務 

ア～ク 略 

ケ 破砕業の事業の範囲の変更の 

許可の申請に対する審査 １件  

６７，０００円  

  土壌汚染対策法(平成１４年法律第５３

号)に基づく次に掲げる事務 

ア～ウ 略 

エ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受けの

承認の申請に対する審査 １件 １０

０，０００円 

オ 汚染土壌処理業者である法人の合併

又は分割の承認の申請に対する審査 

１件 １００，０００円 

カ 汚染土壌処理業の相続の承認の申請

に対する審査 １件 １００，０００円 

（手数料を徴収する事務及び手数料の

額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手

数料の額は、次に掲げるとおりとす

る。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(昭和４５年法律第１３７号。

以下この号において「法」という。)

に基づく次に掲げる事務 

 

 

 

 

 

 

 

ア～ツ 略 

  使用済自動車の再資源化等に関す

る法律(平成１４年法律第８７号)に

基づく次に掲げる事務 

ア～ク 略 

ケ 破砕業の事業の範囲の変更の 

許可の申請に対する審査 １件  

７５，０００円  

  土壌汚染対策法(平成１４年法律第５３

号)に基づく次に掲げる事務 

  ア～ウ 略 

 

 

 

136



（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４５号 所 管 建築指導課 

件 名 
尼崎市道意町７丁目北地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

尼崎市道意町７丁目北地区再開発地区計画について、尼崎市都市計画審議会による

審議等、所定の手続きを経て都市計画の変更がなされたため、当該変更内容に基づき、

条例の題名等を改正するもの。 

また、都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の制定によ

り、都市計画法及び建築基準法がそれぞれ改正され、新たな用途地域としての田園住

居地域の追加及びそれに伴う所要の規定整備が行われるため、当該改正内容に合わせ

て、本条例における建築基準法からの引用部分について、規定の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

  地区計画の名称 

  現在、「再開発地区計画」としている部分について、「地区計画」へ改める。 

  建築基準法別表第２における項の追加に伴う規定 

建築基準法別表第２における項の追加に対応するため、第３条中に引用している

「法別表第２（ぬ）項」を「法別表第２（る）項」へ改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

ただし、建築基準法の改正に伴う規定整備については、平成３０年４月1日から施

行する。 
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尼崎市道意町７丁目北地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

改正後 現 行 

尼崎市道意町７丁目北地区地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例 

(この条例の目的) 

第１条 この条例は、建築基準法(昭和２５年法

律第２０１号。以下「法」という。)第６８条

の２第１項の規定に基づき、平成元年尼崎市

告示第２４６号に定める道意町７丁目北地区

地区計画(以下「地区計画」という。)の区域(以

下「適用区域」という。)内における建築物の

用途及び構造に関する制限を定めることによ

り、適正な都市機能と健全な都市環境を確保

することを目的とする。 

（建築物の用途） 

第３条 適用区域内においては、法別表第２

(る)項第１号(研究教育・研究開発地区にあっ

ては、(16)及び(23)から(28)までを除く。)

及び第２号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。ただし、市長が適用区域における業

務の利便を害するおそれがないと認めて許可

した場合においては、この限りでない。 

尼崎市道意町７丁目北地区再開発地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例 

(この条例の目的) 

第１条 この条例は、建築基準法(昭和２５年法

律第２０１号。以下「法」という。)第６８条

の２第１項の規定に基づき、平成元年尼崎市

告示第２４６号に定める道意町７丁目北地区

再開発地区計画(以下「地区計画」という。)

の区域(以下「適用区域」という。)内におけ

る建築物の用途及び構造に関する制限を定め

ることにより、適正な都市機能と健全な都市

環境を確保することを目的とする。 

（建築物の用途） 

第３条 適用区域内においては、法別表第２

(ぬ)項第１号(研究教育・研究開発地区にあっ

ては、(16)及び(23)から(28)までを除く。)

及び第２号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。ただし、市長が適用区域における業

務の利便を害するおそれがないと認めて許可

した場合においては、この限りでない。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４６号 所 管 建築指導課 

件 名 
尼崎市昭和通２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例等の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の制定により、都

市計画法及び建築基準法がそれぞれ改正され、新たな用途地域としての田園住居地域

の追加及びそれに伴う規定整備が行われるため、当該改正内容に合わせて、関係する

条例における建築基準法からの引用部分について、所要の整備を行うもの。 

２ 改正の対象となる条例 

   尼崎市昭和通２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

  阪神尼崎駅北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

  尼崎市都心商業・業務特別用途地区建築条例 

  あまがさき緑遊新都心地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例 

  尼崎市建築物等関係事務手数料条例 

  尼崎市築地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

  尼崎臨海西部拠点地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 

   尼崎市工業保全型特別工業地区建築条例 

   尼崎市中央・三和商店街特別用途地区建築条例 

   尼崎市住工共存型特別工業地区建築条例 

   尼崎市JR塚口駅東地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 

３ 主な改正内容 

建築基準法からの引用部分における項ずれへの対応のための規定整備を行う。 

 【参考：建築基準法改正のうち、本市条例規定への影響箇所】 

用途地域 
第４８条 別表第２ 

改正後 現行 改正後 現行 

田園住居地域 第８項 － （ち）項 － 

近隣商業地域 第９項 第８項 （り）項 （ち）項 

商業地域 第１０項 第９項 （ぬ）項 （り）項 

準工業地域 第１１項 第１０項 （る）項 （ぬ）項 

工業地域 第１２項 第１１項 （を）項 （る）項 

工業専用地域 第１３項 第１２項 （わ）項 （を）項 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市昭和通２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

改正後 現 行 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(い)項第１号及び第３号、(に)項第２号、第

５号及び第６号、(ほ)項第２号、(へ)項第５

号並びに(り)項第３号に掲げる建築物は、建

築してはならない。ただし、市長が適用区域

における商業その他の業務の利便を害するお

それがないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(い)項第１号及び第３号、(に)項第２号、第

５号及び第６号、(ほ)項第２号、(へ)項第５

号並びに(ち)項第３号に掲げる建築物は、建

築してはならない。ただし、市長が適用区域

における商業その他の業務の利便を害するお

それがないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。 
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阪神尼崎駅北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

改正後 現 行 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(に)項第２号、第５号及び第６号、(ほ)項第

２号、(へ)項第５号並びに(り)項第３号に掲

げる建築物(以下この項において「規制対象建

築物」という。)は、建築してはならない。た

だし、次のいずれかに該当する場合について

は、この限りでない。 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(に)項第２号、第５号及び第６号、(ほ)項第

２号、(へ)項第５号並びに(ち)項第３号に掲

げる建築物(以下この項において「規制対象建

築物」という。)は、建築してはならない。た

だし、次のいずれかに該当する場合について

は、この限りでない。 

141



尼崎市都心商業・業務特別用途地区建築条例 

改正後 現 行 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(に)項第２号、第５号及び第６号、(ほ)項第

２号、(へ)項第５号並びに(り)項第３号に掲

げる建築物は、建築してはならない。ただし、

市長が都心としての商業及び業務の利便の増

進に支障を及ぼすおそれがないと認めて許可

した場合においては、この限りでない。 

（建築物の用途） 

第２条 適用区域内においては、法別表第２

(に)項第２号、第５号及び第６号、(ほ)項第

２号、(へ)項第５号並びに(ち)項第３号に掲

げる建築物は、建築してはならない。ただし、

市長が都心としての商業及び業務の利便の増

進に支障を及ぼすおそれがないと認めて許可

した場合においては、この限りでない。 
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あまがさき緑遊新都心地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

改正後 現 行 

（建築物の用途） 

第３条 略 

２ 適用区域(Ａ地区に限る。)内においては、

法別表第２(に)項第５号、(へ)項第５号及び

(り)項第３号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

（建築物の用途） 

第３条 略 

２ 適用区域(Ａ地区に限る。)内においては、

法別表第２(に)項第５号、(へ)項第５号及び

(ち)項第３号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 
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尼崎市建築物等関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の額

は、次のとおりとする。 

(1)～(14) 略 

(15) 建築基準法第４８条第１項から第１３

項までのただし書(同法第８７条第２項

若しくは第３項又は第８８条第２項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に基づ

く建築等の許可の申請に対する審査 １

件 １８０，０００円 

(16)～(17) 略 

(18) 建築基準法第５３条第４項の規定に基

づく建築物の建築面積の敷地面積に対す

る割合(以下「建蔽率」という。)に関す

る特例の許可の申請に対する審査 １件 

３３，０００円 

(18)の２ 建築基準法第５３条第５項第３号

の規定に基づく建築物の建蔽率に関する

制限の適用除外に係る許可の申請に対す

る審査 １件 ３３，０００円 

(19)～(23) 略 

(24) 高度利用地区における建築物の容積

率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に

関する特例の許可の申請に対する審査 

１件 １６０，０００円 

(24)の２～(25) 略 

(26) 都市再生特別地区における建築物の容

積率、建蔽率、建築面積又は高さに関す

る制限の適用除外に係る許可の申請に対

する審査 １件 １６０，０００円 

(27) 建築基準法第６８条の３第１項から第

３項までの規定に基づく建築物の容積

率、建蔽率又は高さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請に対する審査 １

件 ２７，０００円 

(28)～(31) 略 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の額

は、次のとおりとする。 

(1)～(14) 略 

(15) 建築基準法第４８条第１項から第１２

項までのただし書(同法第８７条第２項

若しくは第３項又は第８８条第２項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に基づ

く建築等の許可の申請に対する審査 １

件 １８０，０００円 

(16)～(17) 略 

(18) 建築基準法第５３条第４項の規定に基

づく建築物の建築面積の敷地面積に対す

る割合(以下「建ぺい率」という。)に関

する特例の許可の申請に対する審査 １

件 ３３，０００円 

(18)の２ 建築基準法第５３条第５項第３号

の規定に基づく建築物の建ぺい率に関す

る制限の適用除外に係る許可の申請に対

する審査 １件 ３３，０００円 

(19)～(23) 略 

(24) 高度利用地区における建築物の容積

率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置

に関する特例の許可の申請に対する審査 

１件 １６０，０００円 

(24)の２～(25) 略 

(26) 都市再生特別地区における建築物の容

積率、建ぺい率、建築面積又は高さに関

する制限の適用除外に係る許可の申請に

対する審査 １件 １６０，０００円 

(27) 建築基準法第６８条の３第１項から第

３項までの規定に基づく建築物の容積

率、建ぺい率又は高さに関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 

１件 ２７，０００円 

(28)～(31) 略 
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(32) 建築基準法第６８条の５の６の規定に

基づく建築物の建蔽率に関する特例の認

定の申請に対する審査 １件 ２７，０

００円 

(33)～(38) 略 

(39) 一団地の住宅施設に関する都市計画に

基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の

後退距離又は高さに関する制限の適用除

外に係る認定の申請に対する審査 １件 

２７，０００円 

(32) 建築基準法第６８条の５の６の規定に

基づく建築物の建ぺい率に関する特例の

認定の申請に対する審査 １件 ２７，

０００円 

(33)～(38) 略 

(39) 一団地の住宅施設に関する都市計画に

基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁

の後退距離又は高さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請に対する審査 １

件 ２７，０００円 
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尼崎市築地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

(あ) (い) 

街区の

区分 

建築してはならない建築物 

住宅街

区 

 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(と)項第３号

及び(ぬ)項第３号に掲げる

工場(引火性溶剤を用いてド

ライクリーニング業を営む

工場で作業場の床面積の合

計が５０平方メートルを超

えないものを除く。) 

住工複

合街区

Ａ 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(ぬ)項第３号

に掲げる工場(引火性溶剤を

用いてドライクリーニング

業を営む工場で作業場の床

面積の合計が５０平方メー

トルを超えないものを除

く。) 

  略 

住工複

合街区

Ｂ 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(ぬ)項第３号

に掲げる工場(引火性溶剤を

用いてドライクリーニング

業を営む工場で作業場の床

面積の合計が５０平方メー

別表 

(あ) (い) 

街区の

区分 

建築してはならない建築物 

住宅街

区 

 

 ～  略 

  法別表第２(ち)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(と)項第３号

及び(り)項第３号に掲げる

工場(引火性溶剤を用いてド

ライクリーニング業を営む

工場で作業場の床面積の合

計が５０平方メートルを超

えないものを除く。) 

住工複

合街区

Ａ 

 ～  略 

  法別表第２(ち)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第３号

に掲げる工場(引火性溶剤を

用いてドライクリーニング

業を営む工場で作業場の床

面積の合計が５０平方メー

トルを超えないものを除

く。) 

  略 

住工複

合街区

Ｂ 

 ～  略 

  法別表第２(ち)項第２号

に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第３号

に掲げる工場(引火性溶剤を

用いてドライクリーニング

業を営む工場で作業場の床

面積の合計が５０平方メー
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トルを超えないものを除

く。) 

  略 

工場等

街区 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第２号

に掲げる建築物 

  法別表第２(ぬ)項第４号

に掲げる建築物 

 ～  略 
 

トルを超えないものを除

く。) 

  略 

工場等

街区 

 ～  略 

  法別表第２(ち)項第２号

に掲げる建築物 

  法別表第２(り)項第４号

に掲げる建築物 

 ～  略 
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尼崎臨海西部拠点地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 

改正後 現 行 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(緑地地区を除く。以下この条

において同じ。)内においては、法第５１条に

規定する建築物、法別表第２(る)項第１号及

び第２号に掲げる建築物並びに建築基準法施

行令(昭和２５年政令第３３８号)第１３８条

第３項第５号に掲げる工作物は、建築しては

ならない。ただし、市長が適用区域の特性に

応じた合理的な土地利用の促進を図るため特

に必要があり、かつ、適正な都市機能と健全

な都市環境を害するおそれがないと認めて許

可した場合においては、この限りでない。 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(緑地地区を除く。以下この条

において同じ。)内においては、法第５１条に

規定する建築物、法別表第２(ぬ)項第１号及

び第２号に掲げる建築物並びに建築基準法施

行令(昭和２５年政令第３３８号)第１３８条

第３項第５号に掲げる工作物は、建築しては

ならない。ただし、市長が適用区域の特性に

応じた合理的な土地利用の促進を図るため特

に必要があり、かつ、適正な都市機能と健全

な都市環境を害するおそれがないと認めて許

可した場合においては、この限りでない。 
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尼崎市工業保全型特別工業地区建築条例 

改正後 現 行 

（建築物等の用途） 

第２条 適用区域内においては、次の各号に掲

げる建築物等は、建築してはならない。ただ

し、市長が工業集積地としての都市機能の維

持及び増進に支障を及ぼすおそれがなく、又

は公益上やむを得ないと認めて許可した場合

においては、この限りでない。 

  ～  略 

  法別表第２(わ)項第２号及び第６号から

第８号までに掲げる建築物 

  法別表第２(わ)項第３号に掲げる建築物

(適用区域内に存する工場、事務所等に勤務

する者向けの社宅等を除く。) 

  法別表第２(わ)項第５号に掲げる建築物

(その用途に供する部分の床面積の合計が

１５０平方メートル以下の建築物でその敷

地が県道主要地方道尼崎池田線又は市道第

９６号線に接するものを除く。) 

（建築物等の用途） 

第２条 適用区域内においては、次の各号に掲

げる建築物等は、建築してはならない。ただ

し、市長が工業集積地としての都市機能の維

持及び増進に支障を及ぼすおそれがなく、又

は公益上やむを得ないと認めて許可した場合

においては、この限りでない。 

  ～  略 

  法別表第２(を)項第２号及び第６号から

第８号までに掲げる建築物 

  法別表第２(を)項第３号に掲げる建築物

(適用区域内に存する工場、事務所等に勤務

する者向けの社宅等を除く。) 

  法別表第２(を)項第５号に掲げる建築物

(その用途に供する部分の床面積の合計が

１５０平方メートル以下の建築物でその敷

地が県道主要地方道尼崎池田線又は市道第

９６号線に接するものを除く。) 
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尼崎市中央・三和商店街特別用途地区建築条例 

改正後 現 行 

（建築物等の用途） 

第２条 適用区域のうち市道第９７号線、市道

第９８号線又は市道第１５０号線(以下「市道

第９７号線等」という。)に接する敷地内にお

いては、次の各号に掲げる建築物等は、建築

してはならない。ただし、市長が商店街とし

ての環境の維持及び向上に支障を及ぼすおそ

れがないと認めて許可した場合においては、

この限りでない。 

 ～  略 

  法別表第２(り)項第２号及び第３号に掲

げる建築物 

（建築物等の用途） 

第２条 適用区域のうち市道第９７号線、市道

第９８号線又は市道第１５０号線(以下「市道

第９７号線等」という。)に接する敷地内にお

いては、次の各号に掲げる建築物等は、建築

してはならない。ただし、市長が商店街とし

ての環境の維持及び向上に支障を及ぼすおそ

れがないと認めて許可した場合においては、

この限りでない。 

 ～  略 

  法別表第２(ち)項第２号及び第３号に掲

げる建築物 
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尼崎市住工共存型特別工業地区建築条例 

改正後 現 行 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(工業地域Ａ地区に限る。)内

においては、次の各号に掲げる建築物等は、

建築してはならない。 

(1) 略 

(2) 法別表第２(る)項第１号(1)、(3)、(8)

から(11)まで、(18)から(20)まで、(26)、

(27)及び(30)に掲げる建築物 

(3) 法別表第２(る)項第２号に掲げる建築

物(建築基準法施行令(昭和２５年政令第

３３８号。以下「令」という。)第１３０

条の９第１項の表 の項に掲げる危険物

又は同表 の項に掲げる危険物(マッチ及

び可燃性ガスに限る。)の貯蔵又は処理に

供するものに限る。) 

 (4) 略 

 (5) 法別表第２(わ)項第５号に掲げる建築

物(物品販売業を営む店舗に限る。)で、そ

の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成

１０年法律第９１号)第２条第１項に規定

する店舗面積をいう。)の合計が１，００

０平方メートル(その敷地が県道主要地方

道尼崎池田線又は市道山手幹線に接して

いるものにあっては、３，０００平方メー

トル)を超えるもの 

２ 略 

３ 適用区域(準工業地域に限る。)内において

は、次に掲げる建築物等は、建築してはなら

ない。 

 (1) 略 

(2) 法別表第２(り)項第２号に掲げる建築

物 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(工業地域Ａ地区に限る。)内

においては、次の各号に掲げる建築物等は、

建築してはならない。 

(1) 略 

(2) 法別表第２(ぬ)項第１号(1)、(3)、(8)

から(11)まで、(18)から(20)まで、(26)、

(27)及び(30)に掲げる建築物 

(3) 法別表第２(ぬ)項第２号に掲げる建築

物(建築基準法施行令(昭和２５年政令第

３３８号。以下「令」という。)第１３０

条の９第１項の表 の項に掲げる危険物

又は同表 の項に掲げる危険物(マッチ及

び可燃性ガスに限る。)の貯蔵又は処理に

供するものに限る。) 

 (4) 略 

 (5) 法別表第２(を)項第５号に掲げる建築

物(物品販売業を営む店舗に限る。)で、そ

の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成

１０年法律第９１号)第２条第１項に規定

する店舗面積をいう。)の合計が１，００

０平方メートル(その敷地が県道主要地方

道尼崎池田線又は市道山手幹線に接して

いるものにあっては、３，０００平方メー

トル)を超えるもの 

２ 略 

３ 適用区域(準工業地域に限る。)内において

は、次に掲げる建築物等は、建築してはなら

ない。 

 (1) 略 

(2) 法別表第２(ち)項第２号に掲げる建築

物 
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尼崎市ＪＲ塚口駅東地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 

改正後 現 行 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(北地区に限る。)内において

は、次の各号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

  法第５１条に規定する建築物並びに法別

表第２(に)項第６号、(ほ)項第２号、(ぬ)

項第３号及び(る)項第１号に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(わ)項第５号に掲げる建築物

(物品販売業を営む店舗に限る。次項第２号

において同じ。)で、その店舗面積(大規模

小売店舗立地法(平成１０年法律第９１号)

第２条第１項に規定する店舗面積をいう。

以下同じ。)の合計が１，０００平方メート

ルを超えるもの 

２ 適用区域(南地区に限る。)内においては、

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

  前項第１号並びに法別表第２(ぬ)項第２

号及び第４号に掲げる建築物 

  法別表第２(わ)項第５号に掲げる建築物

で、その店舗面積の合計が３，０００平方

メートルを超えるもの 

（建築物等の用途） 

第３条 適用区域(北地区に限る。)内において

は、次の各号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

  法第５１条に規定する建築物並びに法別

表第２(に)項第６号、(ほ)項第２号、(り)

項第３号及び(ぬ)項第１号に掲げる建築物 

 ～  略 

  法別表第２(を)項第５号に掲げる建築物

(物品販売業を営む店舗に限る。次項第２号

において同じ。)で、その店舗面積(大規模

小売店舗立地法(平成１０年法律第９１号)

第２条第１項に規定する店舗面積をいう。

以下同じ。)の合計が１，０００平方メート

ルを超えるもの 

２ 適用区域(南地区に限る。)内においては、

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

  前項第１号並びに法別表第２(り)項第２

号及び第４号に掲げる建築物 

  法別表第２(を)項第５号に掲げる建築物

で、その店舗面積の合計が３，０００平方

メートルを超えるもの 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４７号 所 管 建築指導課 

件 名 
尼崎市下坂部川出地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

尼崎市下坂部川出地区防災街区整備地区計画については、防災性の向上や快適な住

環境の形成を図ることを目標として、地区の土地所有者等によるまちづくり協議会か

らの計画提案を受けて、尼崎市都市計画審議会による審議等、所定の手続きを経て都

市計画決定されたところである。 

この地区計画で定められた事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法に基

づく建築確認の審査や、違反に対する罰則及び是正指導等の対象とすることで、地区

計画の実現を担保するため、建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づく条例を制

定するもの。 

２ 主な制定内容 

  適用区域及び地区の区分  裏面別図のとおり 

  建築物の用途の制限 

次の建築物は、建築してはならない。  

住居地区内  ：ボーリング場等の運動施設、ホテル又は旅館、自動車教習所、

床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 

近隣商業地区内：自動車教習所、床面積の合計が１５㎡を超える畜舎、マージャ

ン屋等、倉庫業を営む倉庫 

  建築物の高さの最高限度 

住居地区内  ：高さ１０ｍ以下 

近隣商業地区内：高さ１５ｍ以下 

  建築物の敷地面積の最低限度 

住居地区内  ：８０㎡以上 

近隣商業地区内：７０㎡以上 

  壁面の位置の制限 

道路境界線までの距離５０ｃｍ以上 

角敷地における道路の見通し空間として長さ２ｍのすみ切り空間の確保 

地盤面上１０ｍを超える部分での道路境界線までの距離２ｍ以上 

  建築物の構造に関する防火上必要な制限 

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 

３ 施行期日  

平成３０年４月１日 
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潮 江 ３ 丁 目 
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住居地区

下坂部川出地区（約 3.1ha）

 

 凡例 

下 坂 部 １ 丁 目

蓮生寺 

住居地区 

近隣商業地区 

） 防災街区整備地区計画区域

地区の区分 

住居地区 

下坂部小学校 

目 

適用区域 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４８号 所 管 
公園維持課、公園計画・２
１世紀の森担当、 観光地
域づくり推進担当 

件 名 尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

尼崎城址公園に尼崎城天守等の有料公園施設を整備し、指定管理者制度を導入する

ため、所要の改正を行うもの。 

また、公園施設の適正な利用と受益者負担の観点から、公園駐車場の使用料につい

て、利用実態に見合った料金体系へ改めるもの。 

そのほか、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関

する政令（平成２９年政令第１５６号）の施行による都市公園法施行令の改正に伴い、

本市が設置する都市公園の運動施設率の上限を設定するもの。 

 

２ 主な改正内容 

  尼崎城天守等の有料公園施設整備に伴う改正 

ア 尼崎城天守を有料公園施設と位置付け、使用料を次のとおり定める。 

一般、学生 ５００円／回 

生徒、児童 ２５０円／回 

イ 尼崎城址公園の駐車場使用料を入庫後３０分刻みで設定し、上限を１２００円

とする。 

ウ 尼崎城址公園を指定管理者による管理を行える公園と位置付けるとともに、指

定管理者選定のため、尼崎市指定管理者選定委員会条例の対象施設に尼崎城址公

園を追加する。 

  公園駐車場の使用料改定 

現行、入庫後１時間未満を無料、１時間以上６時間未満を定額としている使用料

について、入庫後２時間未満を３０分刻みの設定に改める。 

  都市公園法施行令の改正に伴う改正 

都市公園の運動施設率の上限を原則「１００分の５０」とし、現状で運動施設率

が「１００分の５０」を超える一部の公園については、個別に上限を設定する。 

 

３ 施行期日 

公布の日。 

ただし、指定管理者選定を除く尼崎城址公園に係る規定については規則で定める

日、公園駐車場の使用料改定に係る規定については平成３０年７月１日。 
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尼崎市都市公園条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（公園施設の設置の基準） 

第１条の３ １・２ 略 

３ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、

次の各号に掲げる公園の区分に応じ、当該各

号に定める割合とする。 

  記念公園 １００分の６０ 

  芦原公園 １００分の７０ 

  西向島公園 １００分の９０ 

  前各号に掲げる公園以外の公園 １００

分の５０ 

（使用料の徴収の時期） 

第１１条 略 

２ 駐車場の使用料は、駐車場を利用する者が

車両を駐車場から出庫させる際に徴収する。 

 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、小田南公園、西

向島公園及び猪名川公園（第２４条を除き、

以下「特定公園」という。）の管理は、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により、法人その他の団体

（以下「法人等」という。）であって市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。 

（指定管理者の選定） 

第２４条 市長は、前条の規定による申請があ

ったときは、その申請の内容を次の各号に掲

げる基準に照らして審査し、特定公園（第２

２条に規定する特定公園及び尼崎城址公園を

いう。第２号から第４号までにおいて同じ。）

の管理を行わせるに最適な法人等を、指定管

理者の指定を受けるべきものとして選定する

ものとする。 

別表第２ 

  有料公園施設等を利用する場合 

エ 付属設備（駐車場に限る。）の使用料 

（公園施設の設置の基準） 

第１条の３ １・２ 略 

  

 

 

 

 

 

 

 

（使用料の徴収の時期） 

第１１条 略 

２ 駐車場の使用料は、駐車場を利用する者が

自動車を駐車場から出庫させる際に徴収す

る。 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、小田南公園、西

向島公園及び猪名川公園（以下「特定公園」

という。）の管理は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体（以下「法人等」

という。）であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

（指定管理者の選定） 

第２４条 市長は、前条の規定による申請があ

ったときは、その申請の内容を次の各号に掲

げる基準に照らして審査し、特定公園の管理

を行わせるに最適な法人等を、指定管理者の

指定を受けるべきものとして選定するものと

する。 

 

 

別表第２ 

  有料公園施設等を利用する場合 

エ 付属設備（駐車場に限る。）の使用料 
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公園名 駐車時間 

金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自

動車 

記念公園 

小田南公園 

元浜緑地 

西武庫公園 

30分未満 100円 200円 

30分以上 

1時間未満 

200円 400円 

1時間以上

1時間30分

未満 

300円 600円 

1時間30分

以上2時間

未満 

400円 800円 

2時間以上

6時間未満 

500円 1,000

円 

6時間以上

7時間未満 

600円 

 

1,200

円 

7時間以上

8時間未満 

700円 1,400

円 

8時間以上 800円 1,600

円 

備考 

１ 駐車場を利用することができる車両は、

道路運送車両法施行規則(昭和２６年運輸

省令第７４号)別表第１に掲げる普通自動

車(以下「普通自動車」という。)並びに同

表に掲げる小型自動車及び軽自動車(これ

らの自動車のうち、２輪自動車(側車付２

輪自動車を含む。)を除く。)とする。 

２ 「駐車時間」とは、車両を駐車場に入庫

させた時刻（以下「入庫時刻」という。）

から当該車両を駐車場から出庫させた時

刻（以下「出庫時刻」という。）までの時

間（２日以上にわたり駐車場を利用した場

合は、車両を駐車場に入庫させた日にあっ

ては入庫時刻から午後１２時までの時間、

当該車両を駐車場から出庫させた日にあ

っては午前０時から出庫時刻までの時間、

 

公園名 

使用料 

種別 駐車時間 

 

 

金額 

記念公園 

小田南公園 

元浜緑地 

西武庫公園 

大型自

動車以

外の自

動車 

1時間以上

6時間未満 

500円 

 

6時間以上

7時間未満 

600円 

7時間以上

8時間未満 

700円 

8時間以上 800円 

大型自

動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

1時間以上

6時間未満 

1,000円 

 

6時間以上

7時間未満 

1,200円 

7時間以上

8時間未満 

1,400円 

8時間以上 1,600円 

摘要 

１ 駐車場を利用することができる自動車

は、道路運送車両法施行規則(昭和２６年

運輸省令第７４号)別表第１に掲げる普通

自動車(以下「普通自動車」という。)並び

に小型自動車及び軽自動車(これらの自動

車のうち、２輪自動車(側車付２輪自動車

を含む。)を除く。)とする。 
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これらの日以外の日にあってはそれぞれ

午前０時から午後１２時までの時間のそ

れぞれの時間）をいう。 

３ 「大型自動車」とは、普通自動車のうち、

長さ５メートル、幅２メートル、高さ２．

５メートルを超えるものをいう。 

 
 

 

 

 

２ 大型自動車とは、普通自動車のうち、長

さが５メートルを、幅が２メートルを及び

高さが２．５メートルを超えるものをい

う。 
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尼崎市都市公園条例（第２条関係） 

改正後 現 行（第１条改正後） 

（使用料の徴収の時期） 

第１１条 使用料（駐車場（記念公園、小田南

公園、元浜緑地、西武庫公園及び尼崎城址公

園に属する駐車場をいう。以下同じ。）の使用

料を除く。）は、公園施設の設置若しくは管理、

公園の占用、第３条第１項各号に掲げる行為

又は有料公園施設の利用（以下「公園の使用」

という。）の許可の際に徴収する。ただし、市

長が別に納期を定めたときは、この限りでな

い。 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、小田南公園、西

向島公園、猪名川公園及び尼崎城址公園（以

下「特定公園」という。）の管理は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体（以

下「法人等」という。）であって市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。 

（指定管理者の選定） 

第２４条 市長は、前条の規定による申請があ

ったときは、その申請の内容を次の各号に掲

げる基準に照らして審査し、特定公園の管理

を行わせるに最適な法人等を、指定管理者の

指定を受けるべきものとして選定するものと

する。 

 

 

別表第１ 

公園名 施設の名称 

 

 

 

尼崎城址公園 尼崎城天守 

別表第２ 

   有料公園施設等を利用する場合 

  ア 有料公園施設（分区園を除く。）の使用

（使用料の徴収の時期） 

第１１条 使用料（駐車場（記念公園、小田南

公園、元浜緑地及び西武庫公園に属する駐車

場をいう。以下同じ。）の使用料を除く。）は、

公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、

第３条第１項各号に掲げる行為又は有料公園

施設の利用（以下「公園の使用」という。）の

許可の際に徴収する。ただし、市長が別に納

期を定めたときは、この限りでない。 

 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、小田南公園、西

向島公園及び猪名川公園（第２４条を除き、

以下「特定公園」という。）の管理は、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により、法人その他の団体

（以下「法人等」という。）であって市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。 

（指定管理者の選定） 

第２４条 市長は、前条の規定による申請があ

ったときは、その申請の内容を次の各号に掲

げる基準に照らして審査し、特定公園（第２

２条に規定する特定公園及び尼崎城址公園を

いう。第２号から第４号までにおいて同じ。）

の管理を行わせるに最適な法人等を、指定管

理者の指定を受けるべきものとして選定する

ものとする。 

別表第１ 

公園名 施設の名称 

 

 

 

 

別表第２ 

  有料公園施設等を利用する場合 

ア 有料公園施設（分区園を除く。）の使用
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料 

(ｱ) 営利、営業を目的とせず、かつ、入

場料を徴収しない場合 

公園名 施設の

使用区

分 

使用料 

専用使用料 個人使用料 

単位 金額 

  

 

   

尼崎城 

址公園 

尼崎城 

天守 

  1回につき 

一般、学生 

500円 

生徒、児童 

250円 

摘要 

１ 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日

における専用使用料（研修室、第１会議室

及び第２会議室に係る専用使用料を除く。）

の額は、専用使用料の欄に掲げる額の１．

２倍に相当する額とする。 

２ 「午前」とは午前９時から午後０時まで

を、「午後」とは午後１時から午後４時(総

合体育館にあっては、午後５時)までを、「夜

間」とは午後５時から午後８時まで(総合体

育館にあっては、午後６時から午後９時ま

で)を、「半日(前)」とは午前９時から午後

４時まで、「半日(後)」とは午後１時から午

後８時までを、「終日」とは午前９時から午

後８時(総合体育館にあっては、午後９時)

までをいう。 

３ メイン・アリーナ及びサブ・アリーナを

午前９時以前に利用する場合の１時間当た

りの使用料の額は午前１時間の使用料の額

と同額と、午後０時から午後１時まで利用

する場合の使用料の額は午後１時間の使用

料の額と同額と、午後５時から午後６時ま

で及び午後９時以後に利用する場合の１時

間当たりの使用料の額は夜間１時間の使用

料 

(ｱ) 営利、営業を目的とせず、かつ、入

場料を徴収しない場合 

公園名 施設の

使用区

分 

使用料 

専用使用料 個人使用料 

単位 金額 

  

 

 

 

 

 

 

   

摘要 

１ 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日

における専用使用料（研修室、第１会議室

及び第２会議室に係る専用使用料を除く。）

の額は、専用使用料欄の規定にかかわらず、

同欄に規定する額の１．２倍相当額とする。 

２ 「午前」とは午前９時から午後０時まで、

「午後」とは午後１時から午後４時(総合体

育館にあっては、午後１時から午後５時)

まで、「夜間」とは午後５時から午後８時(総

合体育館にあっては、午後６時から午後９

時)まで、「半日(前)」とは午前９時から午

後４時まで、「半日(後)」とは午後１時から

午後８時まで、「終日」とは午前９時から午

後８時(総合体育館にあっては、午前９時か

ら午後９時)までをいう。 

３ メイン・アリーナ及びサブ・アリーナを

午前９時以前に利用する場合の１時間当た

りの使用料の額は午前１時間の使用料の額

と同額とし、午後０時から午後１時まで利

用する場合の使用料の額は午後１時間の使

用料の額と同額とし、午後５時から午後６

時まで及び午後９時以後に利用する場合の

１時間当たりの使用料の額は夜間１時間の
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料の額と同額とする。 

４ 略 

５ 本市内に住所を有しない者（本市内に存

する学校等に通学し、又は本市内に勤務場

所を有する者を除く。）（法人にあっては本

市内に事務所又は事業所を有しない者、そ

の他の団体にあっては市長が別に定めるも

の）がこの表に掲げる有料公園施設（市民

プール及び尼崎城天守を除く。）を利用する

場合の使用料の額は、第７条第１項の許可

を受けた利用時間等及びこれに係る同表の

右欄に掲げる額で算定された額に１００分

の１５０を乗じて得た額とする。 

   (ｲ)・(ｳ) 略 

  イ～ウ 略 

エ 付属設備（駐車場に限る。）の使用料 

公園名 駐車時間 金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自

動車 

    

尼崎城

址公園 

30分未満 200円  

30分以上 

1時間未満 

400円 

1時間以上

1時間30分

未満 

600円 

1時間30分

以上2時間

未満 

800円 

2時間以上

2時間30分

未満 

1,000円 

2時間30分

以上 

1,200円 

備考 

１ 駐車場を利用することができる車両は、

使用料の額と同額とする。 

４ 略 

５ 本市内に住所を有しない者（本市内に存

する学校等に通学し、又は本市内に勤務場

所を有する者を除く。）（法人にあっては本

市内に事務所又は事業所を有しない者、そ

の他の団体にあっては市長が別に定めるも

の）がこの表に掲げる有料公園施設（市民

プールを除く。）を利用する場合の使用料の

額は、第７条第１項の許可を受けた利用時

間等及びこれに係る同表の右欄に掲げる額

で算定された額に１００分の１５０を乗じ

て得た額とする。 

   (ｲ)・(ｳ) 略 

  イ～ウ 略 

  エ 付属設備（駐車場に限る。）の使用料 

公園名 駐車時間 金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自

動車 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

備考 

１ 駐車場を利用することができる車両は、
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尼崎城址公園以外の公園の駐車場にあっ

ては道路運送車両法施行規則(昭和２６年

運輸省令第７４号)別表第１に掲げる普通

自動車(以下「普通自動車」という。)並び

に同表に掲げる小型自動車及び軽自動車

(これらの自動車のうち、２輪自動車(側車

付２輪自動車を含む。)を除く。) （以下

「普通自動車等」という。）と、尼崎城址

公園の駐車場にあっては普通自動車等（大

型自動車を除く。）とする。 

２・３ 略 
 

道路運送車両法施行規則(昭和２６年運輸

省令第７４号)別表第１に掲げる普通自動

車(以下「普通自動車」という。)並びに同

表に掲げる小型自動車及び軽自動車(これ

らの自動車のうち、２輪自動車(側車付２

輪自動車を含む。)を除く。)とする。 

 

 

 

 

２・３ 略 
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尼崎市指定管理者選定委員会条例 

改正後 現 行 

別表第１ 

１～２０ 略 

２１ 尼崎城址公園 

２２～２４ 略 

備考 第３項、第５項、第１３項、第１４項、

第１７項、第１８項、第２０項及び第２２項

に掲げる施設は、これらの項ごとに一の指定

管理者対象施設とみなす。 

別表第２ 

１～１２ 略 

１３ 尼崎城址公園 

１４～１６ 略 

備考 第３項、第８項、第１１項、第１２項及

び第１４項に掲げる施設は、これらの項ごと

に一の施設とみなす。 

別表第１ 

１～２０ 略 

 

２１～２３ 略 

備考 第３項、第５項、第１３項、第１４項、

第１７項、第１８項、第２０項及び第２１項

に掲げる施設は、これらの項ごとに一の指定

管理者対象施設とみなす。 

別表第２ 

１～１２ 略 

 

１３～１５ 略 

備考 第３項、第８項及び第１１項から第１３

項までに掲げる施設は、これらの項ごとに一

の施設とみなす。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４９号 所 管 公園維持課 

件 名 
尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容 

１ 改正理由 

公園施設の適正な利用と受益者負担の観点から、公園駐車場の使用料について、利

用実態に見合った料金体系へ改めるもの。 

 

２ 主な改正内容 

  現行、入庫後１時間未満を無料、１時間以上６時間未満を定額としている使用料に

ついて、入庫後２時間未満を３０分刻みに設定するとともに、本市の設置する都市公

園の駐車場使用料に準拠した料金体系に改める。 

 

３ 施行期日 

平成３０年７月１日 
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尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（有料施設等の利用等） 

第４条 １～３ 略 

４ 第１項の使用料は、有料施設等の利用の際

に徴収する。ただし、釣りを行うために魚釣

施設を利用した場合の超過使用料は魚釣施設

からの退場の際に、軟式野球場又は多目的運

動広場を利用する場合の使用料は同項の許可

の際に、駐車場を利用する場合の使用料は車

両を駐車場から出庫させる際に徴収する。 

（利用料金） 

第１９条 １～３ 略 

４ 利用料金は、有料施設等のうち軟式野球場

等以外のものの利用にあってはその利用の際

に、第６条第１項の許可に係る行為(以下「許

可行為」という。)にあっては当該許可の際に

徴収する。ただし、釣りを行うために魚釣施

設を利用した場合の超過使用料に相当する利

用料金は魚釣施設からの退場の際に、駐車場

を利用する場合の利用料金は車両を駐車場か

ら出庫させる際に、許可行為に係る利用料金

について市長が別に納期を定めた場合の当該

利用料金はその別に定めた納期に徴収する。 

 

別表第２ 

 

有料施設等

の名称 

 

駐車時間 

金額 

大型自動

車以外の

車両 

大型自

動車 

駐車場 30分未満 100円 200円 

30分以上 

1時間未満 

200円 400円 

1時間以上

1時間30分

未満 

300円 600円 

1時間30分

以上2時間

400円 800円 

（有料施設等の利用等） 

第４条 １～３ 略 

４ 第１項の使用料は、有料施設等の利用の際

に徴収する。ただし、釣りを行うために魚釣

施設を利用した場合の超過使用料は魚釣施設

からの退場の際に、軟式野球場又は多目的運

動広場を利用する場合の使用料は同項の許可

の際に、駐車場を利用する場合の使用料は自

動車を駐車場から出庫させる際に徴収する。 

（利用料金） 

第１９条 １～３ 略 

４ 利用料金は、有料施設等のうち軟式野球場

等以外のものの利用にあってはその利用の際

に、第６条第１項の許可に係る行為(以下「許

可行為」という。)にあっては当該許可の際に

徴収する。ただし、釣りを行うために魚釣施

設を利用した場合の超過使用料に相当する利

用料金は魚釣施設からの退場の際に、駐車場

を利用する場合の利用料金は自動車を駐車場

から出庫させる際に、許可行為に係る利用料

金について市長が別に納期を定めた場合の当

該利用料金はその別に定めた納期に徴収す

る。 

別表第２  

 

施設の名称 

 

種別 

 

駐車時間 

 

金額 

駐車場 大型自

動車以

外の自

動車 

1時間以上

6時間未満 

514円 

 

6時間以上

7時間未満 

617円 

7時間以上

8時間未満 

720円 

8時間以上 822円 
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未満 

2時間以上

6時間未満 

500円 1,000

円 

6時間以上

7時間未満 

600円 

 

1,200

円 

7時間以上

8時間未満 

700円 1,400

円 

8時間以上 800円 1,600

円 

備考 

１ 駐車場を利用することができる車両は、

道路運送車両法施行規則(昭和２６年運輸

省令第７４号)別表第１に掲げる普通自動

車(以下「普通自動車」という。)並びに同

表に掲げる小型自動車及び軽自動車(これ

らの自動車のうち、２輪自動車(側車付２

輪自動車を含む。)を除く。)とする。 

２ 「駐車時間」とは、車両を駐車場に入庫

させた時刻（以下「入庫時刻」という。）

から当該車両を駐車場から出庫させた時

刻（以下「出庫時刻」という。）までの時

間（２日以上にわたり駐車場を利用した場

合は、車両を駐車場に入庫させた日にあっ

ては入庫時刻から午後１２時までの時間、

当該車両を駐車場から出庫させた日にあ

っては午前０時から出庫時刻までの時間、

これらの日以外の日にあってはそれぞれ

午前０時から午後１２時までの時間のそ

れぞれの時間）をいう。 

３ 「大型自動車」とは、普通自動車のうち、

長さ５メートル、幅２メートル、高さ２．

５メートルを超えるものをいう。 

 
 

大型自

動車 

 

 

 

 

 

 

 

1時間以上

6時間未満 

1,028円 

 

6時間以上

7時間未満 

1,234円 

7時間以上

8時間未満 

1,440円 

8時間以上 1,645円 

摘要 

１ 駐車場を利用することができる自動車

は、道路運送車両法施行規則(昭和２６年

運輸省令第７４号)別表第１に掲げる普通

自動車(以下「普通自動車」という。)並び

に小型自動車及び軽自動車(これらの自動

車のうち、２輪自動車(側車付２輪自動車

を含む。)を除く。)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大型自動車とは、普通自動車のうち、長

さが５メートルを、幅が２メートルを及び

高さが２．５メートルを超えるものをい

う。 
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（議案説明資料） 

 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５０号 所 管 消防局企画管理課 

件 名 尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  消防組織法において、非常勤消防団員等に係る公務による死亡、負傷等の損害につ

いては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の基準に従い、条例で

定めるところにより補償することが義務付けられているが、この度、当該政令が改正

されるため、その改正内容に合わせた改正を行うもの。 

   

２ 改正内容 

  消防団員等に扶養親族のある場合の補償基礎額への加算額について、政令に準じて

改める。 

  配偶者に係る補償基礎額への加算額を「３３３円」から「２１７円」に改める。 

   子（２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子に限る。以下同

じ。）に係る補償基礎額への加算額を「２６７円」から「３３３円」に改め、配偶

者がない場合の加算額区分を削除する。 

   父母等に係る補償基礎額への加算額について、配偶者及び扶養親族に係る子がな

い場合の加算額区分を削除し、一律「２１７円」とする。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市消防団員等公務災害補償条例 

改正後 現 行 

（補償基礎額） 

第５条  

１・２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず、扶養親族のある

消防団員又は消防作業従事者等（以下「消防

団員等」という。）の補償基礎額は、同項の

規定による金額に、第５項第１号又は第３号

から第６号までのいずれかに該当する扶養親

族については１人につき２１７円を、同項第

２号に該当する扶養親族については１人につ

き３３３円を、それぞれ加算して得た額とす

る。 

 

 

 

 

 

（補償基礎額） 

第５条  

１・２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず、扶養親族のある

消防団員又は消防作業従事者等（以下「消防

団員等」という。）の補償基礎額は、同項の

規定による金額に、第５項第１号に該当する

扶養親族については３３３円を、同項第２号

に該当する扶養親族については１人につき２

６７円（消防団員等に同項第１号に該当する

扶養親族がいない場合は、そのうち１人につ

いては３３３円）を、同項第３号から第６号

までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき２１７円（消防団員等に同項第

１号又は第２号に該当する扶養親族がいない

場合は、そのうち１人については３００円）

を、それぞれ加算して得た額とする。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５１号 所 管 消防局予防課 

件 名 尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  消防法において、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及

び取扱所の所有者等は、別に定める技術上の基準を満たし、市町村長から設置許可等

を受けることが義務付けられており、当該設置許可等に係る審査及び検査に対する手

数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、各容量の区分等

にしたがって、その標準額が定められている。 

本市においても、その標準額に合わせて、条例にて手数料を定めているが、この度、

当該政令が改正されるため、その改正内容に合わせた改正を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

 次の手数料について増額する。 

  準特定屋外タンク貯蔵所の設置・変更許可申請に対する審査等に係る手数料 

  特定屋外タンク貯蔵所の設置・変更許可申請に対する審査等に係る手数料 

  特定屋外タンク貯蔵所の設置・変更許可に係る完成検査前検査のうち基礎・地盤

検査、溶接部検査又は岩盤タンク検査に係る手数料 

  特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に係る手数料 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市消防関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

別表 

種別 金額 

１・２ 略 

３ 法第11条第1項前

段の規定に基づく貯

蔵所の設置の許可の

申請に対する審査 

 ・  略 

  準特定屋外タン

ク貯蔵所（岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除

く。）に係るもの 

  特定屋外タンク

貯蔵所(浮き屋根

を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち

地方公共団体の手

数料の標準に関す

る政令に規定する

総務省令で定める

金額等を定める省

令(平成 12年自治

省令第 5号。以下

「総務省令」とい

う。)で定めるもの

に係る特定屋外タ

ンク貯蔵所( に

おいて「浮き屋根

式特定屋外タンク

貯蔵所」という。)、

浮き蓋付きの特定

屋外貯蔵タンクの

うち総務省令で定

めるものに係る特

 

 

 

 

 

 

1件   570,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

種別 金額 

１・２ 略 

３ 法第11条第1項前

段の規定に基づく貯

蔵所の設置の許可の

申請に対する審査 

 ・  略 

  準特定屋外タン

ク貯蔵所（岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除

く。）に係るもの 

  特定屋外タンク

貯蔵所(浮き屋根

を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち

地方公共団体の手

数料の標準に関す

る政令に規定する

総務省令で定める

金額等を定める省

令(平成 12年自治

省令第 5号。以下

「総務省令」とい

う。)で定めるもの

に係る特定屋外タ

ンク貯蔵所( に

おいて「浮き屋根

式特定屋外タンク

貯蔵所」という。)、

浮き蓋付きの特定

屋外貯蔵タンクの

うち総務省令で定

めるものに係る特

 

 

 

 

 

 

1件   530,000円 
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定屋外タンク貯蔵

所（ において｢浮

き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所｣とい

う。）及び岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。)

に係るもの 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

1件   880,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,070,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,200,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,520,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,780,000円 

定屋外タンク貯蔵

所（ において｢浮

き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所｣とい

う。）及び岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。)

に係るもの 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

1件   830,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,010,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,120,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,420,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,660,000円 

173



 

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  特定屋外タンク

貯蔵所（浮き屋根

式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク

貯蔵所に限る。）に

係るもの 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,070,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 5,340,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 6,490,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,180,000円 

 

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  特定屋外タンク

貯蔵所（浮き屋根

式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク

貯蔵所に限る。）に

係るもの 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,880,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 5,100,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 6,290,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,130,000円 
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1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

 

 

 

 

 

1件 1,410,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,580,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,940,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,260,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,550,000円 

 

 

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

 

 

 

 

 

1件 1,340,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,500,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,830,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,140,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,350,000円 
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ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵

所に係るもの 

 ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の屋

 

 

 

 

 

1件 5,820,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 7,070,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 5,930,000円 

 

 

 

 

1件 7,470,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 10,900,000円 

 

 

 

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵

所に係るもの 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 ウ 危険物の貯最

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の屋

 

 

 

 

 

1件 5,570,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 6,770,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 5,750,000円 

 

 

 

 

1件 7,250,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 10,700,000円 
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外タンク貯蔵所 

 ～  略 

４～１４ 略 

１５ 法第11条の2第

1項の規定に基づく

製造所、貯蔵所又は

取扱所の設置の許可

に係る完成検査前検

査 

  ・  略 

   基礎・地盤検査 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件  420,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   560,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   730,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   960,000円 

 

 

 

 

 

外タンク貯蔵所 

 ～  略 

４～１４ 略 

１５ 法第11条の2第

1項の規定に基づく

製造所、貯蔵所又は

取扱所の設置の許可

に係る完成検査前検

査 

  ・  略 

   基礎・地盤検査 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件   410,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   540,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   700,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   920,000円 
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定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  溶接部検査 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

 

 

1件 1,090,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,660,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,900,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,120,000円 

 

 

 

 

 

 

1件  530,000円 

 

 

 

 

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  溶接部検査 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

 

 

1件 1,040,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,600,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,820,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,030,000円 

 

 

 

 

 

 

1件  490,000円 
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満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

 

 

1件  680,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,030,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,410,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,780,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,430,000円 

 

 

 

 

 

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

 

 

1件  630,000円 

 

 

 

 

 

 

1件  990,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,310,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,720,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,320,000円 
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定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  岩盤タンク検査  

 ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の屋

外タンク貯蔵所 

１６ 略 

１７ 法第14条の3第

1項又は第 2項の規

定に基づく特定屋外

 

 

1件 4,190,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,800,000円 

 

 

 

 

 

 

1件  9,320,000円 

 

 

 

 

1件 12,600,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 17,300,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  岩盤タンク検査 

 ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の屋

外タンク貯蔵所 

 ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の屋

外タンク貯蔵所 

１６ 略 

１７ 法第14条の3第

1項又は第 2項の規

定に基づく特定屋外

 

 

1件 4,060,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,650,000円 

 

 

 

 

 

 

1件  9,100,000円 

 

 

 

 

1件 12,400,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 17,000,000円 
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タンク貯蔵所又は移

送取扱所の保安に関

する検査 

   特定屋外タンク

貯蔵所（岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。）

に係るもの 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

1件   320,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   460,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   750,000円 

 

 

 

 

 

 

1件 1,020,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,300,000円 

タンク貯蔵所又は移

送取扱所の保安に関

する検査 

   特定屋外タンク

貯蔵所（岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。）

に係るもの 

ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

トル以上 5,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

5,000キロリッ

トル以上10,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

10,000キロリッ

トル以上50,000

キロリットル未

満の特定屋外タ

ンク貯蔵所 

エ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

50,000キロリッ

ト ル 以 上

100,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

オ 危険物の貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

1件   310,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   430,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   720,000円 

 

 

 

 

 

 

1件   960,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 1,210,000円 
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最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

   岩盤タンクに係

る特定屋外タンク

貯蔵所に係るもの 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,150,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,870,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,460,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,690,000円 

 

 

 

 

 

最 大 数 量 が

100,000キロリ

ッ ト ル 以 上

200,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

カ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

200,000キロリ

ッ ト ル 以 上

300,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

キ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

300,000キロリ

ッ ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

ク 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

   岩盤タンクに係

る特定屋外タンク

貯蔵所に係るもの 

  ア 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

1,000キロリッ

ト ル 以 上

400,000キロリ

ットル未満の特

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,950,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 3,620,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,170,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件 2,660,000円 
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定屋外タンク貯

蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

   略 

１８ 略 

 

 

1件 3,230,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,830,000円 

 

 

 

 

 

定屋外タンク貯

蔵所 

  イ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

400,000キロリ

ッ ト ル 以 上

500,000キロリ

ットル未満の特

定屋外タンク貯

蔵所 

  ウ 危険物の貯蔵

最 大 数 量 が

500,000キロリ

ットル以上の特

定屋外タンク貯

蔵所 

   略 

１８ 略 

 

 

1件 3,190,000円 

 

 

 

 

 

 

 

1件 4,790,000円 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５２号 所 管 
水道局管理課ほか各事業

所管課 

件 名 
尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の

一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  平成３０年度からの公営企業局の設置に伴い、関係する条例において、その権限等

を新たに設置する公営企業管理者へ改めるなどの所掌事務に係る所要の規定整備等

を行うもの。 

 

２ 改正の対象となる条例 

   尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

   尼崎市水道事業給水条例 

   尼崎市下水道条例 

   地方公営企業法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない資産

の取得及び処分等に関する条例 

   尼崎市水洗便所改造資金貸付条例 

   尼崎市都市計画下水道事業受益者負担金条例 

   尼崎市公営企業審議会条例 

   尼崎市都市計画下水道事業受益者負担金の徴収に関する条例 

   尼崎市の環境をまもる条例 

   尼崎市職員の特殊勤務手当に関する条例 

   尼崎市下水道施設維持管理業務委託事業者選定委員会条例 

   尼崎市公共調達基本条例 

 

３ 主な改正内容 

  公営企業局の設置に伴い、その管理権限等を「市長」又は「尼崎市水道事業管理者」

から「尼崎市公営企業管理者」へ変更する等の改正を行う。 

 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

改正後 現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第３８条第４項の規定に基づき、法第１５条

第１項に規定する企業職員で市が経営する企

業に勤務するもの（以下「企業職員」という。）

の給与の種類及び基準を定めるほか、企業職

員の給与について必要な事項を定めるものと

する。 

（給与の種類） 

第２条 常時勤務を要する企業職員（臨時的に

任用された者を除く。）及び地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める企業職

員（以下これらの企業職員を「職員」という。）

の給与の種類は、給料及び手当とする。 

（管理職手当） 

第３条の２ 管理職手当は、管理又は監督の地

位にある職員のうちその特殊性に基づき尼崎

市公営企業管理者（以下「管理者」という。）

が指定するもの（以下「管理監督職員」とい

う。）に対して支給する。 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第３８条第４項の規定に基き、本市公営企業

に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を

定めることを目的とする。 

 

 

 

（給与の種類） 

第２条 常時勤務を要する企業職員（臨時的に

任用された者を除く。）及び地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める企業職

員（以下「職員」という。）の給与の種類は、

給料及び手当とする。 

（管理職手当） 

第３条の２ 管理職手当は、管理又は監督の地

位にある職員のうちその特殊性に基づき管理

者（尼崎市モーターボート競走事業にあって

は、市長。以下同じ。）が指定するもの（以下

「管理監督職員」という。）に対して支給する。 
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尼崎市水道事業給水条例 

改正後 現 行 

（共用給水装置の設置及び使用） 

第５条 共用給水装置の設置及び使用は、尼崎

市公営企業管理者（以下「管理者」という。）

が必要と認めた場合に限る。 

（共用給水装置の設置及び使用） 

第５条 共用給水装置の設置及び使用は、尼崎

市水道事業管理者（以下「管理者」という。）

が必要と認めた場合に限る。 
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尼崎市下水道条例 

改正後 現 行 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 削除 

 第７章 略 

付則 

（排水設備工事の計画の確認） 

第３条 排水設備の新設、増設、改造、撤去又

は修繕（尼崎市公営企業管理者（以下「管理

者」という。）が別に定める軽易な修繕を除

く。）の工事（以下「排水設備工事」という。）

を行おうとする者は、あらかじめ、申請書を

管理者に提出して、その計画が排水設備の設

置及び構造の技術上の基準に適合するもので

あることの確認を受けなければならない。確

認を受けた計画を変更しようとするときも、

同様とする。 

（排水設備工事の施行） 

第３条の２ 排水設備工事は、排水設備工事を

適正に行うことができると認められる者で管

理者が指定するもの（以下「下水道排水設備

指定工事店」という。）でなければ行うこと

ができない。 

２ 前項の規定による下水道排水設備指定工

事店の指定について必要な事項は、管理者が

定める。 

（排水設備工事のしゅん功検査） 

第４条 排水設備工事を行った者は、当該排水

設備工事のしゅん功後、直ちに、その旨を管

理者に届け出て、しゅん功検査を受けなけれ

ばならない。この場合において、しゅん功検

査に特別の費用を要したときは、管理者が別

に定めるところにより、排水設備工事を行っ

た者がこれを負担しなければならない。 

（排水設備の接続の方法等） 

第５条 略 

２ 排水設備の排水管の内径及び排水渠
きょ

の断

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 尼崎市下水道運営審議会（第２１条） 

 第７章 略 

付則 

（排水設備工事の計画の確認） 

第３条 排水設備の新設、増設、改造、撤去又

は修繕（市長の定める軽易な修繕を除く。）

の工事（以下「排水設備工事」という。）を

行なおうとする者は、あらかじめ申請書を市

長に提出して、その計画が排水設備の設置及

び構造の技術上の基準に適合するものである

ことの確認を受けなければならない。確認を

受けた計画を変更しようとするときも、同様

とする。 

 

（排水設備工事の施行） 

第３条の２ 排水設備工事は、排水設備工事を

適正に行うことができると認められる者で市

長が指定するもの（以下「下水道排水設備指

定工事店」という。）でなければ行うことが

できない。 

２ 前項に規定する下水道排水設備指定工事

店の指定について必要な事項は、規則で定め

る。 

（排水設備工事のしゅん功検査） 

第４条 排水設備工事を行なった者は、排水設

備工事しゅん功後、直ちにその旨市長に届け

出て、しゅん功検査を受けなければならな

い。この場合において、しゅん功検査に特別

の費用を要したときは、市長の定めるところ

により、排水設備工事を行なった者がこれを

負担しなければならない。 

（排水設備の接続の方法等） 

第５条 略 

２ 排水設備の排水管の内径及び排水きょの
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面積は、次に定めるところによらなければな

らない。 

   雨水又は雨水を含む下水を排除すべきも

の 

排水面積 

(単位平方

メートル) 

排水管の内

径 

（単位ミリ

メートル） 

排水渠
きょ

の断

面積 

２００未満 １００以上 排水面積の

区 分 に 応

じ、中欄に

掲げる内径

の排水管と

同程度以上

の排水能力

のある断面

積 

２００以上

４００未満 

１２５以上 

４００以上

６００未満 

１５０以上 

６００以上

１，０００

未満 

１８０以上 

１，０００

以上１，５

００未満 

２００以上 

１，５００

以上２，０

００未満 

２５０以上 

   汚水のみを排除すべきもの 

排水人口 

（単位人） 

排水管の内

径 

（単位ミリ

メートル） 

排水渠
きょ

の断

面積 

１３０未満 １００以上 排水人口の

区 分 に 応

じ、中欄に

掲げる内径

の排水管と

同程度以上

の排水能力

のある断面

積 

１３０以上

２５０未満 

１２５以上 

２５０以上

５００未満 

１５０以上 

５００以上

７００未満 

１８０以上 

７００以上

１，０００

未満 

２００以上 

３ 土地又は建物の利用状況により多量の汚

断面積は、次の各号に定めるところによらな

ければならない。 

   雨水又は雨水を含む下水を排除すべきも

の 

排水面積 

(単位平方

メートル) 

排水管の内

径 

（単位ミリ

メートル） 

排水きょの

断面積 

２００未満 １００以上 排水面積の

区 分 に 応

じ、中欄に

掲げる内径

の排水管と

同程度以上

の排水能力

のある断面

積 

２００以上

４００未満 

１２５以上 

４００以上

６００未満 

１５０以上 

６００以上

１，０００

未満 

１８０以上 

１，０００

以上１，５

００未満 

２００以上 

１，５００

以上２，０

００未満 

２５０以上 

   汚水のみを排除すべきもの 

排水人口 

（単位人） 

排水管の内

径 

（単位ミリ

メートル） 

排水きょの

断面積 

１３０未満 １００以上 排水人口の

区 分 に 応

じ、中欄に

掲げる内径

の排水管と

同程度以上

の排水能力

のある断面

積 

１３０以上

２５０未満 

１２５以上 

２５０以上

５００未満 

１５０以上 

５００以上

７００未満 

１８０以上 

７００以上

１，０００

未満 

２００以上 

３ 土地建物の利用状況により多量の汚水を
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水を排除する必要がある場合その他の事由

により前項の規定によることが適当でない

と管理者が認めるときは、同項の規定にかか

わらず、排水設備の排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積は、管理者が定める。 

（排水設備工事の設計等の委託） 

第６条 排水設備工事の設計、施行又は清掃

は、市に委託することができる。この場合に

おいて、当該設計等に要する費用は、管理者

が別に定めるところにより、委託者が負担し

なければならない。 

２ 前項の規定により排水設備工事の設計又は

工事を委託した者については、第３条又は第

４条の規定は、適用しない。 

（使用開始等の届出） 

第７条 公共下水道の使用を開始し、再開し、

休止し、又は廃止しようとする者は、遅滞な

く、その旨を管理者に届け出なければならな

い。公共下水道の使用開始後において、水洗

便所の使用を開始し、再開し、休止し、又は

廃止しようとするときも、同様とする。 

２ 尼崎市水道事業給水条例（昭和３５年尼崎

市条例第７号）第１９条の規定による申込み

又は同条例第２２条第１項（第１号に限る。）

の規定による届出があったときは、当該申込

み又は届出と同一の事由に基づく前項の規定

による届出があったものとみなす。 

（使用料の徴収） 

第９条 １・２ 略 

３ 使用者が特定事業場から管理者が別に定め

る水質の汚水を、１月につき管理者が別に定

める水量を超えて排除したときは、第１項の

規定にかかわらず、当該使用者から、前項の

規定を適用して算定した額に、当該特定事業

場からその月に排除された汚水の総量に１立

方メートルにつき１２８円の範囲内で管理者

が別に定める額を乗じて得た額を加えて得た

額に１００分の１０８を乗じて得た額（その

排除する場合等前項の規定によることが適

当でないと市長が認めるときは、前項の規定

にかかわらず、排水設備の排水管の内径及び

排水きょの断面積は、市長が定める。 

 

（排水設備工事の設計等の委託） 

第６条 排水設備工事の設計、施行又は清掃

は、市長に委託することができる。この場合

において、当該設計等に要する費用は、市長

の定めるところにより、委託者が負担しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により市長に排水設備工事の設

計又は工事を委託した者については、第３条

又は第４条の規定は、適用しない。 

（使用開始等の届出） 

第７条 公共下水道の使用を開始し、再開し、

休止し、又は廃止しようとする者は、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。

公共下水道の使用開始後において、水洗便所

の使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止

しようとするときも、同様とする。 

２ 尼崎市水道事業給水条例（昭和３５年尼崎

市条例第７号）第１９条又は第２２条第１項

第１号の規定による申込み又は届出があった

ときは、その申込み又は届出と同一の事由に

基づく前項の規定による届出があったものと

みなす。 

（使用料の徴収） 

第９条 １・２ 略 

３ 使用者が特定事業場から市長が別に定める

水質の汚水を、１月につき市長が別に定める

水量を超えて排除したときは、第１項の規定

にかかわらず、当該使用者から、前項の規定

を適用して算定した額に、当該特定事業場か

らその月に排除された汚水の総量に１立方メ

ートルにつき１２８円の範囲内で市長が別に

定める額を乗じて得た額を加えて得た額に１

００分の１０８を乗じて得た額（その額に１
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額に１円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）の使用料を徴収する。 

（概算使用料の前納） 

第１０条 公共下水道を臨時に使用する者は、

その都度管理者が別に定める概算使用料を前

納しなければならない。ただし、管理者が前

納させる必要がないと認めるものについて

は、この限りでない。 

２ 前項の規定により前納された概算使用料

は、当該使用者が公共下水道の使用を廃止し

たとき又は管理者が必要と認めるときに精算

する。 

（使用開始等の場合の使用料の算定） 

第１１条 略 

２ 第７条第１項前段の規定による届出をす

べき者が当該届出をしないで公共下水道の

使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止し

たときは、当該者が公共下水道の使用を開始

し、再開し、休止し、又は廃止した日を管理

者が認定して、前項の規定を適用する。 

（汚水排出量の認定等） 

第１２条 水道汚水は水道の使用水量をもっ

て、工業用水道汚水は工業用水道の使用水量

をもって、その排水量とみなす。ただし、管

理者は、使用水量と汚水排出量とに著しい差

があると認めるときその他特別の理由があ

ると認めるときは、その都度汚水排出量を認

定する。 

２ 井戸汚水その他の汚水は、人員、業態その

他の事実により管理者がその排出量を認定

する。 

３ 公共下水道に排除される汚水の水質は、管

理者が認定する。 

４ 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質の認

定について必要があると認めるときは、当該

使用者その他関係人に報告を求め、若しくは

必要な書類の提出を求め、又は特定事業場の

敷地内の適当な場所にこれらの認定のため

円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）の使用料を徴収する。 

（概算使用料の前納） 

第１０条 公共下水道を臨時に使用する者は、

そのつど市長が定める概算使用料を前納しな

ければならない。ただし、市長において前納

させる必要がないと認めたものについては、

この限りでない。 

２ 前項の規定により前納された概算使用料

は、当該使用者が公共下水道の使用を廃止し

たとき、又は市長が必要と認めたときに精算

する。 

（使用開始等の場合の使用料の算定） 

第１１条 略 

２ 第７条第１項前段の規定による届出をす

べき者が当該届出をしないで公共下水道の

使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止し

たときは、当該者が公共下水道の使用を開始

し、再開し、休止し、又は廃止した日を市長

が認定して、前項の規定を適用する。 

（汚水排出量の認定等） 

第１２条 水道汚水は水道の使用水量をもっ

て、工業用水道汚水は工業用水道の使用水量

をもって、その排水量とみなす。ただし、使

用水量と汚水排出量とに著しい差があると

き、その他特別の理由があると認めるとき

は、市長がその都度汚水排出量を認定する。 

 

２ 井戸汚水及びその他の汚水は、人員、業態

その他の事実により市長がその排出量を認

定する。 

３ 公共下水道に排除される汚水の水質は、市

長が認定する。 

４ 市長は、汚水排出量又は汚水の水質の認定

について必要があると認めるときは、当該使

用者その他関係人に報告を求め、若しくは必

要な書類の提出を求め、又は特定事業場の敷

地内の適当な場所にこれらの認定のために
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に必要な機器を設置することができる。 

（使用料の徴収方法） 

第１３条 使用料は、２月分をまとめて徴収す

る。ただし、管理者が必要と認めるときは、

他の方法をもって徴収することがある。 

（使用料の減免） 

第１４条 管理者は、公益上の理由その他特別

の理由があると認めるときは、使用料を減免

することができる。 

（行為の制限） 

第１５条 法第２４条第１項各号に掲げる行

為をしようとする者は、あらかじめ、申請書

を管理者に提出して、その許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

２ 令第１６条に規定する行為をしようとす

る者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け

出て、その指示を受けなければならない。 

（下水道敷等の占用の許可） 

第１７条 下水道の敷地（道路の敷地中の下水

道の敷地を除く。以下同じ。）又は排水施設

に物件を設け、継続して当該下水道の敷地又

は排水施設を占用しようとする者は、管理者

の許可を受けなければならない。許可を受け

た事項を変更しようとするときも、同様とす

る。 

（無断占用に対する処置） 

第１９条 管理者は、第１７条の許可を受けな

いで下水道の敷地又は排水施設に物件を設

けた者に対し、直ちに、その占用を停止させ、

及び当該物件を撤去させて原状に回復する

ことを命ずることができる。 

（占用許可の取消し等） 

第２０条 管理者は、占用者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該占用者に対して

その占用の許可を取り消し、又はその条件を

変更し、若しくは新たに条件を付することが

できる。 

必要な機器を設置することができる。 

（使用料の徴収方法） 

第１３条 使用料は、２月分をまとめて徴収す

る。ただし、市長が必要と認めたときは、他

の方法をもって徴収することがある。 

（使用料の減免） 

第１４条 市長は、公益上その他特別の理由が

あると認めるときは、使用料を減免すること

ができる。 

（行為の制限） 

第１５条 法第２４条第１項各号に掲げる行

為をしようとする者は、あらかじめ申請書を

市長に提出して、その許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

２ 令第１６条に定める行為をしようとする

者は、あらかじめその旨市長に届け出て、そ

の指示を受けなければならない。 

（下水道敷等の占用の許可） 

第１７条 下水道の敷地（道路の敷地中の下水

道の敷地を除く。以下同じ。）又は排水施設

に物件を設け、継続して当該下水道の敷地又

は排水施設を占用しようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。許可を受けた

事項を変更しようとするときも、同様とす

る。 

（無断占用に対する処置） 

第１９条 市長は、第１７条の許可を受けない

で下水道の敷地又は排水施設に物件を設け

た者に対し、直ちにその占用を停止させ、当

該物件を撤去させて原状に回復することを

命ずることができる。 

（占用許可の取消し等） 

第２０条 市長は、占用者が次の各号の一に該

当するときは、当該占用者に対してその占用

の許可を取り消し、又はその条件を変更し、

若しくは新たに条件を付することができる。 
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  ・  略 

   占用料を滞納したとき。 

   前各号に掲げるもののほか、管理者が下

水道の管理上又は公益上やむを得ない事情

があると認めるとき。 

削る 

 

 

 

   第６章 削除 

 

第２１条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代理人の選定） 

第２２条 管理者は、排水設備を設置すべき者

又は使用者が市内に居住しないときその他

必要があると認めるときは、この条例に定め

る事項を処理させるため、本市内に居住する

代理人の選定を命ずることができる。 

（手数料） 

  ・  略 

   占用料を滞納したとき。 

 

 

 

２ 前項に掲げるもののほか、市長は、下水道

の管理上又は公益上やむを得ない事実が発

生したときは、前項に規定する処分をするこ

とができる。 

   第６章 尼崎市下水道運営審議会 

（尼崎市下水道運営審議会） 

第２１条 次の各号に掲げる事項を調査審議

させるため、尼崎市下水道運営審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

   排水設備の設置等に関すること。 

   公共下水道の使用料に関すること。 

   下水道受益者負担金に関すること。 

   その他下水道事業の経営に関し市長が必

要と認める事項 

２ 審議会は、委員１２人以内で組織する。 

３ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

   学識経験者 

   市議会議員 

   排水設備を設置すべき者又は使用者 

４ 委員は、第１項各号に掲げる事項の調査審

議が終了したときは、解嘱されるものとす

る。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織

及び運営について必要な事項は、規則で定め

る。 

（代理人の選定） 

第２２条 市長は、排水設備を設置すべき者又

は使用者が市内に居住しないときその他必

要があると認めるときは、この条例に定める

事項を処理させるため、市内に居住する代理

人の選定を命ずることができる。 

（手数料） 
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第２３条 第３条の２第１項の規定による下

水道排水設備指定工事店の指定を受けよう

とする者は、当該指定の申請の際、１０，０

００円以内で管理者が別に定める額の手数

料を納付しなければならない。 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、管

理者が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（過料） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１０，０００円以下の過料に処する。 

  ～  略 

   第２０条第１号又は第２号に該当する者 

 

（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、管理者が

定める。 

第２３条 第３条の２第１項に規定する下水

道排水設備指定工事店の指定を受けようと

する者は、申請の際、１０，０００円以内で

規則で定める額の手数料を納付しなければ

ならない。 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

（過料） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１０，０００円以下の過料に処する。 

  ～  略 

   第２０条第１項第１号又は第２号に規定

する行為をした者 

（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、規則で定

める。 
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地方公営企業法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分等

に関する条例 

改正後 現 行 

（水道事業等の業務状況説明書類の提出等） 

 

第４条 尼崎市公営企業管理者（以下「管理者」

という。）は、法第４０条の２第１項の規定に

基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日

までの尼崎市水道事業、尼崎市工業用水道事

業、尼崎市下水道事業及び尼崎市モーターボ

ート競走事業（以下「水道事業等」という。）

の業務の状況を説明する書類を１１月３０日

までに、１０月１日から３月３１日までの水

道事業等の業務の状況を説明する書類を５月

３１日までに市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の水道事業等の業務の状況を説明する

書類（以下「業務状況説明書類」という。）に

は、その期間における次の各号に掲げる事項

を掲載するものとする。 

３ 管理者は、天災その他やむを得ない事情に

より水道事業等の業務状況説明書類をそれぞ

れ第１項に規定するその提出期限までに市長

に提出することができなかった場合は、当該

期限後できるだけ速やかに、これを市長に提

出しなければならない。 

４ 市長は、第１項又は前項の規定による水道

事業等の業務状況説明書類の提出があったと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（削る） 

（尼崎市水道事業等の業務状況説明書類の提出 

等） 

第４条 尼崎市水道事業管理者（以下「管理者」

という。）は、法第４０条の２第１項の規定に

基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日

までの尼崎市水道事業及び尼崎市工業用水道

事業（以下「尼崎市水道事業等」という。）の

業務の状況を説明する書類を１１月３０日ま

でに、１０月１日から３月３１日までの尼崎

市水道事業等の業務の状況を説明する書類を

５月３１日までに市長に提出しなければなら

ない。 

 

２ 前項の尼崎市水道事業等の業務の状況を説

明する書類（以下「業務状況説明書類」とい

う。）には、その期間における次の各号に掲げ

る事項を掲載するものとする。 

３ 管理者は、天災その他やむを得ない事情に

より尼崎市水道事業等の業務状況説明書類を

それぞれ第１項に規定するその提出期限まで

に市長に提出することができなかった場合

は、当該期限後できるだけ速やかに、これを

市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第１項又は前項の規定による尼崎

市水道事業等の業務状況説明書類の提出があ

ったときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（尼崎市下水道事業等の業務状況説明書類の作 

成等） 

第５条 前条の規定は、尼崎市下水道事業及び

尼崎市モーターボート競走事業の業務状況説

明書類について準用する。この場合において、

同条第１項中「尼崎市水道事業管理者（以下

「管理者」という。）とあるのは、「市長」と、

「市長に提出しなければ」とあるのは「作成
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しなければ」と、同条第２項中「前項」とあ

るのは「次条において読み替えて準用する前

項」と、同条第３項中「管理者」とあるのは

「市長」と、「それぞれ第１項」とあるのは「次

条において読み替えて準用する第１項」と、

「市長に提出する」とあるのは「作成する」

と、「市長に提出しなければ」とあるのは「作

成しなければ」と、同条第４項中「第１項」

とあるのは「次条において読み替えて準用す

る第１項」と、「よる」とあるのは「より」と、

「の提出があった」とあるのは「を作成した」

と、同条第５項中「前項」とあるのは次条に

おいて読み替えて準用する前項」と読み替え

るものとする。 
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尼崎市水洗便所改造資金貸付条例 

改正後 現 行 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、くみ取り便所（し尿浄化

槽を設ける便所を含む。以下同じ。）を水洗

便所（汚水管が下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第２条第３号に規定する公共下水道

に連結されたものに限る。以下同じ。）に改

造しようとする者に対し、これに必要な資金

（以下「資金」という。）を貸し付け、水洗

便所の適正な設置及び普及を図り、もって環

境衛生の向上に資することを目的とする。 

 

（貸付けの対象） 

第２条 資金の貸付けは、予算の範囲内におい

て、家屋の所有者又はその所有者の同意を得

た者で、くみ取り便所を水洗便所に改造しよ

うとするものに対し行う。 

２ 前項の資金の貸付けを受けることのでき

る者は、次の各号に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

   資金の貸付額（以下「貸付金」という。）

の償還能力を有すると認められる者で独立

の生計を営んでいるもの 

   第５条に規定する保証人を立てることが

できる者 

   市民税、固定資産税、下水道受益者負担

金及び下水道使用料を完納している者 

（貸付けの条件） 

第３条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。 

   貸付利子 無利子。ただし、下水道法第

１１条の３第１項に規定する者が同項の規

定によりくみ取り便所を水洗便所に改造し

なければならない期限（当該期限を経過し

てもくみ取り便所を水洗便所に改造してい

ない場合であって、当該くみ取り便所を水

洗便所に改造していないことについて相当

の理由があるものとして尼崎市公営企業管

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、汲
くみ

取り便所（し尿浄化槽
そう

を設ける便所を含む。次条第１項及び第３条

第１項第１号において同じ。）を水洗便所（汚

水管が下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第２条第３号に規定する公共下水道に連結

されたものに限る。以下同じ。）に改造しよ

うとする者に対し、これに必要な資金（以下

「資金」という。）を貸し付け、水洗便所の

適正な設置及び普及を図り、もって環境衛生

の向上に資することを目的とする。 

（貸付けの対象） 

第２条 資金の貸付けは、予算の範囲内におい

て、家屋の所有者又はその所有者の同意を得

た者で、かつ、汲
くみ

取り便所を水洗便所に改造

しようとするものに対し行う。 

２ 前項の資金の貸付けを受けることのでき

る者は、次の各号に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

   資金の貸付額（以下「貸付金」という。）

の償還能力を有すると認められる者で独立

の生計を営んでいるもの 

   第５条に規定する保証人をたてることが

できる者 

   市民税、固定資産税、下水道受益者負担

金、下水道使用料を完納している者 

（貸付けの条件） 

第３条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。 

   貸付利子 無利子。ただし、下水道法第

１１条の３第１項に規定する者が同項の規

定により汲
くみ

取り便所を水洗便所に改造しな

ければならない期限（当該期限を経過して

も汲
くみ

取り便所を水洗便所に改造していない

場合であって、当該汲
くみ

取り便所を水洗便所

に改造していないことについて相当の理由

があるものとして規則で定める事由に該当
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理者（以下「管理者」という。）が別に定

める事由に該当するときは、当該事由がや

んだ後６月）を経過して第６条第１項の規

定による資金の借受けの申込みをする場合

にあっては、年７．５パーセント 

   償還方法 貸し付けた月の翌月から３６

月（３６月で償還することが困難であると

特に管理者が認めるときは、６５月）以内

の毎月分割払 

２ 前項第３号に規定する延滞利子の額の計算

に係る年当たりの割合は、うるう年の日を含

む期間についても３６５日当たりの割合とす

る。 

（貸付金の額） 

第４条 貸付金は、便所の改造（付帯工事を含

む。）１件（大便器及び小便器の１対又は兼

用便器１個をいう。）につき、３７１，００

０円以内において管理者が別に定める額とす

る。 

（連帯保証人） 

第５条 資金の貸付けを受けようとする者は、

管理者が別に定める連帯保証人１人を立てな

ければならない。 

（資金の貸付けの決定等） 

第６条 資金の貸付けの決定は、資金の貸付け

を受けようとする者の借受けの申込みによっ

て管理者が行う。 

２ 管理者は、前項の申込みがあったときは、

速やかに、その決定を行い、及びその申込者

に通知するものとする。 

（資金の貸付時期） 

第７条 資金の貸付けは、便所の改造工事の完

了後管理者が行う所定の検査に合格した後に

行う。 

（償還期限の延長） 

第８条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が

災害その他やむを得ない理由により貸付金を

償還期限までに償還することが著しく困難で

するときは、当該事由がやんだ後６月）を

経過して第６条第１項の規定による資金の

借受けの申込みをする場合にあっては、年

７．５パーセント 

 

   償還方法 貸し付けた月の翌月から３６

月（３６月で償還することが困難であると

特に市長が認めるときは、６５月）以内の

毎月分割払 

２ 前項第３号に規定する延滞利子の額の計算

に係る年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期

間についても３６５日当たりの割合とする。 

 

（貸付金の額） 

第４条 貸付金は、便所の改造（付帯工事を含

む。）１件（大便器及び小便器の１対又は兼

用便器１個をいう。）につき、３７１，００

０円以内において規則で定める額とする。 

 

（連帯保証人） 

第５条 資金の貸付けを受けようとする者は、

規則で定める連帯保証人１人をたてなければ

ならない。 

（資金の貸付けの決定等） 

第６条 資金の貸付けの決定は、資金の貸付け

を受けようとする者の借受けの申込みによっ

て市長が行なう。 

２ 市長は、前項の申込みがあったときは、す

みやかにその決定を行ない、当該申込者に通

知するものとする。 

（資金の貸付時期） 

第７条 資金の貸付けは、便所の改造工事の完

了後市長が行なう所定の検査に合格した後に

行なう。 

（償還期限の延長） 

第８条 市長は、資金の貸付けを受けた者が災

害その他やむを得ない理由により貸付金を償

還期限までに償還することが著しく困難であ
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あると認めるときは、資金の貸付けを受けた

者（以下「借受人」という。）の申出により、

資金の償還期限を延長することができる。 

（貸付けの決定の取消し等） 

第１０条 管理者は、資金の貸付けの決定通知

を受けた者又は借受人が、次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、その者に対し、

その決定を取り消し、又は第３条の規定にか

かわらず貸付金の全部若しくは一部を一時に

償還させることができる。 

  ～  略 

   貸付けの決定を受けた者が管理者が別に

定める期間内に便所の改造工事に着手しな

いとき。 

   略 

   前各号に掲げるもののほか、管理者が貸

付けの必要がないと認めるとき。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、管理者が

定める。 

ると認めるときは、資金の貸付けを受けた者

（以下「借受人」という。）の申出により、

資金の償還期限を延長することができる。 

（貸付けの決定の取消し等） 

第１０条 市長は、資金の貸付けの決定通知を

受けた者又は借受人が、次の各号の一に該当

すると認めるときは、その者に対し、その決

定を取り消し、又は第３条の規定にかかわら

ず貸付金の全部若しくは一部を一時に償還さ

せることができる。 

  ～  略 

   貸付けの決定を受けた者が市長が定める

期間内に便所の改造工事に着手しないと

き。 

   略 

   前各号に掲げるもののほか、市長が貸付

けの必要がないと認めるとき。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、規則で定

める。 
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尼崎市都市計画下水道事業受益者負担金条例 

改正後 現 行 

（受益者） 

第２条 略 

２ 尼崎市公営企業管理者（以下「管理者」と

いう。）は、排水区域内における土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）による土

地区画整理事業の施行に係る土地について仮

換地の指定が行われた場合において必要があ

ると認めるときは、当該土地に換地処分が行

われたものとみなし、前項の受益者を定める

ことができる。 

（負担区の決定等） 

第４条 管理者は、排水区域を土地その他の状

況に応じて２以上の負担区に区分するものと

する。 

２ 管理者は、前項の規定により負担区を定め

たときは、当該負担区の名称、区域及び地積

を公告しなければならない。 

（受益者の負担金の額） 

第７条 略 

２ 管理者は、負担区内に存する土地で公共下

水道に排除する汚水量が著しく多いものの用

に供されているものについては、当該土地に

係る受益者に対し、前項に規定する負担金の

ほか、当該負担金の額の１０割以内の負担金

の増課をすることができる。 

（負担区の事業費の予定額の決定等） 

第８条 管理者は、負担区に係る共通事業以外

の事業に着手する前に、当該負担区に係る事

業費及び単位負担金額の予定額を定め、これ

らを公告しなければならない。 

（賦課対象区域の決定等） 

第９条 管理者は、年度当初に、当該年度内に

負担金を賦課しようとする区域（以下「賦課

対象区域」という。）を定め、これを公告し

なければならない。 

２ 前項の賦課対象区域は、同項の規定による

（受益者） 

第２条 略 

２ 市長は、排水区域内における土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）による土地

区画整理事業の施行に係る土地について仮換

地の指定が行なわれた場合において必要があ

ると認めるときは、当該地に換地処分が行な

われたものとみなし、前項の受益者を定める

ことができる。 

 

（負担区の決定等） 

第４条 市長は、排水区域を土地その他の状況

に応じて２以上の負担区に区分するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定により負担区を定めた

ときは、当該負担区の名称、区域及び地積を

公告しなければならない。 

（受益者の負担金の額） 

第７条 略 

２ 市長は、負担区内に存する土地で公共下水

道に排除する汚水量が著しく多いものの用に

供されているものについては、当該土地に係

る受益者に対し、前項に規定する負担金のほ

か、当該負担金の額の１０割以内の負担金の

増課をすることができる。 

（負担区の事業費の予定額の決定等） 

第８条 市長は、負担区に係る共通事業以外の

事業に着手する前に、当該負担区に係る事業

費及び単位負担金額の予定額を定め、これら

を公告しなければならない。 

（賦課対象区域の決定等） 

第９条 市長は、年度当初に、当該年度内に負

担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対

象区域」という。）を定め、これを公告しな

ければならない。 

２ 前項の賦課対象区域は、同項の規定による
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公告（以下「区域公告」という。）の日の属

する年度内において事業の施行を予定してい

る区域とする。 

（負担金の賦課） 

第１０条 管理者は、区域公告の日現在におけ

る当該区域公告があった賦課対象区域内の土

地に係る受益者ごとに、第８条の規定により

公告された単位負担金額の予定額を基礎とし

て負担金の額を定め、これを賦課するものと

する。 

２ 管理者は、前項の規定により負担金の額を

定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及

びその納付すべき時期を受益者に通知しなけ

ればならない。 

（賦課の期間制限） 

第１１条 前条第１項の規定による負担金の賦

課は、区域公告の日の翌日から起算して３年

を経過した日以後においては、行うことがで

きない。 

２ 偽りその他不正の行為により、負担金の全

部又は一部の賦課を免れた負担金に係る賦課

は、前項の規定にかかわらず、区域公告の日

の翌日から起算して５年を経過する日まで行

うことができる。 

（負担金の徴収） 

第１２条 略 

２ 前項の場合において、次条に規定する納付

すべき時期ごとの分割金額に１００円未満

の端数があるとき又はその分割金額の全額

が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額は、全て最初の納付すべき時期

に係る分割金額に合算するものとする。 

３ 管理者は、負担金を徴収しようとするとき

は、管理者が別に定めるところにより受益者

に納入の通知をしなければならない。 

（負担金の納期） 

第１３条 略 

２ 管理者は、前項の規定によりがたいとき

公告の日の属する年度内において事業の施行

を予定している区域とする。 

 

（負担金の賦課） 

第１０条 市長は、前条第１項の公告の日現在

における当該公告のあつた賦課対象区域内の

土地に係る受益者ごとに、第８条の規定によ

り公告された単位負担金額の予定額を基礎と

して負担金の額を定め、これを賦課するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により負担金の額を定

めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び

その納付すべき時期を受益者に通知しなけれ

ばならない。 

（賦課の期間制限） 

第１１条 前条第１項の負担金の賦課は、第９

条第１項の公告の日の翌日から起算して３年

を経過した日以後においては、することがで

きない。 

２ 偽りその他不正の行為により、負担金の全

部又は一部の賦課を免れた負担金に係る賦課

は、前項の規定にかかわらず、第９条第１項

の公告の日の翌日から起算して５年を経過す

る日まですることができる。 

（負担金の徴収） 

第１２条 略 

２ 前項の場合において、次条に規定する納付

すべき時期ごとの分割金額に１００円未満

の端
は

数があるとき、又はその分割金額の全額

が１００円未満であるときは、その端
は

数金額

又はその全額は、すべて最初の納付すべき時

期に係る分割金額に合算するものとする。 

３ 市長は、負担金を徴収しようとするときは、

規則で定めるところにより受益者に納入の通

知をしなければならない。 

（負担金の納期） 

第１３条 略 

２ 市長は、前項の規定によりがたいときは、
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は、別に納付すべき時期を定めることができ

る。 

（負担金の徴収猶予） 

第１４条 管理者は、受益者について災害、盗

難その他の事故が生じたことにより、受益者

が負担金を納付することが困難であると認

めるときその他特に負担金の徴収を猶予す

る必要があると認めるときは、当該受益者の

申請に基づき、負担金の全部又は一部の徴収

を猶予することができる。 

２ 管理者は、前項の規定により負担金の徴収

の猶予を受けた者について、財産の状況その

他の事情の変化によりその徴収の猶予を継

続することが適当でないと認めるときは、そ

の徴収の猶予を取り消すことができる。 

３ 管理者は、前項の規定により負担金の徴収

の猶予を取り消したときは、その旨を当該受

益者に通知しなければならない。 

（負担金の減免等） 

第１５条 略 

２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する

受益者の負担金の全部又は一部を当該受益

者の申請に基づき、減免することができる。 

  ・  略 

   前２号に掲げる受益者のほか、管理者が

特に負担金を減免する必要があると認める

受益者 

（事業費の確定等） 

第１６条 管理者は、負担区に係る事業が終了

したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事

業費及び単位負担金額を確定し、これらを公

告しなければならない。 

（負担金の額の確定及び清算等） 

第１７条 管理者は、前条の規定により公告さ

れた当該負担区に係る単位負担金額を基礎

として負担金の額を確定し、その確定した額

と第１０条第１項の規定により定めた負担

金の額との間に差額があるときは、遅滞な

別に納付すべき時期を定めることができる。 

 

（負担金の徴収猶予） 

第１４条 市長は、受益者について災害、盗難

その他の事故が生じたことにより、受益者が

負担金を納付することが困難であると認め

るときその他特に負担金の徴収を猶予する

必要があると認めるときは、当該受益者の申

請に基づき、負担金の全部又は一部の徴収を

猶予することができる。 

２ 市長は、前項の規定により負担金の徴収の

猶予を受けた者について、財産の状況その他

の事情の変化によりその徴収の猶予を継続

することが適当でないと認めるときは、その

徴収の猶予を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により負担金の徴収の

猶予を取り消したときは、その旨を当該受益

者に通知しなければならない。 

（負担金の減免等） 

第１５条 略 

２ 市長は、次の各号の一に該当する受益者の

負担金の全部又は一部を当該受益者の申請

に基づき、減免することができる。 

  ・  略 

   前２号に掲げる受益者のほか、市長が特

に負担金を減免する必要があると認める受

益者 

（事業費の確定等） 

第１６条 市長は、負担区に係る事業が終了し

たときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業

費及び単位負担金額を確定し、これらを公告

しなければならない。 

（負担金の額の確定及び清算等） 

第１７条 市長は、前条の規定により公告され

た当該負担区に係る単位負担金額を基礎と

して負担金の額を確定し、その確定した額と

第１０条第１項の規定により定めた負担金

の額との間に差額があるときは、遅滞なく、
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く、その差額に相当する金額を受益者から追

徴し、又は受益者に還付しなければならな

い。 

２ 前条の規定により公告された当該負担区

に係る事業費及び単位負担金額の確定額が

第８条の規定により公告された当該負担区

に係る事業費及び単位負担金額の予定額を

超える場合において、その差額が少ないと管

理者が認めるときは、前項の規定による負担

金の額の確定及び追徴をしないことができ

る。 

３ 管理者は、前項の規定により負担金の額の

確定及び追徴をしないときは、前条の規定に

よる公告の日以後、遅滞なく、その旨を公告

しなければならない。 

（受益者の申告） 

第１８条 区域公告の日現在における当該区域

公告があつた賦課対象区内の土地に係る受益

者は、管理者が別に定めるところにより、管

理者に受益者の申告をしなければならない。 

（受益者に変更があつた場合の取扱い） 

第１９条 区域公告の日後、賦課対象区域内の

土地に係る受益者の変更があつた場合におい

て、当該変更に係る当事者の一方又は双方が

その旨を管理者に申し出たときは、新たに受

益者となつた者は、従前の受益者の地位を承

継する。ただし、第１０条第１項の規定によ

り定められた額及び第１７条第１項の規定に

より受益者から追徴すべき金額のうちその申

出があつた日までに納付すべき時期に至つて

いるものは、従前の受益者が納付するものと

する。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、管理者が

定める。 

その差額に相当する金額を受益者から追徴

し、又は受益者に還付しなければならない。 

 

２ 前条の規定により公告された当該負担区

に係る事業費及び単位負担金額の確定額が

第８条の規定により公告された当該負担区

に係る事業費及び単位負担金額の予定額を

こえる場合において、その差額が少ないと市

長が認めるときは、前項の規定による負担金

の額の確定及び追徴をしないことができる。 

 

３ 市長は、前項の規定により負担金の額の確

定及び追徴をしないときは、前条の規定によ

る公告の日以後、遅滞なく、その旨を公告し

なければならない。 

（受益者の申告） 

第１８条 第９条第１項の公告の日現在におけ

る当該公告のあつた賦課対象区内の土地に係

る受益者は、規則で定めるところにより、市

長に受益者の申告をしなければならない。 

（受益者に変更があつた場合の取扱い） 

第１９条 第９条第１項の公告の日後、賦課対

象区域内の土地に係る受益者の変更があつた

場合において、当該変更に係る当事者の一方

又は双方がその旨を市長に申し出たときは、

新たに受益者となつた者は、従前の受益者の

地位を承継する。ただし、第１０条第１項の

規定により定められた額及び第１７条第１項

の規定により受益者から追徴すべき金額のう

ち当該申し出があつた日までに納付すべき時

期に至つているものは、従前の受益者が納付

するものとする。 

（委任） 

第２０条 この条例の施行について必要な事項

は、規則で定める。 
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尼崎市公営企業審議会条例 

改正後 現 行 

（設置） 

第１条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）に基づき市が経営する企業（以下「公

営企業」という。）の経営に関する重要な事項

を調査審議させるため、市長の付属機関とし

て、尼崎市公営企業審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条 １・２ 略 

３ 委員は、公営企業の経営に関する重要な事

項の調査審議が終了したときは、解嘱される

ものとする。 

（会長） 

第３条 １・２ 略 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、あらかじめ会長が指名する委員がその

職務を代理する。 

（招集） 

第４条 略 

（会議） 

第５条 審議会は、委員の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で

これを決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（部会） 

第６条 審議会は、必要に応じ、その所掌事項

を分掌させるため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会

に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 第３条第２項及び第３項並びに前２条の規

定は、部会について準用する。この場合にお

いて、同項中「あらかじめ」とあるのは「あ

らかじめその部会に属する委員のうちから」

と、前条中「委員」とあるのは「部会に属す

（設置） 

第１条 本市の地方公営企業法（昭和２７年法

律第２９２号）第２条第１項の企業の経営に

関する重要な事項の調査審議及び意見の具申

を行うため、市長の諮問機関として、尼崎市

公営企業審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

（組織） 

第２条 １・２ 略 

３ 委員は、当該諮問に係る調査審議及び意見

の具申が終了したときは、解嘱されるものと

する。 

（会長等） 

第３条 １・２ 略 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第４条 略 

（部会） 

第５条 審議会に専門部会を置くことができ

る。 
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る委員」と読み替えるものとする。 

（意見の聴取等） 

第７条 審議会及び部会は、必要があると認め

るときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の

提出を求めることができる。 

（幹事） 

第８条 略 

２ 幹事は、本市関係職員のうちから市長が任

命する。 

３ 幹事は、委員を補佐して、担任事務を処理

し、又は会務に従事する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営について必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 

 

 

 

 

 

（幹事） 

第６条 略 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

 

３ 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営について必要な事項は、市長が定める。 
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尼崎市都市計画下水道事業受益者負担金の徴収に関する条例 

改正後 現 行 

（適用区分） 

第２条 この条例は、尼崎都市計画下水道受益

者負担に関する省令（昭和３３年建設省令第

５号）第４条の規定により定められた負担区

に係る区域以外の区域（以下「新事業区域」

という。）の事業の負担金について適用する。 

（受益者） 

第３条 略 

２ 尼崎市公営企業管理者（以下「管理者」と

いう。）は、排水区域内における土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）による土

地区画整理事業の施行に係る土地について

仮換地の指定が行われた場合において必要

があると認めるときは、当該土地に換地処分

が行われたものとみなし、前項の受益者を定

めることができる。 

（排水区域の公告） 

第４条 管理者は、この条例の施行後遅滞な

く、排水区域を定め、当該排水区域の名称及

び区域を公告しなければならない。これを変

更したときも、同様とする。 

（受益者の負担金の額） 

第５条 受益者が負担する負担金の額は、当該

受益者が次条第１項の規定による公告の日

現在において所有し、又は地上権等を有する

土地で同項の規定により公告された区域内

のものの面積に１平方メートルにつき２０

０円を乗じて得た額とする。 

２ 管理者は、次条第１項の規定により公告さ

れた区域内に存する土地で公共下水道に排

除する汚水量が著しく多いものの用に供さ

れているものについては、当該土地に係る受

益者に対し、前項に規定する負担金のほか、

当該負担金の額の１０割以内の負担金の増

課をすることができる。 

（賦課対象区域の決定等） 

（適用区分） 

第２条 この条例は、尼崎都市計画下水道受益

者負担に関する省令（昭和３３年建設省令第

５号）第４条の規定により市長が定めた負担

区に係る区域以外の区域（以下「新事業区域」

という。）の事業の負担金について適用する。 

（受益者） 

第３条 略 

２ 市長は、排水区域内における土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）による土地

区画整理事業の施行に係る土地について仮

換地の指定が行われた場合において必要が

あると認めるときは、当該地に換地処分が行

われたものとみなし、前項の受益者を定める

ことができる。 

 

（排水区域の公告） 

第４条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、

排水区域を定め、当該排水区域の名称及び区

域を公告しなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

（受益者の負担金の額） 

第５条 受益者が負担する負担金の額は、当該

受益者が次条第１項の公告の日現在におい

て所有し、又は地上権等を有する土地で同項

の規定により公告された区域内のものの面

積に１平方メートルにつき２００円を乗じ

て得た額とする。 

２ 市長は、次条第１項の規定により公告され

た区域内に存する土地で公共下水道に排除

する汚水量が著しく多いものの用に供され

ているものについては、当該土地に係る受益

者に対し、前項に規定する負担金のほか、当

該負担金の額の１０割以内の負担金の増課

をすることができる。 

（賦課対象区域の決定等） 
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第６条 管理者は、年度当初に、当該年度内に

負担金を賦課しようとする区域（以下「賦課

対象区域」という。）を定め、これを公告し

なければならない。 

２ 前項の賦課対象区域は、同項の規定による

公告（以下「区域広告」という。）の日の属

する年度内において事業の施行を予定してい

る区域とする。 

（負担金の賦課） 

第７条 管理者は、区域公告の日現在における

当該区域公告があつた賦課対象区域内の土

地に係る受益者ごとに、第５条の規定により

算出した負担金の額を定め、これを賦課する

ものとする。 

２ 管理者は、前項の規定により負担金の額を

定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及

びその納付すべき時期を受益者に通知しなけ

ればならない。 

（賦課の期間制限） 

第８条 前条第１項の規定による負担金の賦課

は、区域公告の日の翌日から起算して３年を

経過した日以後においては、行うことができ

ない。 

２ 偽りその他不正な行為により、負担金の全

部又は一部の賦課を免れた負担金に係る賦課

は、前項の規定にかかわらず、区域公告の日

の翌日から起算して５年を経過する日まで行

うことができる。 

（負担金の徴収） 

第９条 略 

２ 前項の場合において、次条に規定する納付

すべき時期ごとの分割金額に１００円未満

の端数があるとき又はその分割金額の全額

が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額は、全て最初の納付すべき時期

に係る分割金額に合算するものとする。 

３ 管理者は、負担金を徴収しようとするとき

は、管理者が別に定めるところにより受益者

第６条 市長は、年度当初に、当該年度内に負

担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対

象区域」という。）を定め、これを公告しな

ければならない。 

２ 前項の賦課対象区域は、同項の規定による

公告の日の属する年度内において事業の施行

を予定している区域とする。 

 

（負担金の賦課） 

第７条 市長は、前条第１項の公告の日現在に

おける当該公告のあつた賦課対象区域内の土

地に係る受益者ごとに、第５条の規定により

算出した負担金の額を定め、これを賦課する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定により負担金の額を定

めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び

その納付すべき時期を受益者に通知しなけれ

ばならない。 

（賦課の期間制限） 

第８条 前条第１項の負担金の賦課は、第６条

第１項の公告の日の翌日から起算して３年を

経過した日以後においては、することができ

ない。 

２ 偽りその他不正な行為により、負担金の全

部又は一部の賦課を免れた負担金に係る賦課

は、前項の規定にかかわらず、第６条第１項

の公告の日の翌日から起算して５年を経過す

る日まですることができる。 

（負担金の徴収） 

第９条 略 

２ 前項の場合において、次条に規定する納付

すべき時期ごとの分割金額に１００円未満

の端数があるとき、又はその分割金額の全額

が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額は、すべて最初の納付すべき時

期に係る分割金額に合算するものとする。 

３ 市長は、負担金を徴収しようとするとき

は、規則で定めるところにより受益者に納入
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に納入の通知をしなければならない。 

（負担金の納期） 

第１０条 略 

２ 管理者は、前項の規定によりがたいとき

は、別に納付すべき時期を定めることができ

る。 

（負担金の徴収猶予） 

第１１条 管理者は、受益者について、災害、

盗難その他の事故が生じたことにより、受益

者が負担金を納付することが困難であると

認めるときその他特に負担金の徴収を猶予

する必要があると認めるときは、当該受益者

の申請に基づき、負担金の全部又は一部の徴

収を猶予することができる。 

２ 管理者は、前項の規定により負担金の徴収

の猶予を受けた者について、財産の状況その

他の事情の変化によりその徴収の猶予を継続

することが適当でないと認めるときは、その

徴収の猶予を取り消すことができる。 

３ 管理者は、前項の規定により負担金の徴収

の猶予を取り消したときは、その旨を当該受

益者に通知しなければならない。 

（負担金の免除等） 

第１２条 略 

２ 管理者は、事業のために土地その他の物

件、労力又は金銭を提供した受益者その他公

益上管理者が特に負担金を免除する必要が

あると認める受益者については、その者の申

請により、負担金の全部又は一部を免除する

ことができる。 

（受益者の申告） 

第１３条 区域公告の日現在における当該区

域公告があつた賦課対象区域内の土地に係

る受益者は、管理者が別に定めるところによ

り、管理者に受益者の申告をしなければなら

ない。 

（受益者に変更があつた場合の取扱い） 

第１４条 区域公告の日後、賦課対象区域内の

の通知をしなければならない。 

（負担金の納期） 

第１０条 略 

２ 市長は、前項の規定によりがたいときは、

別に納付すべき時期を定めることができる。 

 

（負担金の徴収猶予） 

第１１条 市長は、受益者について、災害、盗

難その他の事故が生じたことにより、受益者

が負担金を納付することが困難であると認

めるときその他特に負担金の徴収を猶予す

る必要があると認めるときは、当該受益者の

申請に基づき、負担金の全部又は一部の徴収

を猶予することができる。 

２ 市長は、前項の規定により負担金の徴収の

猶予を受けた者について、財産の状況その他

の事情の変化によりその徴収の猶予を継続す

ることが適当でないと認めるときは、その徴

収の猶予を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により負担金の徴収の

猶予を取り消したときは、その旨を当該受益

者に通知しなければならない。 

（負担金の免除等） 

第１２条 略 

２ 市長は、事業のために土地その他の物件、

労力又は金銭を提供した受益者その他公益

上市長が特に負担金を免除する必要がある

と認める受益者については、その者の申請に

より、負担金の全部又は一部を免除すること

ができる。 

（受益者の申告） 

第１３条 第６条第１項の公告の日現在にお

ける当該公告のあつた賦課対象区域内の土

地に係る受益者は、規則で定めるところによ

り、市長に受益者の申告をしなければならな

い。 

（受益者に変更があつた場合の取扱い） 

第１４条 第６条第１項の公告の日後、賦課対
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土地に係る受益者に変更があつた場合にお

いて、当該変更に係る当事者の一方又は双方

がその旨を管理者に申し出たときは、新たに

受益者となつた者は、従前の受益者の地位を

承継する。ただし、第７条第１項の規定によ

り賦課された負担金のうちその申出があつ

た日までに納付すべき時期に至つているも

のは、従前の受益者が納付するものとする。 

 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、管理者が

定める。 

象区域内の土地に係る受益者に変更があつ

た場合において、当該変更に係る当事者の一

方又は双方がその旨を市長に申し出たとき

は、新たに受益者となつた者は、従前の受益

者の地位を承継する。ただし、第７条第１項

の規定により賦課された負担金のうち当該

申出があつた日までに納付すべき時期に至

つているものは、従前の受益者が納付するも

のとする。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行について必要な事項

は、規則で定める。 
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尼崎市の環境をまもる条例 

改正後 現 行 

（公共的施設の整備等） 

第１０条 市長は、汚泥のしゅんせつその他の

良好な環境を確保するための事業の推進及び

廃棄物の公共的な処理施設その他の良好な環

境の確保に資する公共的施設の整備に努めな

ければならない。 

２ 尼崎市公営企業管理者は、良好な環境を確

保するための事業で下水道に係るものの推進

及び下水道の整備に努めなければならない。 

３ 市長は、公園、緑地その他の公共的施設の

整備その他の自然環境の適正な整備及び健全

な利用のための事業の推進に努めなければな

らない。 

（公共的施設の整備等） 

第１０条 市長は、汚泥のしゅんせつその他の

良好な環境を確保するための事業の推進及び

下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の

良好な環境の確保に資する公共的施設の整備

に努めなければならない。 

 

 

 

２ 市長は、公園、緑地その他の公共的施設の

整備その他の自然環境の適正な整備及び健全

な利用のための事業の推進に努めなければな

らない。 
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尼崎市職員の特殊勤務手当に関する条例 

改正後 現 行 

（支給基準） 

第４条 手当は、別表の左欄に掲げる手当の区

分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる業務

（以下「対象業務」という。）に従事した職員

に対して支給する。 

（支給額） 

第５条 手当の額は、別表の左欄に掲げる手当

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

とおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が対象業務

のうち日額で手当の額を定める業務で市規則

で定めるものに半日従事した場合は、市規則

で定めるところにより、同項に定める手当の

額を減額して支給することができる。職員が

対象業務のうち月額で手当の額を定める業務

に従事した場合において、当該手当の支給の

対象となる月における勤務を要する日（勤務

を要しない日及び給与条例第１６条第２項に

規定する休日以外の日をいう。）のうち、当該

職員が当該業務に従事しなかった日があると

きも、同様とする。 

（支給額の調整） 

第６条 職員が同じ日に、対象業務のうち日額

で手当の額を定める業務の２以上に従事した

ときの手当の額は、これらの業務のうち最高

の手当の額が支給される業務の手当の額を支

給する。ただし、別表第６項、第８項及び第

９項の手当については、その他の手当と併せ

て支給することができる。 

別表 

手当 業務 支給額 

単位 単価 

１ 滞納

整理業

務手当 

市税、国民健康保

険料、保育料、介

護保険料、土地区

画整理法（昭和２

日 290円 

（支給基準） 

第４条 手当は、別表の左欄に掲げる手当の区

分に応じ、同表の中欄に掲げる業務（次条第

２項、第６条及び第７条において「対象業務」

という。）に従事した職員に対して支給する。 

（支給額） 

第５条 手当の額は、別表の左欄に掲げる手当

の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が対象業務

のうち日額で手当の額を定める業務で規則で

定めるものに半日従事した場合は、規則で定

めるところにより、同項に定める手当の額を

減額して支給することができる。職員が対象

業務のうち月額で手当の額を定める業務に従

事した場合において、当該手当の支給の対象

となる月における勤務を要する日（勤務を要

しない日及び給与条例第１６条第２項に規定

する休日以外の日をいう。）のうち、当該職員

が当該業務に従事しなかった日があるとき

も、同様とする。 

（支給額の調整） 

第６条 職員が同じ日に、対象業務のうち日額

で手当の額を定める業務の２以上に従事した

ときの手当の額は、これらの業務のうち最高

の手当の額が支給される業務の手当の額を支

給する。ただし、別表第６項、第８項及び第

１０項の手当については、その他の手当と併

せて支給することができる。 

別表 

手当 業務 支給額 

単位 単価 

１ 滞納

整理業

務手当 

市税、国民健康保

険料、保育料、介

護保険料、下水道

事業受益者負担

日 290円 
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９年法律第１１９

号）の規定に基づ

く清算金又は市営

住宅等の家賃の滞

納整理（不正利得

に係る徴収を含

む。）の業務で出張

を伴うもの 

 

 

 

２ 略 略 略 略 

３ 略 略 略 略 

４ 水路

清掃等

業務手

当 

 

 

 

 

 

 

水路の清掃（浮き

ごみの処理を除

く。）若しくは補修

の作業又は公共下

水道の排水区域外

の下水管の清掃若

しくは敷設の作業

で、著しい臭気を

伴い、又は汚水に

接触するもの 

 

 

 

 

 

 

日 

 

 

 

 

 

 

400円 

５ 略 略 略 略 

６ 夜間

特殊業

務手当 

尼崎市立クリーン

センターに設置さ

れた焼却装置によ

る廃棄物の処理に

係る業務で、正規

の勤務時間の一部

が深夜（午後１０

時から翌日の午前

回 1,320円

（深夜に

おける勤

務時間が

深夜の半

分に満た

ない場合

にあって

金、下水道使用料、

土地区画整理法

（昭和２９年法律

第１１９号）の規

定に基づく清算金

又は市営住宅等の

家賃の滞納整理

（不正利得に係る

徴収を含む。）の業

務で出張を伴うも

の 

２ 略 略 略 略 

３ 略 略 略 略 

４ 下水

道業務

手当 

下水管の清掃若し

くは補修の作業又

は下水道施設内の

作業で、著しい臭

気を伴い、又は汚

水に接触するもの 

日 730円 

 水路の清掃（浮き

ごみの処理を除

く。）若しくは補修

の作業又は公共下

水道区域外の下水

管の清掃若しくは

敷設の作業で、著

しい臭気を伴い、

又は汚水に接触す

るもの 

日 400円 

５ 略 略 略 略 

６ 夜間

特殊業

務手当 

次に掲げる業務で

正規の勤務時間の

一部が深夜（午後

１０時から翌日の

午前５時までの間

をいう。以下同

じ。）に及んで行わ

れるもの 

回 1,320円

（深夜に

おける勤

務時間が

深夜の半

分に満た

ない場合

にあって
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５時までの間をい

う。以下同じ。）に

及んで行われるも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、660

円） 

７ 略 略 略 略 

８ 略 略 略 略 

９ 年末

年始特

別業務

手当 

１２月２９日から

翌年の１月３日ま

での間における業

務のうち、市規則

で定める業務 

日 3,000円 

 

 

 

 

 

  尼崎市北部浄

化センター又は

本市の中継ポン

プ場における機

械運転業務 

  美化環境局美

化事業部が所管

する焼却装置に

よる廃棄物の処

理業務 

は、660

円） 

７ 略 略 略 略 

８ 略 略 略 略 

９ 年末

年始特

別業務

手当 

１２月２９日から

翌年の１月３日ま

での間における業

務のうち、規則で

定める業務 

日 3,000円 
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尼崎市下水道施設維持管理業務委託事業者選定委員会条例 

改正後 現 行 

（設置） 

第１条 市が設置する下水道施設の維持管理業

務の委託契約で尼崎市公営企業管理者（以下

「管理者」という。）が別に定めるものの相

手方となるべき事業者（以下「委託事業者」

という。）の選定に関する事項を調査審議さ

せるため、管理者の付属機関として、委託事

業者の選定ごとに尼崎市下水道施設維持管理

業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条 略 

２ 委員は、下水道事業について専門的な知識

経験を有する者その他の学識経験者その他管

理者が適当と認める者のうちから管理者が委

嘱し、又は任命する。 

付 則 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定

にかかわらず、管理者が招集する。 

（設置） 

第１条 本市が設置する下水道施設の維持管理

業務の委託契約で市長が別に定めるものの相

手方となるべき事業者（以下「委託事業者」

という。）の選定に関する事項を調査審議さ

せるため、市長の付属機関として、委託事業

者の選定ごとに尼崎市下水道施設維持管理業

務委託事業者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 略 

２ 委員は、下水道事業について専門的な知識

経験を有する者その他の学識経験者その他市

長が適当と認める者のうちから市長が委嘱

し、又は任命する。 

付 則 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定

にかかわらず、市長が招集する。 
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尼崎市公共調達基本条例 

改正後 現 行 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

   略 

   市長等 市長（尼崎市教育委員会が、そ

の管理する公の施設についてその指定管理

者の指定（地方自治法第２４４条の２第３

項の規定による公の施設に係る指定管理者

の指定をいう。以下「指定処分」という。）

を受けるべき者を選定し、及び指定処分を

行う場合にあっては、尼崎市教育委員会を

含む。）及び尼崎市公営企業管理者をいう。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

   略 

   市長等 市長（尼崎市教育委員会が、そ

の管理する公の施設についてその指定管理

者の指定（地方自治法第２４４条の２第３

項の規定による公の施設に係る指定管理者

の指定をいう。以下「指定処分」という。）

を受けるべき者を選定し、及び指定処分を

行う場合にあっては、尼崎市教育委員会を

含む。）及び尼崎市水道事業管理者をいう。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５３号 所 管 水道局経営企画課 

件 名 尼崎市工業用水道条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  工業用水道料金については、受水企業からの申込水量により基本使用水量を設定

し、受水企業が基本使用水量の一部を使用しなかった場合でも、基本使用水量分の料

金を負担する責任水量制を採用している。 

しかし、実使用水量の減少により給水率は５０％を下回っており、受水企業から基

本使用水量の減量等を要望されている。また、工業用水道事業を所管する経済産業省

からは、基本使用水量の見直しや、基本使用水量に基づく基本料金と実使用水量に基

づく使用料金から構成される二部料金制の導入などの検討を求められている。 

このような状況を踏まえ、工業用水道料金を責任水量制から二部料金制に変更する

もの。 

併せて、平成３０年度からの公営企業局の設置に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  責任水量制から二部料金制への変更に伴う改正 

  ア 基本料金を、基本使用水量１ につき「２５円」から「２０円７０銭」に改め

る。 

  イ 新たに使用料金に関する規定を加え、使用した水量１ につき「４円５０銭」

とする。 

  ウ 基本使用水量を超える場合の超過料金について、水量１ につき「５０円」か

ら「５０円４０銭」に改める。 

  エ 責任水量制についての規定を削除する。 

  公営企業局の設置に伴う改正 

   「尼崎市水道事業管理者」を「尼崎市公営企業管理者」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日。 

ただし、公営企業局の設置に伴う改正は、平成３０年４月１日。 
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尼崎市工業用水道条例 

改正後 現 行 

（給水の対象） 

第４条 工業用水の供給は、１給水先当たりの

使用水量が１日３００立方メートル以上であ

る者に対して行う。ただし、尼崎市公営企業

管理者（以下「管理者」という。）が地盤沈下

を防止するためその他公益上の理由により特

に必要があると認めるときは、この限りでな

い。 

（給水の申込み） 

第７条 給水を受けようとする者は、その設置

する給水施設ごとに１日当たりの使用予定の

水量を定めて管理者に申し込まなければなら

ない。 

（基本使用水量の決定） 

第８条 管理者は、前条の規定による申込みを

受けたときは、当該申込みに係る給水施設ご

との１日当たりの使用予定の水量（以下「基

本使用水量」という。）を決定し、これをその

申込者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による基本使用水量の決定は、

地下水の水源保全、地盤沈下の防止、給水能

力その他管理者が必要と認める事項を考慮し

て行わなければならない。 

（基本使用水量の変更） 

第９条 第７条の規定は基本使用水量の変更の

決定を受けようとする者について、前条の規

定は基本使用水量の変更について準用する。

この場合において、第７条中「その設置する

給水施設ごとに」とあるのは「変更の決定を

受けようとする基本使用水量（次条第１項に

規定する基本使用水量をいう。）に係る給水施

設についてその変更後の」と、前条第１項中

「前条」とあるのは「次条において読み替え

て準用する前条」と、「ごとの」とあるのは「に

ついて、特に必要があると認める場合に限り、

その」と、同条第２項中「前項」とあるのは

（給水の対象） 

第４条 工業用水の供給は、１給水先当たりの

使用水量が１日３００立方メートル以上であ

る者に対して行なう。ただし、尼崎市水道事

業管理者（以下「管理者」という。）が地盤沈

下の防止その他公益上特別の理由があると認

めたときは、この限りでない。 

 

（給水の申込み） 

第７条 給水を受けようとする者は、１日当た

りの予定使用水量を定めて管理者に申し込ま

なければならない。 

 

（基本使用水量の決定） 

第８条 管理者は、前条の申込みを受けたとき

は、その申込みをした者の１日当たりの使用

水量（以下「基本使用水量」という。）を定め、

これをその者に通知するものとする。 

 

２ 管理者は、前項の規定により基本使用水量

を決定するには、地下水の水源保全、地盤沈

下の防止、給水能力その他を考慮して定めな

ければならない。 

（基本使用水量の変更） 

第９条 使用者は、基本使用水量を変更するこ

とができない。ただし、管理者が特に必要が

あると認めるときは、この限りでない。 

２ 前２条の規定は、前項ただし書の規定によ

り基本使用水量を変更する場合に準用する。 
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「次条において読み替えて準用する前項」と

読み替えるものとする。 

（給水の適正保持） 

第２０条 使用者は、基本使用水量（第９条に

おいて読み替えて準用する第８条第１項の規

定による基本使用水量の変更の決定を受けた

ときは、その変更後のもの。以下同じ。）を超

えて工業用水を使用することがないよう努め

なければならない。 

（料金） 

第３１条 料金は、工業用水道料金と量水器貸

付料金との合計額に１００分の１０８を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）とする。 

２ 工業用水道料金及び量水器貸付料金の料率

は、次のとおりとする。 

  工業用水道料金 

ア 基本料金 

  基本使用水量１立方メートルにつき  

２０円７０銭 

イ 使用料金 

    １立方メートルにつき ４円５０銭 

ウ 超過料金 

  １立方メートルにつき ５０円４０銭 

 

第３２条 削除 

 

 

 

（工業用水道料金の算定等） 

第３５条 第３１条第２項第１号アの基本料金

（以下「基本料金」という。）は、同号アに定

める料率に、基本使用水量に第３３条の規定

による計量が行われた日（以下「計量日」と

いう。）の属する月の初日から末日までの日数

を乗じて得た水量を乗じて算定する。 

２ 第３１条第２項第１号イの使用料金は、同

号イに定める料率に、前回の計量日の翌日か

 

 

（給水の適正保持） 

第２０条 使用者は、基本使用水量を超えて工

業用水を使用することがないよう努めなけれ

ばならない。 

 

 

 

（料金） 

第３１条 料金は、工業用水道料金と量水器貸

付料金との合計額に１００分の１０８を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）とする。 

２ 工業用水道料金及び量水器貸付料金は、次

の各号のとおりとする。 

  工業用水道料金 

ア 基本料金 

  基本使用水量１立方メートルにつき  

２５円 

 

 

イ 超過料金 

  １立方メートルにつき ５０円 

（責任水量制） 

第３２条 管理者は、使用者が基本使用水量の

全部又は一部を使用しなかった場合であっ

ても、基本使用水量を使用したものとみな

す。 

（料金の算定） 

第３５条 基本料金は、計量の日の属する月の

初日からその月の末日までの基本使用水量を

合計した水量に基本料率を乗じて算定する。 
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ら今回の計量日までの期間内の使用水量（以

下「計量使用水量」という。）（当該計量使用

水量が、基本使用水量に当該期間内の日数を

乗じて得た水量（以下「合計基本使用水量」

という。）を超える場合にあっては、当該合計

基本使用水量）を乗じて算定する。 

３ 第３１条第２項第１号ウの超過料金は、計

量使用水量が合計基本使用水量を超える場合

において、同号ウに定める料率に、当該計量

使用水量から当該合計基本使用水量を控除し

て得た水量を乗じて算定する。 

４ 基本料金は、使用者が工業用水道の使用を

休止した場合においても徴収する。 

 

 

 

 

第３６条 削除 

 

 

 

 

 

 

２ 超過料金は、第３３条の規定により計量し

た使用水量から前回の計量の日の翌日から今

回の計量の日までの基本使用水量を合計した

水量を減じた水量に超過料率を乗じて算定す

る。 

３ 使用者が第２４条の規定により管理者の承

認を得て工業用水道の使用を休止した場合に

おいても、基本料金の額に１００分の１０８

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）の料金を徴

収する。 

第３６条 １事業所に２以上の給水施設が設置

されている場合の基本料金及び超過料金は、

それぞれの量水器について算定する。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５４号 所 管 行政管理課 

件 名 包括外部監査契約の締結について 

内       容 

１ 契約の目的 

平成３０年４月１日から、包括外部監査契約に基づく監査の実施及び監査結果に関

する報告を受けること 

 

２ 包括外部監査人として契約を締結する者 

  神戸市東灘区森北町７丁目１９番１８号 

公認会計士  福井 剛 

 

３ 契約の内容 

   契約の期間  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

  契約の金額  １３，０００，０００円を上限とする額 

  契約の方法  随意契約 

  

４ 選定経緯 

   地方自治法第２５２条の３６第３項において、連続して４回、同一の者と包括外

部監査契約を締結してはならないと規定されており、現在の包括外部監査人とは平

成２９年度で３回目の契約となるため、新たな包括外部監査人を選定した。 

   日本公認会計士協会兵庫会及び兵庫県弁護士会に、複数の候補者の推薦を依頼し

たところ、日本公認会計士協会兵庫会から２人の候補者の推薦があった。 

  総務局長を座長として、４人の委員からなる選定委員会を設置し、候補者の提案

書に基づき、書類選考及び面接を実施した。 

  他都市での外部監査の実績、監査の実施体制及び人物評価も含めた総合評価の結

果、最も評価の高かった者を選定した。 

 

５ 主な選定理由 

   包括外部監査制度及び本市の行政課題等への理解度も高く、有効な監査に努めて

いくという姿勢が感じられる。 

  他都市における包括外部監査の経験が豊富であり、効果的な監査実施体制の確保

や円滑な監査の実施が期待できる。 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５５号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（潮小学校校舎増築等工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市玄番南之町５番地６ 

株式会社トータルサプライ 代表取締役 柄谷 順一郎 

 

２ 契約金額 

  ２９４，６２４，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２９年１１月２９日 

 

５ 工事内容 

  校舎増築工事 

   鉄骨造り  ２階建て １棟 

   敷地面積 １５，８３７．７９平方メートル 

   建築面積    ５９６．７３平方メートル 

   延べ面積  １，０２７．８９平方メートル 

  （主な諸室） 普通教室、図書室、少人数教室、更衣室 

 既存南棟改修工事 

 屋外付帯工事（外構等） 

既存児童ホーム解体工事 

 

６ 工期 

  契約締結の日から平成３１年３月２０日まで 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２９年１１月２９日

件　　　　　名 潮小学校校舎増築等工事

落　札　者　名 ㈱トータルサプライ 落　札　金　額 272,800,000円

予　定　価　格 300,600,000円 最 低 制 限 価 格 270,540,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

決定㈱トータルサプライ

宮崎建設㈱

272,800,000

276,600,000

※予定価格超過

㈱三田工務店

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

286,000,000

301,100,000

※予定価格超過

※予定価格超過

㈱サージ・コア

㈱ユハラ

338,000,000

381,450,000
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５６号 所 管 農政課 

件 名 尼崎市農業共済事業特別積立金の取崩しについて 

内       容 

１ 趣旨 

  尼崎市農業共済事業の農作物共済（水稲）に係る特別積立金については、損害防止

のため特に必要な処置に要した費用の支払に充てることができることとしており、尼

崎市農業共済条例第７５条の規定に基づき、次のとおり取崩しを行うため、議決を求

めるもの。 

 

２ 取崩限度額 

  ２００千円 

 

３ 取崩しの理由 

  平成３０年度損害防止事業を実施するため 

 

 

【参考】 

尼崎市農業共済条例（抄） 

（特別積立金の取崩し） 

第７５条 

１～３ 略 

４ 本市は、議会の議決を経て、特別積立金を法第９５条後段に規定する費用及び第１

４条に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。 

５～６ 略 

 

225



226



（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５７号 所 管 農政課 

件 名 尼崎市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価について 

内       容 

１ 趣旨 

  尼崎市農業共済条例第５条第２項の規定により、平成３０年度の農業共済事業にお

ける賦課総額及び賦課単価を定めるため、議決を求めるもの。 

 

２ 賦課総額 

  ９７千円 

 

３ 賦課単価 

  水稲共済割１kg当たり０．７７円 

 

 

【参考】 

尼崎市農業共済条例（抄） 

(事務費の賦課) 

第５条 本市は、毎会計年度、本市が共済事業を行うため必要とする事務費予定額から

法第１４条の規定による国庫の負担に係る部分の金額その他の収入予定額に相当す

る金額を差し引いて得た金額の事務費及び兵庫県農業共済組合連合会から本市に賦

課された賦課金の支払に充てる費用を本市との間に共済関係の存する者に賦課する

ものとする。 

２ 前項の賦課は、次の方式によりするものとし、賦課総額及び賦課単価は、市長が議

会の議決を経て定める。 

  水稲共済割 

 ～  略 
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（議案説明資料） 

＜平成３０年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５８号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の変更について 

内       容 

１ 理由 

  都市計画道路長洲久々知線整備事業に伴い路線の起終点変更を行うため、道路法第

８条第２項(同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。)の規定によ

り、議決を求めるもの。 

 

２ 対象路線 

   変更しようとする路線 

  路   線   名 
変更前 起 点 ～ 終 点 

変更後 起 点 ～ 終 点 

省線以南第２９号線の１ 

長洲西通１丁目６５～長洲西通１丁目６５ 

長洲西通１丁目６５－８ 

～長洲西通１丁目１２４－２ 
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